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章 節 項  目 運                 用 

２ ２ 運 搬 費 １．鋼管杭等の杭打機及び軟弱地盤処理工の攪拌機の運搬において試

験杭（施工）を実施する場合は、工程・作業手順を考慮の上、試験

杭打（施工）時と本杭打（施工）時の２回計上することが出来る。

２．重建設機械分解・組立・輸送費 
(1) 基準書標準歩掛は、分解組立費用の外にトラック及びトレー  

    ラによる運搬費（往復）、賃料・損料費（自走による本体の賃料・

    損料、賃料適用機械の運搬中本体賃料、賃料適用機械の分解・   

    組立時本体賃料）の全てを含んでいる。よって、運搬基地から   

    現場までの輸送距離を算出する必要はない。 
(2)歩掛の規格を外れる機械の分解・組立及び輸送費は、別途見積

 により対応すること。 

３．重量２０ｔ以上の建設機械の現場内小運搬 

  特殊な現場条件により、分解組立を伴い公道等を輸送せざるを得

ない場合については、分解組立費用のみ別途計上し、輸送費につ

いては共通仮設費率内であり、別途計上は行わない。      
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章 節 項  目 運                 用 

   ５．リース器材の運搬 

仮設材（鋼矢板、Ｈ型鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬費は下記に

よることを標準とする。 

① 各県内の工事については、１工事の仮設材の使用量が 50ｔ未

満の場合、仮設材が所在すると推定される場所から工事現場まで

の距離により積算する。 

ただし、所在を推定することが困難な場合は、県庁又は市役所

から工事現場までの距離により積算する。 

② 仮設材の使用量が１工事当り 50ｔ以上の工事では大手リース

業者基地（東広島市、三次市三和町、山県郡北広島町、北九州市

若松区、加古郡播磨町）より現場までの距離により積算する。こ

の場合、基地から現場までの距離が短い方を採用する。 

③ 仮設材を大量に使用する場合（１工事 1,000ｔ以上）は実情を

調査し、別途考慮することが出来る。 

④ 副部材Ａの運搬基地は主部材にあわすものとする。  

尚、副部材Ｂについての運搬費は計上しないものとする。  

（参考）大手リース業者基地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）鋼矢板ＶL型の大手リース業者基地 

 

 

 

 

 

  

会 社 名     工場名 主要地点（道路上） 
工場から
距離(㎞)

ジ ェ コ ス ㈱ 中国工場
広島県安芸高田市甲田町甲立バイパス東詰交差点 
（一般国道 54 号 52.7 ㎞） 

7.7

太 洋 ㈱ 広島工場
東広島市八本松町宗吉 

（一般国道２号 310 ㎞地点） 
0.0

ヒ ロ セ ㈱ 広島工場
東広島市高屋町檜山丸山交差点 

（一般国道２号301.1㎞地点） 
3.0

㈱エムオーテック 広島工場
広島県安芸高田市八千代町勝田 

（一般国道 54 号 35.2 ㎞地点） 
8.0

丸紅建材リース㈱ 若松工場
北九州市若松区若戸大橋ロータリー 

（一般国道 199 号） 
5.4

丸紅建材リース㈱ 東幡工場
兵庫県加古郡幡磨町平岡 
（国道２号加古川 BP66.2 ㎞地点） 

9.9

 

会 社 名     工場名 主要地点（道路上） 
工場から
距離(㎞)

太 洋 ㈱ 広島工場
東広島市八本松町宗吉 
（一般国道２号 310 ㎞地点） 

0.0

丸紅建材リース㈱ 東幡工場
兵庫県加古郡幡磨町平岡 

（国道２号加古川BP66.2㎞地点） 
9.9
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章 節 項  目 運             用 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

準 備 費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 伐開，伐採の定義について 

伐開とは，雑木や小さな樹木・竹などの伐開でブルドーザ、レーキ 

ドーザあるいはバックホウ等で作業を行うものとし、共通仮設費率に 

含む。 

 伐採とは，樹木をチェンソー等により切り倒す作業で，準備費とし

て別途費用を計上すること。また，伐採に伴う現場内の集積・積込み

に要する費用，伐採に伴い発生する建設廃棄物等の工事現場外に搬出

する運搬及び処分に要する費用についても，準備費として別途計上す

ること。 

 

 

 伐 開 伐 採 

伐開・伐採 率 分 積上（小割含む） 

除 根 率 分 積上（伐採樹木の除根） 

除 草 率 分 

集積・積込み 率分（現場内小運搬含む） 積上（現場内小運搬含む） 

運搬・処分費 積 上 

 

（注）  

1 伐木等の計上は、用地補償時の立木補償費と重複しないこと。 

2 伐木に伴う除根は、掘削と同時に行うこともあることから、現場条件等を 

考慮し必要に応じて積上げ計上する。 
 

積－1－4 

1
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章 節 項  目 運             用 

２ ２ 準 備 費 

（伐採） 

 

準 備 費 

準備費の積算は，「土木工事標準歩掛」による。 

ただし以下の項目は，積上げ計算により積算する。 

(1) 伐採処理に要する費用 

1) 適  用 

土工の施工範囲は，原則として伐木を行う。 

2) 伐採歩掛 

(1000㎡当り) 

員 数 
名  称 規 格 単 位 

伐 木 

世 話 役  人 0.8 

特 殊 作 業 員  人 2.0 

普 通 作 業 員  人 2.0 

チェンソー運転 500mm 日 2.0 
 
(注)1 現場条件等によりこれによりがたい場合は別途考慮する。 

2 面積は展開面積とする。 

3 除根は，現場条件等を考慮し必要に応じて別途計上する。 

4 チェンソー運転日当り運転時間は7時間とする。 
 

共第1号 伐採 1,000㎡当り単価表         Ｓ００４７ 

名  称 規 格 単位 数 量 適 用 

世 話 役  人 0.8  

特殊作業員  人 2.0  

普通作業員  人 2.0  

チェンソー運転 鋸長500mm 日 2.0 共第2号単価表 

諸 雑 費  式 1  

計     

1㎡当り    計／1,000㎡ 
(注)チェンソーの運転1日当り運転時間は、7時間とする。 

 

共第 2号 チェンソー運転 1日当り単価表 

名  称 規 格 単位 数 量 適 用 

ガ ソ リ ン      

チェンソー損料 鋸長500mm 日 1.0  

諸 雑 費  式 1  

計     
(注)燃料の名称，数量算定にあたっては、土木工事標準積算基準書による。 

 

積－1－5 7
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章 節 項  目 運             用 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

役 務 費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業損失防止 

施  設  費 

1. 踏み荒らし料について 

法尻構造物等の踏み荒らし料(Ｗ＝1.0ｍ程度)は、借地料に準じ

て算定するものとする。また、官地として余裕のある箇所は計上し

ないように注意すること。 

2. 借地料について 

特に必要となる借地料の算定に当っては、現場周辺の実状を十分

考慮の上決定しなければならないが、一般には次のとおり求める。 

 

1月当り借地料(円/㎡)＝地価(円/㎡)×  

  

(注)地価は用地課とも十分打合せて決定すること。 

年間損失率 

宅地、宅地見込み地及び農地………地価の６％／年 

林地及びその他の土地……………… 〃 ５％／年 

3. 基本料金について 

電力及び用水の 基本料金については 役務費に計上すること。 

 

1. 工事施工に係わる損害調査費等について 

(1) 損害調査費等を計上する場合は、特記仕様書に明記するものと

する。 

2．家屋調査について 

(1) 家屋調査仕様書について 

・工損調査標準仕様書(案)を使用するものとする。 

(2) 家屋調査費について 

・工損調査等業務費積算基準を使用するものとする。 

3. その他の調査費について 

(1) 工損調査等業務費積算基準を使用するものとする。 

なお、上記1,2,3の調査費は技術経費・諸経費を含めたものを計上

し、共通仮設費(率分)・現場管理費・一般管理費の対象としない。 

ただし、事業損失防止施設の設置，撤去，維持管理費は、共通仮設

費(率分)・現場管理費・一般管理費の対象とする。 

積 － 6 － 1 

年間損失率 

12ヶ月 

1

1



章 節 項  目 運                 用 

２ ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技 術 管 理 費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．敷地調査図の修正及び用地境界杭の復元のための基準点の復元につ

いて 

１）舗装修繕工事、歩道設置工事、防災工事等において用地境界杭の

復元のための基準点の復元が必要な場合は、その旨を特記仕様書に

明記するとともに、その費用を積算すること。 

２）特記仕様書記入要領と費用 

特記  工事が完成した場合、既成の敷地台帳に基き境界基準点

を現地に復元すること。 

費用  見積により決定するものとする。 

２．技術管理費で積上げ計上する各種試験費について 

   共通仕様書の品質管理基準に規定されている試験区分「必須」及

び「その他」の各種試験費用は、技術管理費として共通仮設費率

に含まれている。よって、品質管理基 準に記載されていない試験

及び基準に規定する回 数以上の試験を仕 様書等で指示する場合

は、試験費を積上げ計上する。 

（例－１） 

 セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土 

 を再利用した場合の六価クロム溶出試験費 

  →共 通 仕 様 書 で の 試  験 項 目 で は な い た め、試 験 費 を 積 上 げ 計上す る。

（例－２） 

 固結工の一軸圧縮試験を行うためのボーリング費用 

  →固結工においては一軸圧縮試験を行うこととなっている が、こ

の供試体採取のためには、ボーリングによる試料採取が 必要と

なる。このような場合のボーリング費用は共通仮設費率に含む

ものとする。 

ただし、以降に示す項目については、別途発出されている文書の

とおり計上すること。 

 

○ セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の 

再利用に関する当面の措置について（平成 12 年 3月 24 日付け建設 

省技調発第 48 号）及び「同」運用について（平成 12 年 3 月 24 日付 

け建設省技調発第 49 号、建設省営建発第 10 号）、「セメント及びセ 

メント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領（案）」 
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章 節 項  目 運                 用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の一部変更について（平成 13 年 4月 20 日付け国官技第 16 号、国営 

建第 1号）に伴う六価クロム溶出試験費の計上について 

 

（１）適用工事 

    セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及びこ 

   れら材料を用いた改良土を使用する場合に適用する。溶出試験 

   対象工法は下表のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）試験の種類及び工法 

①セメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合 

（配合設計時…施工前） 

   ・環境庁告示 46 号溶出試験…各土質ごとに１検体実施 

※試験結果により環境基準を超えた場合は、別の固化材料で 

      試験し環境基準を超えない材料により施工すること。 

（施工後…表層安定処理工法、路床工、上層・下層路盤工・改良土盛土工など） 

    1)改良土量が 5,000m3以上の工事 

    ・環境庁告示 46 号溶出試験…1,000m3に１検体程度実施 

    ・タンクリーチング試験…環境庁告示第 46 号溶出試験で溶  

           出量が最大値を示した箇所の１試料で実施 

  2)改良土量が 1,000m3以上 5,000m3未満の工事 

    ・環境庁告示 46 号溶出試験…１工事につき３検体程度実施 

  3) 改良土量が 1,000m3未満の工事 

    ・環境庁告示 46 号溶出試験…１工事につき１検体程度実施 

 
工  種  種  別  細  別  工  法  概  要  

粉 体 噴 射 攪 拌  
高 圧 噴 射 攪 拌  
ス ラ リ ー 攪 拌  

＜ 深 層 混 合 処 理 工 法 ＞  
地 表 か ら か な り の 深 さ ま で の 区 間 を セ メ ン ト 及 び

セ メ ン ト 系 固 化 材 と 原 地 盤 土 を 強 制 的 に 混 合 し 、

強 固 な 改 良 地 盤 を 形 成 す る 工 法  

固 結 工  

薬 液 注 入  地 盤 中 に 薬 液 （ セ メ ン ト 系 ） を 注 入 し て 透 水 性 の

減 少 や 原 地 盤 強 度 を 増 大 さ せ る 工 法  
表 層 安 定 処

理 工  
安 定 処 理  ＜ 表 層 安 定 処 理 工 ＞  

セ メ ン ト 及 び セ メ ン ト 系 固 化 材 を 混 入 し 、 地 盤 強

度 を 改 良 す る 工 法  

地 盤 改 良 工  

路 床 安 定 処

理 工  
路 床 安 定 処 理  路 床 土 に セ メ ン ト 及 び セ メ ン ト 系 固 化 材 を 混 入 し

地 盤 強 度 を 改 良 す る 工 法  
舗 装 工  舗 装 工 各 種 下 層 路 盤  

上 層 路 盤  
＜ セ メ ン ト 安 定 処 理 工 法 ＞  
現 地 発 生 材 、 地 域 産 材 料 ま た は こ れ ら に 補 足 材 を

加 え た も の を 骨 材 と し 、 こ れ に セ メ ン ト 及 び セ メ

ン ト 系 固 化 材 を 添 加 し て 処 理 す る 工 法  
仮 設 工  地 中 連 続 壁

工（ 柱 列 式 ）

柱 列 杭  地 中 に 連 続 し た 壁 面 等 を 構 築 し 、 止 水 壁 及 び 土 留

擁 壁 と す る 工 法 の う ち 、 ソ イ ル セ メ ン ト 柱 列 壁 等

の よ う に 原 地 盤 土 と 強 制 的 に 混 合 し て 施 工 さ れ る

も の を 対 象 と し 、 場 所 打 ち コ ン ク リ ー ト 壁 は 対 象

外 と す る 。  
＜ 備 考 ＞  
１ ． 土 砂 に セ メ ン ト 及 び セ メ ン ト 系 固 化 材 を 混 合 し た 改 良 土 を 用 い て 施 工 す る 、 盛 土 ・ 埋 戻 、

  土 地 造 成 工 法 に つ い て も 対 象 と す る 。  
２ ． 本 試 験 要 領 で は 、 石 灰 パ イ ル 工 法 、 薬 液 注 入 工 法 （ 水 ガ ラ ス 系 ・ 高 分 子 系 ）、 凍 結 工 法 、 敷

  設 材 工 法 、 表 層 排 水 工 法 、 サ ン ド マ ッ ト 工 法 、 置 換 工 法 、 石 灰 安 定 処 理 工 法 は 対 象 外 と す

  る 。  
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章 節 項  目 運                 用 

   （施工後…深層混合処理工法、薬液注入工法、地中連続土留工など） 

    1)改良体が 500 本以上の工事 

・環境庁告示 46 号溶出試験 

      …ﾎ゙ ﾘーﾝｸ゙ 本数（3本＋改良体が500本以上につき250本を増えるご 

            とに1本）×上中下（計3検体）＝合計検体数を目安 

・タンクリーチング試験 

            …環境庁告示第46号溶出試験で溶出量が最大値を示した箇所の１試 

                料で実施 

   2)改良体が 500 本未満の工事 

 ・環境庁告示 46 号溶出試験 

                …ﾎ゙ ﾘーﾝｸ゙ 本数（3本）×上中下（計3検体）＝合計9検体程度 

（施工後の試験の実施を要しない場合） 

  配合設計時に六価クロムの溶出量が土壌環境基準を超えず、また 

 改良土質が火山灰質粘性土でない場合は、施工後の試験を実施する 

 ことを要しない。 

②セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合 

（施工前） 

1) 建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固 

   化材により改良する場合（室内配合試験による配合設計を行う場合） 

   ・環境庁告示 46 号溶出試験…各土質ごとに１検体実施 

※試験結果により環境基準を超えた場合は、別の固化材料で試験し環  

 境基準を超えない材料により施工すること。 

2) 建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固 化 

材により改良する場合（配合設計を行わない場合） 

・環境庁告示 46 号溶出試験…製造時もしくは供給時にお    

ける品質管理のための土質試験資料を用い 1,000m3に１   

検体程度実施 

       ※試験結果により環境基準を超えた場合は、別の固化材料で試験し環  

        境基準を超えない材料により施工すること。 

3) 過去もしくは事前にセメント及びセメント系固化材によって改良された改 

   良土を掘削し、再利用する場合 

・環境庁告示 46 号溶出試験…製造時もしくは供給時にお    

ける品質管理のための土質試験資料を用い 1,000m3に１   

検体程度実施 

※ 試験結果により環境基準を超えた場合は、別途施工を検討するか、   

溶出防止措置を行い施工すること。 

4) 建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固  

   化材により改良された土を使用（購入等）する場合 

    改良土の品質管理のため、供給者側が環境基準以下であることを証明す  

      る必要があるため、当該施工者に事前の試験を規定する必要はない 
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章 節 項  目 運                 用 

   （施工後…表層安定処理工法、路床工、上層・下層路盤工・改良土盛土工など） 

     1)改良土量が 5,000m3以上の工事 

・ 環境庁告示 46 号溶出試験…1,000 m3に１検体程度実施 

・ タンクリーチング試験…環境庁告示第46号溶出試験で溶出量が最      

                                       大値を示した箇所の１試料で実施 

   2)改良土量が 1,000m3以上 5,000m3未満の工事 

 ・環境庁告示 46 号溶出試験…１工事につき３検体程度実施 

     3)改良土量が 1,000m3未満の工事 

         ・環境庁告示 46 号溶出試験…１工事につき１検体程度実施 

 

（施工後…深層混合処理工法、薬液注入工法、地中連続土留工など） 

    1)改良体が 500 本以上の工事 

・環境庁告示 46 号溶出試験 

      …ﾎ゙ ﾘーﾝｸ゙ 本数（3本＋改良体が500本以上につき250本を増えるご 

            とに1本）×上中下（計3検体）＝合計検体数を目安 

・タンクリーチング試験 

            …環境庁告示46号溶出試験で溶出量が最大値を示した箇所の１試           

                      料で実施 

   2)改良体が 500 本未満の工事 

 ・環境庁告示 46 号溶出試験 

                …ﾎ゙ ﾘーﾝｸ゙ 本数（3本）×上中下（計3検体）＝合計9検体程度 

 

（３）六価クロム溶出試験等の積算 

     六価クロム溶出試験費及びタンクリーチング試験費につい 

   ては、共通仮設費の技術管理費に「六価クロム溶出試験費」と 

   して計上すること。なお、各試験費用については、以下のとお 

り価格設定している。 

（管理費区分を９に設定すること） 

・ タンクリーチング試験    

・ 環境庁告示 46 号溶出試験   

 （単価使用にあたっての留意事項）  

① 試験費用は、技術管理費に計上する。 

② 試験費用は、諸経費込みの価格であるため、すべての間接費の対

象としない。 

③ 上記試験は、「ﾌﾚｰﾑ原子吸光法・ICP 発光分析法・ｼﾞﾌｪﾆｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ

吸光光度法」の試験方法を問わず価格が適用できる。 

④ 試験費用は、前処理を含んでいる。前処理とは 

・ 46 号試験では「土塊・団粒を粉砕した後、非金属製の 2mm 目のふ

るいを通過させて得た土壌を十分混合し検液を作成するまで」 

・ ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験では「塊状にｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞした資料（できるだけ乱れの
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章 節 項  目 運             用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

営 繕 費 
 
 

少ない試料）を容器密閉後20℃恒温室内に静置，水浸後28日後 

溶媒水を採取するまで」を示す。 

 ⑤試料採取費用は，表層改良のように直接採取できるものは共通仮

設率に含む。ボーリング等により試料採取する場合は，別途ボー

リング費用を積上げる。 

 ⑥現地から分析業者までの試料の運搬費は，共通仮設費率に含む。 

 

４．公共建設工事における再生コンクリート砂の使用に係る留意事項

について（平成２０年４月１日付け土木総務管理部技術企画課通

知）に伴う六価クロム溶出試験費の計上について 

（１）試験内容 

環境庁告示４６号溶出試験…１工事につき１購入先当り１検体

実施 

（２）試験費の積算 

前項３．（３）六価クロム溶出試験等の積算を適用する。 

 

１．監督員詰所に係る営繕費について 

 （１）監督員詰所について 

   監督員詰所については25m2を標準としているが，当初設計時に

事業の継続性，地理的条件，用地環境等を総合的に判断して，必

要な面積を計上できるものとし，現場説明書に計上面積を明示す

るものとする。 

   ただし，設計変更での計上は行わないものとする。 

 （２）備品について 

   計上できる備品は土木工事標準積算基準書によるほか，現場状

況に見合った備品を計上できるものとし，現場説明書に計上備品

を明示するものとする。 

   また，備品の単価については，角地区のリース単価等により適

正に積算すること。 

   ただし，変更設計での計上は行わないものとする。 

   なお，対象備品を参考までに下記に示す。 

    書籍棚，電子コピー，ワープロ，電話器，テレビ，食器棚，

冷蔵庫，ファクシミリ 等 

    （注）蛍光灯，流し台，ガスコンロは設置・撤去費用に含ま

れているため計上しない。 
 

積 － 1 － 11 
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章 節 項  目 運             用 

営 繕 費 
 
 

２．火薬庫の計上について 

(1) 使用単価及び火薬庫の計上について  

１）１工事の火薬使用量が100ｔ以上となる工事及びダム工事等

において使用する場合の火薬単価は，技術管理課と協議するこ

と。 

  ２）大規模・小規模工事の区分は特別な場合を除き，１工事の発

注規模で行うものとし，設計変更で火薬量に増減が生じた場合

でも原則として区分の変更は行わないものとする。 

 

(2) 火薬品類（火薬・火工品）の単価の考え方  

大規模 小規模   使用量 

 

火薬庫 

の有無 

20ｔ以上 

（100ｔ以下） 

20t未満 

～5ｔ以上 

5ｔ未満 

～1ｔ以上 
1ｔ未満 

火薬庫類 備考 

火薬庫 

（有） 
超大口    

 

火薬庫 

火工品庫 

取扱所 

火工所 

 

 

火薬庫 

（無） 
 大口 中口 小口 

取扱庫 

火工所 

 

1日の火薬使用

量が 25kg以下

の場合は，取扱

所を計上しな

い。 

 

２ 
 
 

２ 
 
 

 電気雷管の価格設定について 

大規模 小規模 使用量 

 

火薬庫 

の有無 
40,000個以上 

10,000以上～ 

40,000個未満 

2,000以上～ 

10,000個未満 

100以上～ 

2,000個未満 

火薬庫 

（有） 
超大口    

火薬庫 

（無）  大口 中口 小口 

積 － 1 － 12 
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章 節 項  目 適                 用 

2 2 現 場 管 理 費 

 

１．国家公務員の寒冷地手当に関する法律に規定される寒冷地手当支給地

域 

四
級
地 

備
考 

 

こ
の
表
に
掲
げ
る
名
称
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
に
お
け
る
名
称
と
し
、 

 
 

 
 

同
表
に
定
め
る
地
域
は
、
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
同
日
に
お
け
る 

 
 

 
 

区
域
を
用
い
て
示
さ
れ
た
地
域
と
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
名
称
の 

 
 

 
 

変
更
又
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
区
域
の
変
更
に
よ
っ
て
影
響
さ 

 
 

 
 

れ
な
い
も
の
と
す
る
。 

鳥
取
県
の
う
ち 

 
 

日
野
郡
の
う
ち
日
野
町
、
江
付
町
及
び
溝
口
町 

島
根
県
の
う
ち 

 
 

飯
石
郡
の
う
ち
頓
原
町 

岡
山
県
の
う
ち 

 
 
 

真
庭
郡
の
う
ち
湯
原
町
、
新
庄
村
、
川
上
村
、
八
束
村
及
び
中
和
村 

 
 
 

苫
田
郡
の
う
ち
上
齋
原
村
及
び
阿
波
村 

 
 

英
田
郡
の
う
ち
西
粟
倉
村 

広
島
県
の
う
ち 

 
 
 

山
県
郡
の
う
ち
芸
北
町 

 
 

比
婆
郡
の
う
ち
高
野
町
及
び
比
和
町 
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章 節 項  目 適                 用 

   ２．無償貸付機械の取扱い 
無償貸付機械評価額を純工事に加額したものを現場管理費対象純工事

費とする。 
無償貸付機械評価額の基礎単価は、稼働状態が標準と異なる場合（③

欄を使用しない場合）には、④と   の合計額とし、稼働状態が標準

の場合（③欄を使用する場合）には⑥欄の額とする。 
なお、無償貸付機械評価額は一般管理費の対象としない 

※③～⑥ ： 無償貸与機械損料算定表より 

 

３．工事現場内の除雪に要する費用について 

  工事現場内の除雪に要する費用については、必要となる場合は別途計

上（実績精算）するものとする。なお、計上にあたっては、当該工事の

進捗状況、必要性、工事目的物への品質低下等の影響などを十分に整理

し決定するものとする。 

【積算例】ブルドーザ除雪の場合 

   ブルドーザ運転 ８ｈ × ○○円／ｈ  ＝  ○○円 

   普通作業員   ３人 × ○○円／日  ＝  ○○円 

※機械運転時間、作業員の実績は、主任監督員が確認するものとする。 

⑤欄
 ｔ 
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章 節 項  目 運             用 

３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工場製作関係 
工種の材料費 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工場製作関係工種の対象となる項目については，材料費（製作費含

む）として積算する。  

また，工場製作関係工種は，下記による 

 

１．工場製作関係工種 

工場製作関係工種 対象となる項目 

オープンケーソン工 刃口金物製作加工 

ニューマチックケーソン工 刃口金物製作加工 

床版補強工（鋼板接着工法） 鋼板製作 

床版補強工（増桁架設工法） 桁製作 

遮音壁設置工 支柱製作 

ＰＣ橋片持架設工 鋼製型枠製作工 

鋼スノーシェッド工 スノーシェッド製作 

鋼管矢板基礎工 コネクター、導枠製作 

鋼板巻立工（エポキシ樹脂構造） 鋼板製作工 

鋼板巻立工（無収縮モルタル構造） 鋼板製作工 

桁連結工 桁連結装置製作 

特殊な構造・仕様の場合は，工場製作単価適用の可否について，

主管課に確認すること。 

 

第３章 そ の 他 
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第Ⅱ編 共   通 

章 節 項  目 運                 用 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

土 量 変 化 率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機 械 土 工 

土量の変化率について 

標準積算基準書の土量変化率を標準とするが、土質試験或いは現場実

績により数値の明確なものは、その値を用いるものとする。 

施工途中において上記の変化率に変化があり設計を変更するのが適当

と認められる場合は、適正な資料により改定することが出来る。 

転石、玉石混り土砂の変化率の決定にあたっては、転石Ｃ＝1.0 とし

て平均変化率を算定するものとする。 

岩砕と土砂を流用する工事にあっては変化率の補正を行うものとす

る。 

 

１．ブルドーザ作業のマスカーブについて 

ブルドーザ作業歩掛は運搬距離が６０ｍ以下の場合は、全て一律と

して設定しているためブルドーザのマスカーブによる距離算出は不

要である。 

 

２．ブルドーザの作業能力について 

日あたり施工量は、転圧を伴わない敷均しを含んだ作業にも適用出

来るが、転圧を伴う場合は、別途敷均し締固めを計上すること。 

 

３．数量算出要領の土工に対する運用 

(1) 自立式土留工の床掘適用歩掛 

 

 

 

 

 

（注）１．土留工の規模等によりＡ領域でバックホウが使用出 

              来ない場合は、別途区分し、クラムシェル（ﾃﾚｽｺ）を 

              適用する。 

(2) 切梁式土留工の床掘適用歩掛 

 

 

 

 

 

 

   

   （注）１．土留工の規模等によりＡ，Ｂ領域でバックホウが使用  

            出来ない場合は、別途区分し、クラムシェル（ﾃﾚｽｺ）を 

      適用する。 

区 分 掘 削 機 械 現 場 条 件 補 助 労 務 

Ａ領域 バ ッ ク ホ ウ       障 害 な し        自 立 式      

ｸﾗﾑｼｪﾙ（ﾃﾚｽｺ） 障 害 な し        自 立 式      

Ｂ領域 ｸﾗﾑｼｪﾙ（ﾃﾚｽｺ） 

+小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 
障 害 有 り        自 立 式      

 

区 分 掘 削 機 械 現 場 条 件 補 助 労 務 

Ａ領域 バ ッ ク ホ ウ       障 害 な し        自 立 式      

Ｂ領域 バ ッ ク ホ ウ       障 害 有 り        切梁腹起方式

Ｃ領域 ｸﾗﾑｼｪﾙ（ﾃﾚｽｺ） 

+小型バックホウ 

障 害 有 り        切梁腹起方式

Ｄ領域
ｸﾗﾑｼｪﾙ（油圧ﾛｰﾌﾟ）

+小型バックホウ 
障 害 有 り        切梁腹起方式
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章 節 項  目 運                 用 

   ４．床掘について 

１）床掘勾配について 

床掘勾配については、数量算出要領によるが、現地の状況等によ

り、標準によりがたい場合は、労働安全衛生規則等検討し決定する

こと。特に切土部に設けるブロック積み、もたれ擁壁等については、

山の状態をよく把握し決定すること。 

２）床掘余裕幅について 

床掘余裕幅については、数量算出要領による。 

３）床掘（溝掘）の機種選定 

   バックホウ（山積 1.4ｍ３（平積 1.0ｍ３））  ……掘削積込と同時施工（施工基面 

                               より上（数量算出要領「Ｂ´」 

                  部））となる場合で対象土量が 

                  50,000ｍ３以上となる場合 

   バックホウ（山積 0.8ｍ３（平積 0.6ｍ３）） ……標準 

バックホウ（山積 0.45m3（平積 0.35m3））……平均掘削巾が１ｍ以上２ｍ未満の

場合                            

   Ｗ１ ＋Ｗ２          

                        （１ｍ≦        ＜２ｍ 

                               ２                     

                                                            

バックホウ（山積 0.28m3（平積 0.2m3））……平均掘削巾が１ｍ未満の場合       

                         Ｗ１ ＋Ｗ２                  

                     （       ＜１ｍ） 

                               ２                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．置換工法について（路床置換は除く） 

ａ）購入砂を使用する場合の材料割増は 23％、クラッシャーランは

20％を標準とする。 

ｂ）敷均し、締固めについては路床、路体の形態及び現場の実態に応

じた方法とする。 

 

掘削上幅Ｗ1

バックホウ 

下幅Ｗ2
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章 節 項  目 運                 用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６．ダンプトラックの運搬作業について 

運搬日数におけるＤＩＤ区間有・無の適用区分については、ＤＩＤ

区間を通っていれば、ＤＩＤ区間延長の大小にかかわらず「ＤＩＤ区

間有」を適用する。 

 

７．埋戻しについて 

１）構造物の埋戻しにセレクト材としてクラッシャーランを使用する

場合の材料割増は 20％を標準とする。 

２）河川内の工事で低水路部分（護岸、橋脚等）の埋戻しのうち締固

めは原則として計上しないものとする。 

この場合は特記仕様書に明記すること。 

 

８．基面整正について 

床堀（作業土工）補助労務のうち基面整正の必要な場合とは、機械

による床堀（小規模土工を除く土砂堀削）を行った場合とする。 

 

９．機械土工（岩石）について 

１）リッパ掘削及び火薬併用リッパ掘削を適用する場合の土運搬作業の考え方

 リッパ掘削押土には、３０ｍ以下の押土（集積押土）作業が含ま

れているが、これは岩掘削（リッピング作業）後の集積押土である

ため、運搬作業については別途計上すること。（平均運搬距離が６

０ｍ以下は｢ブルドーザによる運搬｣、６０ｍを超える場合は｢ダン

プトラックによる運搬｣を標準とする。） 
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章 節 項  目 運             用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２） 

 (1) 岩盤床掘の場合における床掘深さの床掘線と岩盤線の交わる

点における最小直高を，軟岩(Ⅱ)，硬岩については30cm，軟岩

(Ⅰ)については50cmとする。  

    但し，洗掘あるいは岩盤亀裂目の方向等により必要に応じて

適宜考慮すること。又岩盤床掘の幅は，築石，積ブロックの控

長，又は構造物の最低部の幅に，築石，積ブロックの場合は10cm

程度，擁壁工の場合は型枠据付最小限のスペースとして30cm程

度加えたものを基準とすること。 

 

岩盤切付 

 岩盤切付の基礎は下図とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工  種 岩 質 Ｂ（ｍ） ｔ（ｍ） 切付勾配 
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 

（Ｎ／mm2 ） 

軟 岩(Ⅰ) 0.1 0.5 1:0.3 σck=18N/mm2 

積ブロック 

軟岩(Ⅱ)以上 0.1 0.3 1:0.2 σck=18N/mm2 

軟 岩(Ⅰ) 0.3 0.5 1:0.3 σck=18N/mm2 
コンクリート 

擁    壁 

軟岩(Ⅱ)以上 0.3 0.3 1:0.2 σck=18N/mm2 

 

 

埋戻コンクリート 
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章 節 項  目 運             用 

2 
 
 
 
 
２ 
 
 
 
 
 
 
 
２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 

5 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 

場所内擁壁工 
（構造物単位） 

 
 
 

排水構造物工 
 
 
 
 
 
 
 

軟弱地盤処理工 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

骨 材 再 生 工 
（ 自 走 式 ） 

設計本体コンクリート数量に含まれない付属物の積算 

① コンクリート  第Ⅱ編第４章1）コンクリート工による。 

② 型枠      第Ⅱ編第４章2）型枠工による。 

③ その他     その他必要に応じ基準書により積上げる。 

 

芝台ブロック設置工 

 芝台ブロック据付歩掛表（１ｍ当り）        S0662 

名  称 規  格 普通作業員 

芝台ブロック 
H=0.5ｍ，L=0.6ｍ 

H=0.6ｍ，L=0.6ｍ 0.06人 

注）歩掛には，２０ｍ程度の小運搬は含まれている。 

 

 

高圧噴射攪拌工，薬液注入工，スラリー攪拌工における各工法の特

許料の計上は以下とする。  

なお、当初設計書で工法指定しない場合は，条件明示を行い，特許

料を計上せず，変更設計で対応するものとする。  

※変更設計で対応する場合とは，現場条件等により特許使用料を必要

とする工法でのみ施工可能と判断された場合をいう。   

 

（特記仕様書記載例）   

本○○（スラリー攪拌等）工法における特許料は計上していないが，

特許料が必要となった場合は監督職員と協議するものとし，変更契約

の対象とする。 

 

 

工事等で発生したコンクリート殻を破砕し，骨材再生として再利用

する場合に適用する。「建設副産物適正処理推進要綱」に基づき，適

切に取り扱うものとする。  

骨材の品質確認のため，修正ＣＢＲ試験・骨材のふるい分け試験・

粗骨材のすり減り試験等を行う場合は，仕様書に試験項目及び試験基

準を明記し、その試験費用を技術管理費に計上すること。 

 

積 － 2 － 11 
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章 節 項 ⽬ 運 ⽤ 

2 
 
 
 
 
 
３ 

27 
 
 
 
 
 
１ 

函 渠 ⼯
（構造物単位）
 
 
 
 
基 礎 ⼯

（ 杭 打 基 礎 ）
 
 
 
 
鋼 管 杭
 
 
 
 
 
 

設計本体コンクリート数量に含まれない付属物の積算 
①コンクリート 第Ⅱ編第４章1)コンクリート⼯による 
②型枠 第Ⅱ編第４章2)型枠⼯による 
③その他 その他必要に応じ基準書により積上げる 
 
 

１）試験杭の⻑さは「設計⻑＋１〜２ｍ」とする。 ただし、「＋１〜２
ｍ」分については材料費のみ計上し打設費は計上しない。 

２）輸送回数は⼯程、施⼯条件及び現場条件等勘案して必要回数計上出
来る。 

３）杭打後、図⽰された柱状図と⼤幅に差異を⽣じた場合には、積算と
の関連もあるので良く検討し設計変更にあたること。 

 
（参考資料） 積算 
 

１）設計積算上使⽤する鋼管杭の仕様については、⽇本⼯業規格鋼管ぐい（ＪＩＳ Ａ 5525） 
によるものとする。 

なお、この規格において、鋼ぐいの⼨法は、ミリラウンド⼨法及びインチ系列のミリ換算 
⼨法の両系列のものがあるが、ミリラウンド⼨法の規格があるものは、ミリラウンド⼨法を 
⽤いるものとする。 

また、打撃⼯法に⽤いる鋼管杭の板厚については JIS 規格を基に下表の範囲から決定する
ことを標準としているが、その場合、板厚の決定は１mm 単位で⾏うこととして運⽤されたい。 

施⼯時に杭体に偏打等による座屈が⽣じるおそれのない中掘り杭⼯法に⽤いる鋼管杭の板 
厚は、鋼管の取扱い性や運搬性などを考慮し、ｔ/Ｄ（板厚と鋼管径の⽐）が１％以上かつ９
mm 以上とする。 

但し、板厚９、12、14、16、19、22、25mm 以外の中間サイズについては、⼯事発注規模を
各板厚毎に総重量が 50t 以上を想定しているので、これにより難い場合は別途道路⼯事課に 
連絡すること。 

道路橋⽰⽅書Ⅳ下部構造編 12.11.4 

表－解 12.11.1 

打撃⼯法に⽤いる鋼管杭の径 と板厚の範囲  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）基準⻑さは試験杭の結果より決定する。 

３）変更設計では杭⻑は⼩数以下１位とする。 
４）切断された鋼管杭はスクラップ扱いとし、杭１本当り単価表でスクラップを計上してよい。 
ただし、当初設計での杭⻑は 0.5ｍ単位としスクラップは計上しない。 

５）不等厚管は⼯場溶接するものとしその施⼯費は物価資料の不等溶接エキストラを計上する。 
６）⼨法（外径・⾁厚・⻑さ）エキストラが必要な鋼管杭は物価資料の⼨法エキストラを計上 

する。 
７）必要により、地域別エキストラを計上する。 
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章 節 項  目 運                 用 

４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ コンクリート

   

   

生コンクリート 

１．設計基準強度に対する呼び強度表 

設計基準強度に対する生コンクリート使用の場合の呼び強度及び使

用箇所は下表を標準とする。 

※なお、下記は設計基準であるが積算に必要なものとして掲載しているも

のである。 

呼 び強度     設計基

準強度 

N/㎜２ 
(㎏/㎝２) 

許 容 

応力度 

N/㎜２ 
(㎏/㎝２) 

標準品 特注品

粗骨材 
最 大 
寸 法 
( ㎜ ) 

スラ 
ンプ 

( ㎝ ) 

水セメ
ント比

(％以下)

単位セメント量

(㎏／ｍ３以上)

空 気 量

（％） 

セメン
ト の

種 類

使  用  箇  所 

18 

(180) 
－ 

18 
(180) － 40 8 60 － 4.5±1.5 高炉Ｂ

○重力式、半重力式の擁壁・橋台・橋
脚・胸壁 

○ブロック擁壁の胴込、裏込、基礎 

○管渠 

○防音壁の基礎（但し無筋構造） 
○側溝、桝 

○法枠中埋、法張コンクリート 

○根固ブロック 

○均しコンクリート 
○海岸構造物及び消波ブロック 

○その他無筋構造物 

○トンネル（ＮＡＴＭ・インバート）

18 

(180) 
－ 

18 

(180) 
－ 

20 
又は 

25 

18 60 － 4.5±1.5 高炉Ｂ ○潜函基礎の底版 

18 

(180) 
－ 

18 

(180) 
－ 40 5 60 － 4.5±1.5 高炉Ｂ ○砂防ダム 

18 
(180) 

－ 
18 

(180) － 40 15 60 270 4.5±1.5 高炉Ｂ ○トンネル（ＮＡＴＭ・覆工ＣＯ） 

24 

(240) 

24 
３ 

240 

３ 

24 

(240) 
－ 

20 

又は 
25 

15 55 － 4.5±1.5 高炉Ｂ
トンネル、アーチカルバート等の吹上

施工部（但し鉄筋構造） 
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（注） １）橋台翼壁の呼び強度は１橋台当り 10ｍ３以下の場合は本体（重力式、Ｌ型等） 

  と同一の強度としてよい。  

２）セメントの種類は、普通：普通ポルトランドセメント、高炉Ｂ：高炉セメント 

  Ｂ種、早強：早強ポルトランドセメント 

３）橋梁下部工、基礎工、函渠及びＬ型、逆Ｔ型、扶壁式擁壁、その他鉄筋構造物 

に使用するコンクリートは、設計基準強度に見合った呼び強度を選定する。 

４）深礎杭の許容応力度は    × ×0.9 とする。 

５）呼び強度の（ ）書きは、旧単位 

 

 

呼 び強度     設計基

準強度 

N/㎜２ 

(㎏/㎝２) 

許 容 

応力度 

N/㎜２ 

(㎏/㎝２) 
標準品 特注品

粗骨材 
最 大 
寸 法 
( ㎜ ) 

スラ 

ンプ 

( ㎝ ) 

水セメ

ント比

(％以下)

単位セメント量

(㎏／ｍ３以上)

空 気 量 

（％） 

セメ ン

ト の

種 類

使  用  箇  所 

24 

(240) 

 

 

24 

３ 

240 

３ 

24 

(240) 
－ 

20 

又は 

25 

8 55 － 4.5±1.5 高炉Ｂ

○橋台、橋脚（鉄筋構造物） 

○深礎杭 

○擁壁（鉄筋構造物） 

○函渠、共同溝 

○ 樋門、樋管、サイホン 

○ 地覆、壁高欄 

○ その他鉄筋構造物 

24 

(240) 

24 

３ 

240 

３ 

－ 
30 

(300)

20 

又は 

25 

15 55 350 4.5±1.5 高炉Ｂ

○場所打杭（リバース、ベノト、アースド

リル） 

○ 井筒基礎の底版 

 

24 

（240) 

 

  24 

   3 

240 

 3 

24 

(240) 
－ 

  20 

 又は 

  25 

8 55 － 4.5±1.5 早 強 ○井筒、潜函基礎（注）３） 

24 

(240) 

24 

３ 

240 

３ 

24 
(240) － 

20 

又は 

25 

8 55 230 4.5±1.5 普 通

○プレテンション軽荷重スラブ橋桁（ＪＩ

ＳＡ5373－2004）の中埋部 

○非合成桁床版 

○ＲＣのスラブ桁、ホロー桁 

早 強

○プレテンション桁橋桁（ＪＩＳＡ5373－

2004）ポストテンション桁の各床版、横

桁 30 

(300) 

30 

３ 

300 

３ 

30 
(300) － 

20 

又は 

25 

8 55 300 4.5±1.5

普 通
○プレテンションスラブ橋桁（ＪＩＳＡ

5373－2004）の中埋部 

36 

(360) 

36 

３ 

360 

３ 

36 

(360) 
－ 

20 

又は 

25 

8 55 300 4.5±1.5 早 強 ○場所打ポステン桁（固定支保工架設）

40 

(400) 

40 

３ 

400 

３ 

40 

(400) 
－ 

20 

又は 

25 

8 55 300 4.5±1.5 早 強

○ポストテンション桁の主桁 

○ポストテンションブロック桁 

○場所打ポステン桁（張出架設） 

 240
 ３
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４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

コンクリート工

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮 設 工

 

１．コンクリート工の適用範囲 

擁壁・函渠・橋台・橋脚・共同溝の各構造物のコンクリート打設は各

構造物単位歩掛によるものとし、本コンクリート工は適用出来ない。 

 

２．コンクリートの打設工法の選定 

無筋・鉄筋構造物のコンクリートの打設区分は、打設地上高さ、日 

打設量等により選定するが、打設地上高さ２ｍ以下の日打設と打設区分

の決定は次によるものとする。 

１） 日打設量は、構造物の高さの方向については１ロットの高さ（最

大高さ５ｍ程度とする）とし、水平方向については、伸縮目地の 

２スパン（２０ｍ程度）として計算し決定する。 

２） 但し、一工事内に構造物が多数ある場合には現場条件等を考慮し

てポンプ打設を選択する。（注１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 仮設材（仮排水路）の選定については、現場条件（荷重条件等）によ

るとともに、可能な管材による経済比較により決定するものである

が、仮設材（仮排水路）の損料率については、当面の間下記によるも

のとする。 

１） 鋼製品（コルゲートパイプ等）については土木工事標準積算基準

書Ⅱ編第５章①仮設工における「鋼材」を参考とする。 

 

①が１0ｍ３以下の場合は人力打設

（但し、（注１）を考慮する） 
１0ｍ３をこえる場合はポンプ打設

②・③はポンプ打設 

①が１0ｍ３以下の場合は人力打設

（但し、（注１）を考慮する） 
１0ｍ３を超える場合はポンプ打設 

①
①

② ②

③ ③

２
m

２
m

５
m

５
m
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（参考資料） 
寒中コンクリートの取り扱いについて 
 
１ 指定方法 
 広島県土木工事共通仕様書及びコンクリート標準示方書では，「日平均気温が

４℃以下になることが予想されるときは，寒中コンクリートとしての施工を行わな

ければならない。」とされている。本県では上記の気象条件となることが予想され

る期間と地域を独自に定め，適用期間及び適用地域を設定している。よって，適用

地域で適用期間に施工する対象工事については原則として寒中コンクリートとし

ての施工を行うこととし，請負者への周知は，特記仕様書や工事打合せ簿等により

養生方法等を指定する。 
 なお，広島県土木工事共通仕様書に寒中コンクリートの適用が規定されているた

め，適用地域及び適用期間以外の施工についても気象条件が該当となる場合は適用

することとする。 
 
【特記仕様書等の記載例】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 打設数量の確認 
 特記仕様書等の指示により，受注者より提出された打設図等の数量確認資料によ

って打設数量の確認を行うこと。 
 
３ 設計変更 
 ○既発注工事 
   工事打合せ簿等により指示し，受注者より提出された打設数量確認資料を審

査し変更すること。 
 ○今後発注する工事 
   当初設計書で特記仕様書により明記し，適用地域で適用期間に施工が想定さ

れるコンクリート構造物については「特殊養生工」を計上すること。設計変更

は，受注者より提出された打設数量確認資料を審査し処理すること。 

 当該工事における次の対象構造物は寒中コンクリートとして施工し，次のと

おり取り扱うこと。 
 
１ 対象構造物 
   平成○○年１２月１日から平成○○年２月２８日又は２９日までの期間

に施工するコンクリート構造物。 
   ただし，ダムコンクリート（砂防ダムを除く），トンネル坑内，場所打ち

コンクリート杭，均しコンクリートは除く。 
 
２ 養生方法 
   養生方法は給熱養生を標準とし，詳細については監督員と協議すること。

 
３ 打設数量の確認 
   対象構造物のコンクリート打設数量については，打設図等の数量確認資

料を作成し監督員へ提出すること。 
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 別 表 
 

対 象 地 域 表 
 

建設事務所（支所）名 対 象 地 域 

西部建設事務所  広島市佐伯区湯来町 
 安芸高田市 

西部建設事務所呉支所  対象地域なし 

西部建設事務所廿日市支所 
廿日市市 玖島，永原，峠，友田，河津原，

渡瀬，津田，浅原，虫所山，飯山，中道，

栗栖，吉和 

西部建設事務所安芸太田支所  管内全域 

西部建設事務所東広島支所  対象地域なし 

東部建設事務所  府中市上下町 
 神石郡神石高原町 

東部建設事務所三原支所  世羅郡世羅町 

北部建設事務所  管内全域 

北部建設事務所庄原支所  管内全域 

広島港湾振興事務所  対象地域なし 

広島西飛行場事務所  対象地域なし 
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章 節 項  目 運             用 

   ３．Ｈ形鋼及び鋼矢板の賃料について  

Ｈ形鋼の賃料について、仮締切の腹起し切梁及び仮橋に用いる主

桁、横桁等は物価資料の鋼製山留材賃料とする。その他の仮設に用

いるＨ形鋼はＨ形鋼賃料とする。また、修理費及び損耗費について

は、建設用仮設材賃料積算基準による。 

４．Ｈ型鋼及び鋼矢板の標準長外の賃料について  

Ｈ型鋼及び鋼矢板の標準長外（スクラップ長未満を含む）を使用

する場合は、市場の流通状況を確認の上、賃料か購入かを決定する

こと。 

ただし、橋梁補修工事等で上空制限がある場合において、撤去時

の矢板長がスクラップ長未満となる場合は、賃料ではなく全損（市

中価格×80％）とする。  

５．鋼矢板、仮橋、防護柵等仮設物件を撤去しないで次の工事に継続

使用する場合の取扱い。  

１）年度を越えて仮設物を継続使用するような計画はできるだけさ

ける。 

２）やむを得ず仮設物を継続使用する場合は次による。  

（イ）撤去費用は別途契約工事（仮設物を継続使用する工事）に

計上する。  

（ロ）「修理費および損耗費」は別途契約工事に計上する。  

（ハ）別途契約工事の賃料は、当該工事（仮設物を設置した工事）

の契約時点のものとし、撤去歩掛は別途契約工事の契約時

点のものとする。  

３）空白期間ができないよう配慮するものとするが、もし空白期

間ができる場合は、当該期間について貸借契約を締結するこ

と。 

６．供用日当たりで計上する仮設材賃料・器材損料及び建設機械賃料

等の積算 

  供用日当たりで計上する仮設材賃料・器材損料及び建設機械賃料

等の積算に当たっては，下記によるものとする。 

 

 

 

  実作業に対する割合係数（α）（供用日数算定用＝４週８休） 

   割増係数＝１．７ 

   なお，雨天，４週における４回の土曜，日曜，祝日,夏季休暇，

年末･年始休暇及び恒例の休日等に降る雨の降雨率は考慮してあ

る。 

 

下水道工事で雨天を考慮しない場合 

 

シールド・推進工事等は，下記によるものとする。 

  割増係数＝１．５ 

 

（都市局 都市環境課提供試料） 

 

積 － 2 － 23 

供用日数＝実作業日数×実作業に対する割合係数（α）
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章 節 項  目 運                 用 

５ １ 仮 設 工 

(土工用防護柵) 

土工用防護柵 

１． 取扱い 

 以下は参考事例として掲載しているもので、適用に当たっては必ず

現地状況を考慮し、安全性の確認を行うこと。 

２． 適用 

１） 土工用防護柵（Ａタイプ・Ｂタイプ）は土工作業等で第三者 

への被害を防止する必要がある場合で現場条件により適用を区   

分する。 

    ・防護柵（Ａタイプ） 

   家屋、現道、鉄道等に対する落石及び飛石等を防ぐ場合で、   

   Ｈ＝１０ｍ以下の場合に適用する。（Ｈ鋼間隔３ｍ） 

  ・防護柵（Ｂタイプ） 

   現道拡幅等で車線確保が必要で現場条件により土留を兼用する 

   必要がある場合に適用する。（Ｈ鋼間隔１．５ｍ） 

２）構造については、目的・現地状況により設計計算を行うこと。

また、異常気象（台風等）にはシートをはずす等の対策をすること。

なお、安全のためステー（アンカー）を取るのが良い。 

３． 積算 

１） 土工用防護柵の設置撤去歩掛及び土留板、金網、シートの材  

料費は、土木工事標準積算基準書第Ⅱ編第５章仮設工⑯－１切  

土（発破）防護工によるものとする。 

２） 土工、基礎工は別途計上すること。 

各タイプの防護柵は下記を参考とする。 
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章 節 項  目 運                 用 

   ・ Ａタイプ（参考） 

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

                         （90ｍ２当り）

 

 

 

 

 

 

（注）１）Ｈ形鋼の賃料はＨ－200 型を準用し、修理費は軽作業とする。   

   ２）杭材の材料コードは設置期間の区分により以下のコードを使用すること。  

        なお、単価はｍ２当たりで設定しているので、独自単価表で 90ｍ２当りとし 

       て積算する場合の数量は「90」を入力すること。 

   

    杭材材料コード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称 単位 規　　　　　　　格 数 量 摘   要 施工歩掛ｺｰﾄﾞ

Ｈ形鋼 本 100×100×6×8 　   ｌ＝11ｍ 3 杭　  用 WB251760（注）1)

〃 松丸太末口15ｃｍ　  ｌ＝3.0ｍ （３） 支保杭用

杭材 〃 松丸太末口10ｃｍ　  ｌ＝3.0ｍ （３） 支保杭用 （注）2)

〃 足場丸太末口4.5ｃｍ ｌ＝9.0ｍ （６） 横 桁 用

金網 ｍ
２

菱形4ｍｍ×50ｍｍ目 90.0 WB253330

シート 〃 2.7ｍ×3.6ｍ×0.5ｍｍ 90.0 WB253340

設置期間 単位 材料コード

１ヶ月未満 ｍ
２

A7155001

３ヶ月未満 ｍ
２

A7155002

６ヶ月未満 ｍ
２

A7155003

１年未満 ｍ
２

A7155004

２年未満 ｍ
２

A7155005

３年未満 ｍ
２

A7155006
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   ・ Ｂタイプ（参考） 

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［別図］支柱詳細図（防護柵Ｂ型）
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章 節 項  目 運                 用 

                              （60ｍ２当り）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）  １）Ｈ形鋼の賃料はＨ－200 型を準用し、修理費は軽作業とする。  

        ２）鋼板・杭材の材料コードは設置期間の区分により以下のコードを使用す 

      ること。なお、単価はｍ２当たりで設定しているので独自単価表で 60ｍ２ 

        当りとして積算する場合の数量は「60」を入力すること。 

    鋼板・杭材材料コード 

 

 

 

 

 

   ３）Ｂタイプの支柱詳細図については別図を参考とする。なお、構造を別 

     図の詳細図とした場合は、支柱１本当りについて製作加工費（材料コード  

         A7156007）を加算する。この構造によらない場合は別途考慮すること。    

名 称 単位 規　　　　　格 数 量 摘  要 施工歩掛ｺー ﾄﾞ

Ｈ形鋼 本 150×150×7×10  ｌ＝11ｍ 4 杭　　用 WB251760(注)1)

〃 150×150×7×10  ｌ＝2ｍ 4 支保杭用 WB251760(注)1)

鋼板 ｔ （420×150×9）×4枚 （0.035）

〃 （250×250×9）×4枚 (注)2)

杭材 本 足場丸太末口4.5ｃｍ ｌ＝6.0ｍ （４） 横桁用

矢板 ｍ２ 松板　厚3.6ｃｍ 12.0 （ 0.43ｍ３）WB253320

（板） 〃 松板　厚6.0ｃｍ 18.0 （ 1.08ｍ３）WB253320

金網 〃 菱形4ｍｍ×50ｍｍ目 30.0 WB253330

シート 〃 2.7ｍ×3.6ｍ×0.5ｍｍ 30.0 WB253340

製作加工費 本 4 支保杭 (注)3)

設置期間 単位 材料コード

１ヶ月未満 ｍ２ A7156001

３ヶ月未満 ｍ２ A7156002

６ヶ月未満 ｍ２ A7156003

１年未満 ｍ２ A7156004

２年未満 ｍ
２

A7156005

３年未満 ｍ
２

A7156006
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章 節 項  目 運                 用 

５ １ 仮 設 工 
（仮道・仮橋） 

仮道・仮橋 
１．仮道（迂回路・工事用道路） 

工事施工に伴って必要となる工事用道路、迂回路等については、
これに要する費用を計上する。 

 (1) 設計基準 
Ａ）現道交通を通す場合（迂回路） 

現道交通を確保する場合は、道路管理者及び交通管理者と協
議のうえ必要に応じた幅員、構造とするがその他の場合は原則
として下記のとおりとする。 

 
１）構 造 

 迂回路の舗装構成は以下によるものとする。 
 

       仮設迂回路の舗装構成 －抜粋－ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 注）１．供用期間が３年をこえる場合、現地の状況により設計 
    ＣＢＲが上記の値を確保できない場合、凍結融解の影響
    を受ける場合等は、別途考慮する。 
   ２．下層路盤ｔ＝１０ｃｍは、ＲＣ－３０を使用するものと
    し、ｔ＝１５ｃｍ以上は、ＲＣ－４０を使用する。 

※なお、上記は設計基準であるが積算に必要なものとして掲載
している。 

 
 ２）維 持 
   工事期間中の維持については、必要に応じ現道補修と同
  様に計上する。  

  
 
  Ｂ）工事用道路として使用する場合 
 
  １）幅員、構成 
    仮設計画ガイドラインによる。 
    なお、現場状況等により、上記によりがたい場合は、必 
   要に応じた幅員、構造とする。 
 
  ２）その他 
    掘削土、材料等の運搬のため堤防上の補修を義務付ける
   場合には、特記仕様書等に明記することとし、補修材料の 
   種類・数量等も記載する。 

交通区分 設計CBR 供用期間 表　　層 上層路盤 下層路盤

（再生粗粒度As) （再生Aｓ安定処理） （RC-30,40)

N4 8以上 ～3年間 5cm － 10cm

N5 8以上 ～3年間 5cm － 20cm

～3ヶ月 5cm 5cm 10cm

～3年間 5cm 5cm 20cm

～3ヶ月 5cm － 20cm

～3年間 5cm 5cm 15cm

～3ヶ月 5cm 5cm 15cm

～3年間 5cm 5cm 25cm
N7

N6

12以上

12以上

8以上
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   ２．仮橋・仮桟橋 

仮橋・仮桟橋に使用する材料の損料等は、市場性を考慮し以下に

より算出するものとする。 

(1) 下 部 工     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 物価資料とは、建設物価及び積算資料をいい、賃料算定にあ

たっては、両物価資料の平均とする。 

 

(2) 上 部 工     

１）定 義 

標準歩掛の適用上の定義は次による。 

仮 橋 

橋の架替時に代替として架ける橋、あるいは工事用車両な

どを通行させるために架ける橋などを言う。 

作業構台 

作業構台は、水上あるいは水中等での工事のために、陸か

らのアプローチとして、作業員や工事用機械、材料等の運搬

及び船舶の接岸や係留などのために設けられたり、工事用作

業足場及び資材置場等として利用されるものをいう。 

種　　　別 材　料　費

Ｈ 杭
賃 料

(物価資料のＨ形鋼賃料)

覆 工 板 受 桁 用 桁 受

（ Ｈ 鋼 ）

〃

(物価資料の鋼製山留材賃料)

横桁受・斜材・杭補強
損料（基準書の仮設費

の 2.1 損率による）
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   ２）上部工の損料 

下記によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 覆工板の供用月数は、0.5 ヶ月単位とする。 

・ Ｈ鋼の供用日数は、基準書、仮設費（鋼矢板の賃料期間の算

定）による。 

・ 物価資料とは、建設物価及び積算資料をいい、賃料算定にあ

たっては、両物価資料の平均とする。 

・ 覆工板受桁については、実情を考慮し生材を標準とする。 

 

(3) 上記(1)、(2)材料費（修理費、損耗費）は建設機械等損料算定

表等による。 

種　　　別 材　料　費

主 桁 （ Ｈ 鋼 ）
賃 料

(物価資料の鋼製山留材賃料)

覆 工 板
賃 料

(物価資料の覆工板賃料)

横 桁 （ Ｈ 鋼 ）
賃 料

(物価資料の鋼製山留材賃料)

添 接 板
損料（基準書の仮設費

の 2.1 損率による）
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５ ２ 鋼 矢 板 
( Ｈ 型 鋼 ) 工 

工事目的物として、鋼矢板、Ｈ型鋼を施工し、設計杭長以内で打ち

止めた場合の取扱いについて鋼矢板・Ｈ型鋼を打込の結果、複雑な地

層による局部的な支持層の変更、および打込中支障物等により打込を

中止せざるを得ない場合等で設計杭長以内で打止めた場合の取扱い

は下記による。 

１）打込費は、実打込長により精算する。 

２）施工杭長と設計杭長との差について、材料費の計上は次のとおり

とする。 

（ａ）施工杭長が設計杭長より短縮した時に、切断した杭長がスク

ラップ長未満の時は、他に転用できないものと考えスクラップ

扱いとし控除する。なお、スクラップ長については、建設物価

及び積算資料の平均とする。 

（ｂ）施工杭長が設計杭長より短縮した時に、切断した杭長がスク

ラップ長以上の時は、他に転用できるものと考え施工杭長で精

算する。 
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５－１０ 水替日数の算出について 
 
１） 水替日数算出の対象となる施工数量は，低水位（ＬＷＬ）＋３０ｃｍ以下の部分とする。 

２） 水替日数算出方法は，対象となる施工数量を標準作業量（水替日数に係る標準作業量）

で除した値の積上げとする。 

 

水替日数の算出【例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）水替日数の合計は端数を切り上げるものとする。 

４）工種毎の標準日あたりの作業量は，「土木工事標準積算基準書」の作業日当たり標準作業量に

よる。 

５）ダム工の場合低体底部より最下段水抜穴の高さまで水替日数算出の対象数量とする。 

  ただし，地形等を考慮し水替対象高を検討すること。 

６）小口止め工 

  小口止め工の標準作業量は，1 箇所当たり１日とする。 

７）当初設計水替日数は，上表に基づき積算する。工事実施に当たっては請負業者に予め施工計

画の提出を求め，水替実態を把握して適正な日数を変更計上するものとする。 

 

積 － 2 － 32 

工     種 水替対象施工数量

Ａ 
標準作業量 

Ｂ 
水替日数 

Ａ／Ｂ＝Ｃ

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 
コンクリート(人力） 

(小型構造物) ８ｍ3 ５ｍ3 １．６日 

 型枠 
(小型構造物) ３５㎡ １５㎡ ２．３日 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 

 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 
(150kg/個未満) １３０㎡ １１㎡ １１．８日

合計    １５．７日

水替日数  １６日 
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架樋工 

 

架樋は高密度ポリエチレン管（内面波状管 呼径 300mm）を標準とする。 

 

損料（円）＝購入価格×損料率 

損料率表 

供用日数 ３ヶ月未満 ３～６ヶ月未満 ６～１２ヶ月未満 

損料率 ０．２ ０．３ ０．４５ 

損料率は，現場の状況により損耗が甚だしい場合は２０％の範囲内で増やすことができる。 

 

 

据付撤去歩掛（１ｍあたり）               S0816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積 － 2 － 33 

名称 規格 普通作業員 

架樋工 
設置撤去 

内面波状管 
呼径 300mm 0.05 人 
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章 節 項  目 運                 用 

５ 10 締 切 排 水 排水量の算定 

１．適用範囲 

本資料は、仮設工のうち水門、樋門、樋管、橋台、橋脚、護岸、

砂防ダムなどの水中締切、地中締切の排水工事に適用するものと

し、ダム本体工事などの大規模工事の排水工事には適用しない。 

排水量の算定が水理公式などによる算出によらない場合は次式により算出することが

出来る。 

Ｑａ＝ｑ１＋ｑ２＋ｑ３＋ｑ４ （ｍ３／ｈ） 

ただし Ｑａ：時間当り排水量（ｍ３／ｈ） 

ｑ１：土堤または土俵工法の透水量（ｍ３／ｈ） 

ｑ２：水中矢板工法の透水量（ｍ３／ｈ） 

ｑ３：地中矢板工法の透水量（ｍ３／ｈ） 

ｑ４：裏側からの湧水量（ｍ３／ｈ） 

(1) 土堤または土俵 

土堤または土俵による水中締切の場合の時間当り透水量は次式により算出する。 

ｑ１＝        （ｍ３／ｈ） 

ただし 

ｑ１：時間当り透水量（ｍ３／ｈ） 

  ：平均透水長（外水位と内水位

の水平距離）（ｍ） 

ｈ ：水位差（外水位は排水期間中の平均水位、内水位は設計時の最下端時水位）

（ｍ） 

Ｌ ：締切延長（両サイドを含む実延長で目的物の堤防等の部分は除く）（ｍ） 

Ｎ ：透水常数（ｍ／ｈ） 

透水常数は土質により次表を標準とする。 

 

 

 

 

（注）１）土の有効径（土の有効径は掘削最下端部分の土質の粒径加積曲線の 10％に相

当する粒径を言う）と、Ｎ１との関係は次式のとおりである。 

Ｎ１＝96ｄ２・Ｃ 

ただし ｄ：土の有効径（㎜） 

Ｃ：漏水係数 

Ｃ＝1.16（実績より） 

２）Ｎ１は土の有効径による透水常数の中位の値であり、土の有効径が中位の値よ

り著しく異なる場合は土の有効径に応じて増減する。 

３）Ｎ１は締切土の空隙、排水による土粒子の移動などの現場の状況により 20％の

範囲内で増減することが出来る。 

４）不透水層が地表面より相当深い所にある場合 

透水量はｑ１＝    ＋     ＝   （Ｋ＋     ）となる。 

ただし、Ｈ：不透水層までの距離 

Ｋ：透水係数 

本資料では不透水層までの距離に関係なく一括してとりまとめてあるため、透水

常数はＮ１＝Ｋ＋     としている。 

Ｎ１・ｈ２・Ｌ

２・  

土の
有効径(㎜)

透水常数表（Ｎ１）

シ ル ト 砂 粗　砂 礫土質

0.05 以下 0.05～0.25 0.25～1.0 1.0～5.0

Ｎ１ 1.4×10－１ 3.6 5.9×10 1.4×10３

Ｋ・ｈ２

２

Ｋ・Ｈ・ｈ

 
ｈ２

２

２Ｋ・Ｈ

ｈ 

２Ｋ・Ｈ

ｈ 
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章 節 項  目 運                 用 

   (2) 水中矢板 

鋼矢板トレンチシートによる水中締切の場合の透水量は、次式により算出する。 

ｑ２＝Ｎ２×ｈ×Ｌ（ｍ３／ｈ） 

ただし 

ｑ２：時間当り透水量（ｍ３／ｈ） 

ｈ ：水位差（ｍ） 

Ｌ ：締切延長（ｍ） 

Ｎ２：透水常数（ｍ／ｈ） 

透水常数は土質および矢板の 

根入れ深さにより、次表を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１）土の有効径とＮ２との関係は次表のとおりである。 

Ｎ２＝   ×ｄ２×Ｃ 

ただし  ｄ：土の有効径（㎜） 

Ｘ：根入れ深さ（ｈ１＋ｈ２）（ｍ） 

Ｃ：漏水係数 

Ｃ＝1.16（実績より） 

２）Ｎ２は土の有効径による透水常数の中位の値であり土の有効径が中位の値より

著しく異なる場合は土の有効径に応じて増減する。 

３）Ｎ２は空隙率、土粒子の移動など現場の状況により 20％の範囲内で増減するこ

とが出来る。 

４）土俵または土堤と矢板との水中締切の場合を含んでいる。 

５）矢板施工において玉石などが多い場合の付合せ不完全による漏水を含んでい

る。 

 土の有効径(㎜)
根入
れ深さ
(ｈ１＋ｈ２)(ｍ)

透水常数表（Ｎ２）

シ ル ト 砂 粗　砂 礫土質

0.05 以下 0.05～0.25 0.25～1.0 1.0～5.0

４以下 2.3×10－３ 5.8×10－２ 9.3×10－１ 22

７ 〃 5.8×10－４ 1.2×10－２ 2.3×10－１ 5.8

10 〃 2.3×10－４ 5.8×10－３ 9.3×10－２ 2.3

13 〃 1.2×10－４ 2.3×10－３ 4.6×10－２ 1.2

52

Ｘ2.56
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章 節 項  目 運                 用 

   (3) 地中締切 

矢板（木矢板を含む）による地中締切の場合の透水量は次式により算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

ｑ３＝４・Ｋ・ｒ０・ｈ（ｍ３／ｈ） 

ただし  ｑ３：時間当り透水量（ｍ３／ｈ） 

ｒ０：床掘半径  （ｍ） 

∑Ｌ：床掘周長（ｍ） 

ｈ ：水位差（ｍ） 

Ｋ ：透水係数 

透水係数は土質により次表を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

（注）１）土の有効径とＫとの関係は次表のとおりである。 

Ｋ＝12.6ｄ２ 

ただし  ｄ：土の有効径（㎜） 

２）径は土の有効径による透水係数の中位の値であり、土の有効径が中位の値より

著しく異なる場合は土の有効径に応じて増減する。 

３）Ｋは天板の施工状況、土粒子の移動などの現場の状況により 20％の範囲内で

増減することが出来る。 

４）土堤または土俵の中に矢板工のある場合の透水量は本項の算式により算出す

る。 

∑Ｌ

２π

土の有効径(㎜)

透水係数（Ｋ）

シ ル ト 砂 粗　砂 礫土質

0.05 以下 0.05～0.25 0.25～1.0 1.0～5.0

Ｋ 1.6×10－２ 4.1×10－１ 6.7 1.6×10２
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章 節 項  目 運                 用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

仮設電力設備工 

(4) 裏側からの湧水量 

土堤または土俵の締切工法において裏面の堤防などからの湧水量は次式により算出す

る。 

ｑ４＝Ｎ３・ｈ・Ｌ（ｍ３／ｈ） 

ただし  ｑ４：裏側からの時間当り湧水量（ｍ３／ｈ） 

ｈ ：水位差（ｑ１、ｑ２の算定に使用したｈ）（ｍ） 

Ｌ ：目的物の堤防等の延長（ｍ） 

Ｎ３：透水常数（ｍ／ｈ） 

透水常数は土質により次表を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

（注）１）土の有効径とＮ３との関係は次表のとおりである。 

Ｎ３＝2.68ｄ２ 

ただし  ｄ：土の有効径（㎜） 

２）Ｎ３は土の有効径による透水常数の中位の値であり、土の有効径が中位の値よ

り著しく異なる場合は土の有効径に応じて増減する。 

３）次の現場の状況が予想される場合は 20％の範囲内で増すことが出来る。 

(a) 伏流水により通水の危険性がある場合 

(b) 土質により流水にて水道ができると思われる場合 

(c) その他 

 

１．一般供給設備（常時契約の場合）の工事費負担金（役務費に計上） 

低圧または高圧で電気の供給を受ける場合で、新たに電気を

使用し、または契約電力等を増加する場合、これに伴って新た

に施設される配電設備（専用供給設備及び予備供給設備を除

く）の工事こう長が架空の場合で 1,000ｍ、地中の場合で 150

ｍを超えるときには、電気供給約款または電気契約要綱及び電

気最終保証約款（いずれも中国電力(株)）に基づき、その超過

こう長に応じて工事費負担金が発生するため、必要に応じて事

前に配電設備のルート，工法，施工分界点等について打合せを

行うものとする。 

よって、負担金工事が発生した場合は工事費負担金として表

１．１に相当する額を役務費に計上する。 

なお、配電設備の張替えまたは添架を行う場合は、架空配電

設備についてはその工事こう長の 60％、地中配電設備について

はその 20％に相当する値が新たに施設される配電設備の工事

こう長とみなされる。 

 

土の有効径(㎜)

透水常数（Ｎ３）

シ ル ト 砂 粗　砂 礫土質

0.05 以下 0.05～0.25 0.25～1.0 1.0～5.0

Ｎ３ 3.3×10－３ 8.7×10－２ 1.4 3.5×10

工事 - 49



  

章 節 項  目 運                 用 

        表１．１ 工事負担金表 

 

 

 

 

 

 

 

区　分 単　　　位 金　　　額

架空配電設備の場合
超過こう長

　　１ｍにつき
3,200 円

地中配電設備の場合
超過こう長

　　１ｍにつき
25,500 円
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第１章 河川海岸 

章 節 項目 運  用 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

海岸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川，道路事業等の海岸工作物の積算について 

 

 １)海岸工作物での積算において，港湾請負工事積算基準と広島県土木工事積算

基準の使用区分については，工種別に以下のとおりとする。 

 

 

工 種 歩 掛 

捨石工 港湾請負工事積算基準 

コンクリート 広島県土木工事積算基準 

型枠 広島県土木工事積算基準 

鋼矢板・鋼管打込 広島県土木工事積算基準 

天端工・水叩工 港湾請負工事積算基準 

裏込工 港湾請負工事積算基準 

鉄筋加工組立 広島県土木工事積算基準 

土工 広島県土木工事積算基準 

その他 原則，広島県土木工事積算基準 注１ 

 

 

 注１ 広島県土木工事積算基準にないものについては，港湾請負工事積算基準を

使用すること 

 

 注２ 使用区分が不明の場合は，主管課および技術企画課へ協議のこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積 － 3 － 1 
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章 節 項目 運  用 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

海岸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海岸構造物の基礎工・裏込工について 

 

 

 海岸構造物（既設護岸よりおおむね３ｍ程度まで離れたもの）の基礎工・裏込工

については河川，道路の事業を問わず，次の要領で積算する。 

 

 

 (１)港湾請負工事積算基準により積算する。下図を参考とする 

 

 (２)裏込石についての敷均し，かき込み，築立等の手間は計上しない。 

 

 (３)材料の割り増しについても，港湾請負工事積算基準による。 

 

 

※表法覆工の施工にあたっては構造物が自立できる範囲の高さでコンクリー

トの打設を行い，硬化後速やかに裏込石を投入する。 

 

 

 
 

注 （イ）均し精度：ａ±５cm，ｃ±５０cm 

 

  （ロ）基礎捨石，被覆石及び海砂については水中部分（Ｍ，Ｌ，Ｗ，Ｌ，以深）

のみ投入指示を計上する。 

 

  （ハ）投入指示による精度は±７０cm とする 

 

  （ニ）裏込石は捨石（１㎏～７０㎏）又は栗石（５cm～１５cm）とする。 

 

  （ホ）H：構造物設置水深での有義波高 H１／３ 

積 － 3 － 2 

護  岸 
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第Ⅲ編 河  川 

積

章 節 項  目 運                 用 

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

潮 待 ち 作 業 
の 補 正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

潮待ち作業における補正について 

１．適用範囲 

河川工事で工事箇所が朔望平均満潮位以下の箇所にあり、潮待ち

時における作業能率が低下する場合は労務歩掛を補正するものと

し下記を標準とする。 

但し、別途積上げ出来るものについてはこの限りでない。 

 

潮待ち作業割増表           Ｈ．Ｗ．Ｌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）構造物の作業位置がＬＷＬからＨＷＬにまたがる場合は構造物

の重心位置を算定し、割増率を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　Ｌ．Ｗ．Ｌ

構
造
物
の
作
業
位
置 

0 10 20 30 40 50 60％ 割増率 

(ＨＷＬ：朔望平均満潮位) 
(ＬＷＬ：朔望平均干潮位) 

工事 - 55

89637
テキストボックス



第２章 河川維持工 
 かごマット工 （標準タイプ） （SH202001） 
  「土木工事標準積算基準書」（河川編） Ⅲ－2－⑫－１ ⑫かごマット工による 
    かごマット工（多段タイプ） 
     「災害復旧工事の設計要領（社団法人全国防災協会）第Ⅴ編第１章第 10 節かごマット工（多段式）による。 

 
１）突込式 

         （単位：350m2当り） 
名称 規格 単位 数量 適用 

かごマット 多段タイプ m2 350 （注） 

割栗石 50～150 ㎜又は 150～200 ㎜ m2 332  

普通作業員  人 57  

バックホウ運転 排出ガス対策型クローラ型 
山積 0.8 m3（山積 0.6 m3） 時間 16  

吸出し防止材 厚 10 ㎜ m2 600  
   （注）かごマットの面積は正面投影面積当りとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
２）並列式 

         （単位：300m2当り） 
名称 規格 単位 数量 適用 

かごマット 多段タイプ m2 300 （注） 

割栗石 50～150 ㎜又は 150～200 ㎜ m2 332  

普通作業員  人 57  

バックホウ運転 排出ガス対策型クローラ型 
山積 0.8 m3（山積 0.6 m3） 時間 16  

吸出し防止材 厚 10 ㎜ m2 625  
   （注）かごマットの面積は正面投影面積当りとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

積 － 3 － 4 

工事 - 56



積－3－5 

２ 環境保全型ブロック工積算基準 
                  ＜参考出典＞ 

災害復旧工事の設計要領（社団法人 全国防災協会） 
 
①－１ アンカー式空石積工 
 
１．適用範囲 
 
 本資料は，自然石径 300mm 内外（径 200～400）及び擬似自然石（コンクリート製等）のア

ンカー式空石積工（勾配 1 割以下）に適用する。 
 
２．施工概要 
 
 標準施工フローは，下記のとおりとする。 
 
 ２－１ アンカー式空石積 自然石 現場製作 
 
 
 
 
 
 
 
                                天端まで 
                                繰り返し 
 
 
 
 
 
       （注） 本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 
 
           図２．１ アンカー式空石積 現場製作フロー図 
 
 
 ２－２ アンカー式空石積 自然石・擬石自然石 工場製作 
 
 
 
 
 
 
 
                                天端まで 
                                繰り返し 
 
 
 
 
 
       （注） 本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 
 
           図２．２ アンカー式空石積 工場製作フロー図 

自然石採取又は
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３．施工歩掛 
 
 ３－１ アンカー式空石積工 
   アンカー式空石積工歩掛は，次表とする。 
 
              表３．１ アンカー式空石積工歩掛      (10m2 当り) 

材 料 の 種 類           
名  称 規  格 単位 

自 然 石       擬 似 自然 石       

世 話 役          人 0.26 (0.22) 0.22 
特 殊 作 業 員          〃 0.21 (0.21) 0.21 
普 通 作 業 員          〃 1.30 (0.51) 0.51 
バックホウ運転         排出ｶﾞｽ対策型，ｸﾛｰﾗ型 

山積 0.45m3(平積 0.35m3) 日 0.25 (0.23) 0.23 
 （注）1. 運搬距離 20ｍ程度の人力による小運搬を含む。 
    2. 現場でのアンカー取付工を含む。 
    3. (    )は，工場製作とする。 
    4. バックホウ運転には，石材の吊り上げ，吊り下げ作業を含むが，裏込材工は含まれていない

ため，「３－２ 裏込材工」により別途計上する。 
    5. 吸出防止材の設置工は含まれていないため，「３－３ 吸出防止材設置工」により別途計上

する。 
 
 ３－２ 裏込材工 
   裏込材工歩掛は，次表とする。 
 
         表３．２ 裏込材工歩掛      （10m3 当り） 

名  称 規  格 単 位 数 量 
普 通 作 業 員          人 0.4 
バックホウ運転         排出ｶﾞｽ対策型，ｸﾛｰﾗ型 

山積 0.45m3(平積 0.35m3) ｈ 0.6 
 
 ３－３ 吸出防止材設置工 
   吸出防止材設置工歩掛は，次表とする。 
 
         表３．３ 吸出防止材設置工歩掛  （10m2 当り） 

名  称 規  格 単 位 数 量 
普 通 作 業 員          人 0.06 

 
 ３－４ 天端工 
   天端工歩掛は，次表とする。 
 
              表３．４ 天端工歩掛             (10ｍ当り) 

材 料 の 種 類           自 然 石       擬 似 自然 石       
名  称 規  格 単位 500 型 800 型 500 型 800 型 

コンクリート工 18-8-40(60%以下)        
小型構造物（Ⅰ）        m3 1.25 1.85 1.08 1.68 

型 枠 工        小型構造物（Ⅰ） m2 2.00 2.00 2.00 2.00 
 （注） コンクリート工及び型枠工は，「土木工事標準積算基準書 コンクリート工」による。 
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 ３－５ 基礎工 
   基礎工歩掛は，次表とする。 
 
              表３．５ 基礎工歩掛             (10ｍ当り) 

材 料 の 種 類           自 然 石       擬 似 自然 石       
名  称 規  格 単位 500 型 800 型 500 型 800 型 

コンクリート工 18-8-40(60%以下)        
小型構造物（Ⅰ）        m3 0.75 1.15 0.75 1.15 

型 枠 工        小型構造物（Ⅰ）        m2 4.00 5.00 4.00 5.00 
基 礎 砕 石 工        RC-40，t=10cm 〃 6.00 7.00 6.00 7.00 

 （注）1. コンクリート工及び型枠工は，「土木工事標準積算基準書 コンクリート工」による。 
    2. 基礎砕石工は，「土木工事標準積算基準書 基礎砕石工」による。 
 
 ３－６ 石材，アンカー部材，裏込材の使用量 
   アンカー式空石積工に適用する石材，アンカー部材，裏込材の使用量は，次表とする。 
 
        表３．６ 石 材    （10m2 当り） 

単位 自 然 石 擬似自然石 
個 120 100 

 （注）1. 上表は，径 300mm 内外（径 200～400）の自然石を使用することとして算出しているが，

これに該当しない場合は別途計上するものとする。 
    2. 自然石は現地採取を基本とし，不足分は購入自然石又は工場製作製品とする。 
 
           表３．７ アンカー部材     (10m2 当り) 

材 料 の 種 類           
名  称 規  格 単位 

自 然 石       

ア ン カ ー 部 材            本 120 
ア ン カ ー 接 着 材            ﾊﾟｯｸ 0.8 
ハンマードリルビット           径 8mm 本 4.5 

 

 （注）1. アンカー部材は石材 1 個につき 1 本使用するものとする。 
    2. 径 300mm 内外（径 200～400）以外の自然石を使用する場合は，接着剤・ハンマードリル

ビットの数量も別途増減するものとする。 
 
              表３．８ 裏込材              (10m2 当り) 

材 料 の 種 類           
投 入 材 名  称 規  格 単位 

自 然 石       擬 似 自然 石       

500 型 m3 5.48 4.83 割 栗 石        
径 50～150mm アンカー部材 

800 型 m3 8.16 7.51 
 （注）1. 上表は，径 50～150mm の割栗石を使用することとしているが，同程度の規格のものが確保

できるのであれば，コンクリート廃材を使用してもよい。 
    2. クラッシャーランについては適用できない。 
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 ３－７ 材料の補正係数 
   材料の補正係数は，次表による。 
 
           表３．９ 補正係数 

工 種 名 材  料 補正係数 
裏 込 材 工         割 栗 石        +0.12 
吸出防止材設置工 吸 出 防 止 材        +0.12 
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４．単　価　表

（１）　アンカー式空石積工（自然石　現場製作）10m2当り単価表
S0920

名　　　称 規　　　格 単位 数量 摘　　　要

世話役 人 表３．１

特殊作業員 〃 　〃

普通作業員 〃 　〃

自然石採取又は購入 径300mm内外（径200～400） 個 表３．６

アンカー部材 本 表３．７

アンカー接着剤 ﾊﾟｯｸ 　〃

ハンマードリルビット 径8mm 本 　〃

裏込材工 割栗石（径50～150mm） m3 表３．８，（４）単価表

吸出防止材設置工 m2 10 （５）単価表

バックホウ運転
排出ガス対策型，クローラ型
山積0.45m3（平積0.35m3）

日 表３．１

発動発電機運転 排出ガス対策型　10kVA 〃 0.2

諸雑費 式 1

計

（２）　アンカー式空石積工（自然石　工場製作）10m2当り単価表
S0920

名　　　称 規　　　格 単位 数量 摘　　　要

世話役 人 表３．１

特殊作業員 〃 　〃

普通作業員 〃 　〃

標準自然石タイプ 個 表３．６

裏込材工 割栗石（径50～150mm） m3 表３．８，（４）単価表

吸出防止材設置工 m2 10 （５）単価表

バックホウ運転
排出ガス対策型，クローラ型
山積0.45m3（平積0.35m3）

日 表３．１

諸雑費 式 1

計

（３）　アンカー式空石積工（擬似自然石　工場製作）10m2当り単価表
S0920

名　　　称 規　　　格 単位 数量 摘　　　要

世話役 人 表３．１

特殊作業員 〃 　〃

普通作業員 〃 　〃

擬似自然石タイプ 個 表３．６

裏込材工 割栗石（径50～150mm） m3 表３．８，（４）単価表

吸出防止材設置工 m2 10 （５）単価表

バックホウ運転
排出ガス対策型，クローラ型
山積0.45m3（平積0.35m3）

日 表３．１

諸雑費 式 1

計

積 － 3 － 9
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（４）　裏込材工10m3当り単価表
S0921

名　　　称 規　　　格 単位 数量 摘　　　要

普通作業員 人 表３．２

割栗石 径50～150mm m3 11.2 10×〔1＋補正係数（表３．９）〕

バックホウ運転
排出ガス対策型，クローラ型
山積0.45m3（平積0.35m3）

ｈ 表３．２

諸雑費 式 1

計

（５）　吸出防止材設置工10m2当り単価表
S0922

名　　　称 規　　　格 単位 数量 摘　　　要

普通作業員 人 表３．３

吸出防止材 かごマット，連結ブロック用 m2 11.2 10×〔1＋補正係数（表３．９）〕

諸雑費 式 1

計

（６）　天端工10ｍ当り単価表
S0923

名　　　称 規　　　格 単位 数量 摘　　　要

コンクリート工
18-8-40(60%以下)
小型構造物（Ⅰ）

m3 表３．４

型枠工 小型構造物（Ⅰ） m2 表３．４

計

（７）　基礎工10ｍ当り単価表
S0924

名　　　称 規　　　格 単位 数量 摘　　　要

コンクリート工
18-8-40(60%以下)
小型構造物（Ⅰ）

m3 表３．５

型枠工 小型構造物（Ⅰ） m2 表３．５

基礎砕石工 RC-40，t=10cm 〃 表３．５

計

（８）　機械運転単価表

機　械　名 規　　　格 指　定　事　項

バックホウ
(アンカー式空石積工)

排出ガス対策型，クローラ型
山積0.45m3（平積0.35m3）

運転労務数量→1.00
燃料消費量　→57
機械損料数量→1.38

バックホウ
(裏込材工)

排出ガス対策型，クローラ型
山積0.45m3（平積0.35m3）

発動発電機
排出ガス対策型
ディーゼルエンジン駆動10kVA

燃料消費量→18
賃料数量　→1.2

機－16

適用単価表

機－18

機－１

積 － 3 － 9
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①－２ 環境保全型ブロック積（張）工 
                  ＜参考出典＞ 

H18災害復旧総合単価、土木工事標準積算基準より 
 
１．適用範囲 
 
 本資料は，環境保全型ブロックの積工（勾配１割未満）及び張工（勾配１割以上）に適用する。 
 なお，張工のみに対応した環境保全型ブロックは適用外とする。 
 
２．施工概要 
 
 標準施工フローは，下記のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     天端まで繰り返し 
 
 
        （注） 本歩掛で対応しているのは，実線部分のみである。 
 
 
３．施工歩掛 
 
 ３－１ 環境保全型ブロック積（張）工 
   環境保全型ブロック積（張）工歩掛は，次表とする。 
 
         表３．１ 環境保全型ブロック積（張）工歩掛      (10m2 当り) 

積 張 の 区 分           
名  称 規  格 単位 

積  工 張  工 

世 話 役          人 0.08 0.08 
ブ ロ ッ ク 工          〃 0.25 0.12 
普 通 作 業 員          〃 0.41 0.28 
トラッククレーン

運 転         
油圧式 
15～16ｔ吊 日 0.17 0.08 

 （注）1. トラッククレーンの運転は，環境保全型ブロック・裏込材等の吊り上げ，吊り下げ作業を含

む。 
    2. トラッククレーンの運転は，賃料とする。なお現場条件等により 15～16ｔ吊で施工が不可

能な場合は，別途選定することができる。 
    3. 運搬距離 20m 程度の人力による小運搬を含む。 
    4. 吸出防止材設置歩掛は含まれているが，吸出防止材を全面に設置する場合は「３－４ 吸出

防止材設置工」により別途計上する。 
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 ３－２ 中詰工 
   中詰工歩掛は，次表とする。 
 
          表３．２ 中詰工歩掛      （10m3 当り） 

投 入 材 名  称 単 位 数 量 
現地発生玉石（礫石）

又は割栗石 普通作業員 人 0.3 

 （注） 中詰材は，現地発生玉石（礫石）を基本とし，現地発生材がない場合は割栗石を計上する。 
 
 ３－３ 裏込材工 
   裏込材工歩掛は，次表とする。 
 
          表３．３ 裏込材工歩掛     （10m3 当り） 

投 入 材 名  称 単 位 数 量 
クラッシャーラン 普通作業員 人 1.9 

諸 雑 費 率           % 3 
 （注）1. 諸雑費は，つき固め機械等の損料及び油脂類の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗

じた金額を上限として計上する。 
    2. 運搬距離 20m 程度の人力による小運搬を含む。 
 
 ３－４ 吸出防止材設置工 
   吸出防止材を全面に施工する場合は，次表とする。 
 
         表３．４ 吸出防止材設置工歩掛  （10m2 当り） 

名  称 規  格 単 位 数 量 
普 通 作 業 員          人 0.06 

 
 
 ３－５ 基礎コンクリート及び天端コンクリート 
   基礎コンクリート及び天端コンクリートは，「土木工事標準積算基準書 コンクリート

工」による。 
   なお，天端コンクリートは必要により計上すること。 
 
 ３－６ 材料の補正係数 
   材料の補正係数は，次表による。 
 
           表３．５ 補正係数 

工 種 名 材  料 補正係数 
裏 込 材 工         クラッシャーラン +0.12 
吸出防止材設置工 吸 出 防 止 材         +0.12 
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４．単　価　表

（１）　環境保全型ブロック積工（張）10m2当り単価表
S0911

名　　　称 規　　　格 単位 数量 摘　　　要

世話役 人 表３．１

ブロック工 〃 　〃

普通作業員 〃 　〃

環境保全型ブロック m2 10

中詰工 m3 （２）単価表

吸出防止材設置工 m2 10 （４）単価表

トラッククレーン運転
油圧式
15～16ｔ吊

日 表３．１

諸雑費 式 1

計

（２）　中詰工10m3当り単価表
S0912

名　　　称 規　　　格 単位 数量 摘　　　要

中詰材
現地発生玉石（礫石）又は
割栗石

m3 10

普通作業員 人 表３．２

諸雑費 式 1

計

（３）　裏込材工10m3当り単価表
S0913

名　　　称 規　　　格 単位 数量 摘　　　要

普通作業員 人 表３．３

クラッシャーラン m3 11.2 10×〔1＋補正係数（表３．５）〕

諸雑費 式 1 表３．３

計

（４）　吸出防止材設置工10m2当り単価表
S0922

名　　　称 規　　　格 単位 数量 摘　　　要

普通作業員 人 表３．４

吸出防止材 かごマット，連結ブロック用 m2 11.2 10×〔1＋補正係数（表３．５）〕

諸雑費 式 1

計

積 － 3 － 13
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第３章　砂防関係事業

１　地すべり事業等に伴う調査業務

<参考出典>「地すべり調査標準歩掛表（平成2年3月　全国地すべりがけ崩れ対策協議会）」

１-１　自記水位計

（1）　自記水位計設置 1基当り

名　称 品　質 規　格 単位 数量 摘　要

(人件費）

調査助手 人 0.50

普通作業員 〃 1.00

(材料費）

木杭 松丸太 末口6㎝長さ2m　4本  0.03

錘用孔パイプ 硬質塩化ビニール管 φ６０ ｍ 必要数量計上

諸雑費 式 1.00 材料費の5％

格納箱 個 1.00 別途精算

計

備考1　１日当り標準設置数は2基とする。
　　2　伐開，整地等のある場合は別途計上する。
　　3　錘用孔のボーリング費は別途計上する。
　　4　フロート，ワイヤー等は必要に応じて別途計上する。

（2）　自記水位計観測 1基1回当り
名　称 規　格 単価 単位 数量 摘　要

(人件費）
(0.07)
0.11

(材料費）
諸雑費 （用紙類等） 式 (1.00) 人件費の１％

(機械器具損料）
(0.07)
7.00

計
備考1　（　　）は携帯用触針式水位観測に使用
　　2　本表は1日実働時間7時間，1基1回観測時30（15）分，次の観測地までの平均移動時間
　　　15（15）分，合計45（30）分必要を標準とした歩掛りである。
　　3　平均移動時間については，各現場により非常に異なるので，実際の所要時間とする。
　　4　本表はフロートを上げ，水位の確認計測を含む。
　　5　水位計は，リシャール式自記水位計（7日巻）を標準とする。
　（注）1　2-3の（注）1を参照のこと。
　　6　その他機材等は必要に応じて別途計上する。

（3）　自記水位計資料整理 1孔1ケ月当り
名　称 単位 数量 摘　要

(人件費）
調査技師 人 0.05
調査助手 〃 0.50

(材料費）
諸雑費 （用紙類等） 式 1.00 人件費の１％
計

備考1　水位変動図作成及び簡単な考察程度までとする。
　　2　携帯用触針式水位計使用の場合も本表による

日

調査助手 人

（フロート・ワイヤー含） （別途見積等によること）水位計

規　格

（注）本編における技術者のうち，「調査技師」は「地質調査技師」に，「調査助手」は「主任地
質調査員」に，「山林砂防工」は「普通作業員」にそれぞれ読み替えるものとする。

ＳＨ　０６０

ＳＨ　０６２

ＳＨ　０６４
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１-２　地下水検層

（1）　地下水検層 1孔当り
名　称 規　格 単価 単位 数量 摘　要

(人件費）
調査技師 人 0.71
調査助手 〃 1.42

普通作業員 〃 1.42
（材料費）

食塩 後述 ㎏ 1.00
諸雑費 式 1.00 人件費の1％

（機械器具損料）
ピックアップ （別途見積等によること） 回 1.00

測定器 比抵抗測定器 （別途見積等によること） 日 0.70 ME－48
計

備考1　標準孔長は30mとし31m以上は本表の人件費を2割増しとする。
　　2　測定は食塩投入前，投入後10，20，30，60，120，180分に行なうものとし1孔当り所要時間
　　 は5時間とする。
　　3　現地までの往復時間は1時間程度見込んでいる。

（2）　地下水検層資料整理 1.0孔当り
名　称 単位 数量 摘　要

(人件費）
調査技師 人 0.10
調査助手 〃 1.00

（材料費）
諸雑費 （用紙類等） 式 1.00 人件費の1％
計

備考1　抵抗変化図作成及び簡単な考察程度までとする。

１-３　簡易貫入試験

簡易貫入試験 21.0m当り
名　称 規　格 単価 単位 数量 摘　要

調査技師 外業 人 0.90
調査助手 　〃 〃 1.05

普通作業員 　〃 〃 1.05
調査技師 　内業 〃 0.42 0.82×21/41
調査助手 　〃 〃 0.60 1.18×21/41
コーン （別途見積等によること） 個 0.38 21/56m
ロッド （別途見積等によること） 本 0.22 21/95m

簡易貫入試験機 （別途見積等によること） 日 1.00
諸雑費 　用紙類等 式 1.00 人件費の1％
合　計
計

（出典）全国地すべりがけ崩れ対策協議会「簡易貫入試験の歩掛」（昭和61年4月）
備考1　本表にはデータ整理を含むものとする。

規　格

ＳＨ　０８０

ＳＨ　０８２

ＳＨ　１１０
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２　急傾斜地崩壊対策事業等に伴う付属物の設置工

２-1　フェンス工

（1）フェンス設置工 10m当り
名　称 単位 数量 備　考

フェンス Ｈ＝1.5 m 10.00
特殊作業員 人 0.21
普通作業員 〃 2.25

雑品 式 1.00
計

（注）1　支柱のピッチは，2.0mとする。
　　　2　小運搬は20m程度とする。

（2）フェンス基礎ブロック設置工 1.0個当り
名　称 単位 数量 備　考

基礎ブロック 200×200×450 個 1.00
特殊作業員 人 0.03
普通作業員 〃 0.20

雑品 式 1.00
計

（注）1　小運搬は，20m程度とする。
　　　2　斜面の不陸等で基礎ブロックが浮き上がる箇所については，別途基礎コンクリートを
　　　 計上し確実に固定するものとする。

２－２　名版・標識・標柱

（1）起終点プレート（名版）設置 1箇所あたり
名　称 規　格 単価 単位 数量 備考

縦200×横300㎜
アルミ版

取付諸雑費 後述 式 1.00
計

1）名版の材質はアルミ版を原則とし，下記仕様のとおりとする。
2）起終点プレート（名版）は各年度の起点，終点に取り付けること。
3）谷止工等については構造物ごとに名版を設けるものとする。ただし起終点の文字は
　記入しない。

（2）指定地標識板設置 1基当り
名　称 単位 数量 備考
床堀  0.42
埋戻  0.31

基礎コンクリート σ28＝18Ｎ/  0.11
同上型枠 ㎡ 1.44

アルミ板，メラミン焼付仕上
700×900

同上支柱 φ60.5×3.2×2,300 本 2.00
普通作業員 建柱，板取付 人 0.37
世話役 　〃 〃 0.11
雑品 式 1.00
計

　新規事業箇所（追加区域を含む）については，当該年度の事業費で指定地の標識板を設置する。

規　格

規　格

1.00

規　格

起終点プレート 枚後述

1.00標識板 枚

Ｓ１３５０

Ｓ１３５２

Ｓ１２７０

起終点プレート（名版）仕様

急傾斜地崩壊対策事業

○　○　○　地　区

平成○○年度起点

広 島 県

300

200

急傾斜地崩壊対策事業

○　○　○　地　区

平成○○年度終点

広 島 県

200

300
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（3）指定地標識柱
（仕様は各技術指針による）

砂防指定区域指定標柱設置 1基当り
名　称 規　格 単位 数量 備考
標柱 アルミ合金板

□120×120×2500㎜
人力掘削 礫質土  0.30

人力埋戻し 礫質土  0.29
普通作業員 取付 人 0.14

雑品 式 1.00
計

急傾斜地崩壊危険区域指定標柱設置 1基当り
名　称 規　格 単位 数量 備考

コンクリート製
□90×90×1700㎜

人力掘削 礫質土  0.20
人力埋戻し 礫質土  0.19
普通作業員 取付 人 0.13

雑品 式 1.00
計

２－３　地すべり・急傾斜関係　単価一覧
H23　砂防課調べ

基礎単価
コード

単位 単価（円）

K2636 食塩 kg 107

- 起終点プレート　　 200×300　　アルミ版 枚 5,200

- 起終点プレート　取付諸雑費　 式 5,500

名称

本 1.00

標柱 本 1.00

標　識　板　仕　様

300

850 500

1,210 860

1
,0

0
0

6
0
0

7
0
0

900

3
0
0

1:0.3
1:0.3

Ｓ１２７２

Ｓ１２７２
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第Ⅳ編 道   路 

章 節 項  目 運                 用 

１ １ 路 盤 工 (1) 補充材厚決定の実測及び算出方法 

(ｲ) 横断方向は５点法とすること。位置については現地の実状に合

った場所とする。 

(ﾛ) 横断方向は 20ｍごとを標準とする。（現地の実状に応じて 10

ｍ以下の場合もある） 

(ﾊ) 上記実測結果から各断面ごとの立積を求め、その合計値を路盤

面積で除し平均厚さを決定すること。 

※ 補充材については特記仕様書又は図面に厚さ、実測方法を明記

し監督職員と協議する様に処置しておくこと。 

 

(2) 上層路盤工（舗装工） 

２）鉱滓を使用する場合は、次の事項に十分留意すること。 

・道路に接近して飲料用井戸があるとき。 

・道路に沿って養魚池等があるとき。 

・地下水が路盤に浸透して水田等に流入することにより、影響

があるとき。 

(3) 施工区分（車道施工、歩道施工の区分） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※舗装打換のうち舗装とりこわしから舗装までを即日のうちに施 

 工する場合は、第４編第３章「道路打換え工」によること。 

 

 

歩掛区分 施工 施 工 条 件 

車道施工 機械 車道・支道・路肩・駐車帯等機械施工が可能な場合 

歩道施工 
 
 
 
 
 

人力 
 
 
 
 
 

歩道等機械施工が出来ない場合 
（広幅歩道であっても歩道施工とする） 
車道等であっても以下のように機械施工が出来ない場合 
・情報ボックス布設、管渠埋設等の舗装復旧 
・集水桝等設置後の舗装復旧、局部打換等舗設面積が小規模で機械施
 工が不可能 等 
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章 節 項  目 運                 用 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

アスファルト 

舗 装 工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アスファルト 

舗 装 工 

（生アス積算） 

 

 

①一般舗装 

アスファルト表層・基層（中間層）に使用する混合物を表-１に参考として示す。

なお、バインダー（ストレートアスファルト、改質アスファルト等）については、

地域のアスファルト混合物の品質（塑性変形輪数）を事前に確認のうえ決定するこ

と。 

 

【参考】 表－１ 一般舗装の表・基層混合物と塑性変形輪数 

 

 

 

 

 

 

 
注１）舗装計画交通量 250 以上 1,000 未満の橋面部に改質アスファルトを使用してい

るのは、主にはく離防止を目的としているため、特に、高い塑性変形輪数は規

定していない。 

注２）基層（中間層）において、改質アスファルトを使用する再生加熱アスファルト

混合物は、再生骨材の配合率を１０％以下とする。 
 

②排水性舗装 

排水性舗装の表層・基層（中間層）に使用する混合物を表－２に参考として示す。

なお、排水性舗装のバインダーは高粘度改質アスファルトとし、基層（中間層）の

バインダー（ストレートアスファルト、改質アスファルト等）については、地域の

アスファルト混合物の品質（塑性変形輪数）を事前に確認のうえ決定すること。 

 

【参考】 表－２ 排水性舗装の表・基層混合物と塑性変形輪数 

 

 

 

 

 

 

 
注１）実際に使用する混合物は、地域のアスファルト混合物の品質により決定する。

 

 

夜間舗設の場合は合材単価を別途加算する。 

 

 

 

 

表 層 基 層（中間層） 舗 装 計 画     

交 通 量     

(台/日･方向) 

 

施工箇所 混合物の種類 

【参考】注１ 

塑性変形輪数 

(回/mm) 

混合物の種類 

   【参考】注１ 注２ 

塑性変形輪数

(回/mm) 

250 以上 

1,000 未満

土 工 部 

橋 面 部 

密粒度 As（ｽﾄｱｽ） 

密粒度 As 改質Ⅰ型 

500 以上

500 以上

再生粗粒度 As（ｽﾄｱｽ） 

再生粗粒度 As 改質Ⅰ型 

－ 

－ 

1,000 以上

3,000 未満

土 工 部 

橋 面 部 

土工(雪寒) 

粗粒度 As 改質Ⅰ型 

密粒度 As 改質Ⅱ型 

密粒度 As 改質Ⅱ型 

3,000 以上

3,000 以上

3,000 以上

再生粗粒度 As 改質Ⅰ型 

再生粗粒度 As 改質Ⅰ型 

再生粗粒度 As 改質Ⅰ型 

3,000 以上

3,000 以上

3,000 以上

3,000 以上 土 工 部 

橋 面 部 

粗粒度 As 改質Ⅱ型 

密粒度 As 改質Ⅱ型 

5,000 以上

3,000 以上

再生粗粒度 As 改質Ⅱ型 

再生粗粒度 As 改質Ⅰ型 

5,000 以上

3,000 以上

表 層 基 層（中間層） 舗 装 計 画      

交 通 量      

(台/日･方向) 

 

 施工箇所 

     

混合物の種類 

    

塑性変形輪数

(回/mm)

混合物の種類 

   【参考】注１ 

塑性変形輪数 

(回/mm) 

 

1,000 以上

3,000 未満

土  工  部 

橋面部(Co 床版)

橋面部(鋼床版) 

ポーラスＡｓ(13)

ポーラスＡｓ(13)

ポーラスＡｓ(13)

3,000 以上

3,000 以上

3,000 以上

再生粗粒度 As 改質Ⅰ型 

再生密粒度 As 改質Ⅱ型 

グース As 

3,000 以上

3,000 以上

300 以上

 

3,000 以上

土  工  部 

橋面部(Co 床版)

橋面部(鋼床版) 

ポーラスＡｓ(13)

ポーラスＡｓ(13)

ポーラスＡｓ(13)

5,000 以上

3,000 以上

3,000 以上

再生粗粒度 As 改質Ⅱ型 

再生密粒度 As 改質Ⅱ型 

グース As 

5,000 以上

3,000 以上

300 以上

工事 - 74



 

章 節 項  目 運                 用 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

アスファルト 

舗 装 工 

(レベリング層) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アスファルト 

舗 装 

（ す り 付 ） 

１．設計書の表示方法（修繕工事） 

表層又は基層と同時施工するレベリング層の表示方法は、規格欄

に表層又は基層にレベリング層（当初は平均１㎝）を加えた厚さを

記入し、数量欄には施工面積を記入する。 

 

２．変更設計 

施工平均厚は次式による。 

施工平均厚＝ 

 

変更設計厚は共通仕様書（地整）による。 

（例）当初設計厚  施工平均厚  変更設計厚 

6.0 ㎝   5.1～6.5 ㎝  5.1～6.5 ㎝ 

6.0     6.6 以上     6.5 

 

 

 

 

車道のすり付（修繕工事） 

従来、表層１基層１に分けて積算していたが、積算の省力化を勘案

して次のとおり統一する。 

［側面図］ 

 

 

 

［平面図］ 

 

 

 

 

 

 

 

摺付部は、工事延長外とする。 

〔例〕 

摺付面積＝      ＝○○㎡／カ所 

図面表示……工事延長面積（㎡） 

積  算……工事延長面積＋車道摺付換算面積（㎡） 

Ｗ（合材検収屯数） 
Ａ（施工面積）×2.35ｔ／ｍ３（設計密度） 

×1.08（混合物の割増）

Ｗ×Ｌ×Ｔ
２ｔ 
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章 節 項  目 運             用 

２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道路反射鏡  

設 置 工 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道路反射鏡設置工 

１．適用範囲 

  道路反射鏡の建柱及び鏡取付に適用する。 

２．施工歩掛 

 表１ 道路反射鏡設置歩掛            10基当り 

一 面 鏡 二 面 鏡 
名  称 

建 柱 鏡面付 建 柱 鏡面付 

世 話 役 0.8人 1.2人 1.4人 3.2人 

普通作業員 1.6人 2.4人 2.9人 6.7人 

 

                         S2080 

３．単価表                    10基当り 

名称 規 格 単  位 数 量 摘 要 

世 話 役  人  表－１ 

普通作業員  人  表－１ 

道路反射鏡  基 10.0  

支  柱  基 10.0  

諸 雑 費  式 1.0  

計     
 

第２章 付属施設 
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章 節 項  目 運                 用 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

路 面 切 削 工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切削オーバー

レイ工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路上路盤再生工 
 

１．路面切削の積算について 

(1) 切削の作業形態について 

１）全面切削について 

・１台の路面切削機により作業する場合、切削幅が重複作業と

なるような作業形態はすべて全面切削とする。 

 

 

 

 

２）帯状切削について 

・１台の路面切削機により作業する場合、切削幅が重複作業と

ならない作業形態は帯状切削とする。 

 

 

 

 

(2)平均切削深さの算出について 

１）実切削量（ｍ３）／計上切削面積（㎡） 

なお、変更設計時に実切削面積を使用して平均切削深さを算出

しないように注意すること。 

 

１．本歩掛は、切削作業から舗装までを即日で急速施工する歩掛で 

ある。本歩掛の適用にあたっては、関係機関等の外的要因又は構  

造的要因による即日施工の必要性及び段差すりつけの有無により 

以下に区分する。 

①  即日施工を行うことにより、切削から舗設の間に段差すりつけを必要

としない現場条件（沿道の状況）の場合、もしくは関係機関等の外的要

因または構造的要因により即日施工が必要であり、かつ即日施工を行う

ことにより段差すりつけを必要としない現場条件である場合は、切削オ

ーバーレイ工（段差すりつけなし）とする。 

② 即日施工を行う場合で関係機関等の外的要因もしくは構造的要因に

より段差すりつけが必要な場合は、切削オーバーレイ工（段差すりつけ

有り）とする。                                                   

 

１１．当工法は、舗装構成上求められる強度を満たす一工法であり、当

工法採用前に他工法との経済比較を行うこと。また、「舗装再生便

覧」も参照すること。 
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章 節 項  目 運                 用 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

３ 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

19 

 

道 路 清 掃 工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清 掃 工 全 般 

 

 

トンネル漏水 

対 策 工 

 

１．路面清掃工（機械清掃） 

(1) 移動距離算定にあたっては、原則的には施工実態に合わせて算

出すべきであるが、工区が複雑な場合は工区毎に平均距離を算出

し、以下により全体延べ距離を算出するものとする。 

①現場と残土処理上の間（ 1） 

  ○ 1＝平均移動距離×塵埃排出回数×往復 

 ※平均移動距離 

各工区の累計清掃延長と現場（工区の中央）から土捨場ま

での距離の積を加重平均したものとする。 

 ※塵埃排出回数（Ｎ） 

   Ｎ＝            ＝ 

 ※清掃車１台のホッパ当り清掃延長（ΔＬ） 

   ΔＬ＝ 

②現場と給水場所の間（ 2） 

  ○ 2＝必要に応じて計上 

③現場と現場の間（ 3） 

○ 3＝上り、下り線累計区間延長－上り、下り線累計清掃延長

④基地と現場の間（ 4） 

 基地の考え方 

基本的には、出張所、除雪基地、その他過去の実績等から

善良な機械管理の出来る場所を明示する。 

  ○ 4=             ×基地現場間の平均移動距離×往復

 ※基地現場間の平均移動距離 

各工区の累計清掃延長と現場（工区の中央）から基地まで

の距離の積を加重平均したものとする。 

※基地現場間平均移動距離の割合＝                × 

    ※移動距離とは、路面清掃車の移動距離をいう。 
 

 

１．基地とは、作業現場の中で日々の作業を終え、保管スペースのあ

る場所を言う。 

   

１．コンクリート屑積込は含むが運搬及び処分費は含まない。  

 

実作業延長 
清掃車１台のホッパ当り清掃

Ｌ 
ΔＬ 

ホッパ容量m3×ホッパ係数 
塵埃量m3／km

清掃に要する全体時間／１日当り運転時間 

１－基地現場間の平均移動距離の割合 

基地現場間平均移動距離×往復 

清掃車移動速度 

１ 

１日当たり運転時間
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（参考資料）張りコンクリート単価表（盛土部）

盛土部（新設）道路改良等
１０ｍ当たり

名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 単位 数量 適　　　　　　　用

生コンクリート人力打設
無筋・鉄筋構造物
１８Ｎ-５～８－２０

ｍ３ 1.05 （０．５ｍ＋１．０ｍ）×０．０７ｍ×１０ｍ

コンクリートコテ仕上げ ｍ２ 10
１．０ｍ×１０ｍ
法面のみ計上する

コンクリート型枠 無筋・鉄筋構造物 ｍ２ 0.7 １０ｍ×０．０７ｍ

目地材設置 厚さ１０ｍｍ ｍ２ 0.11
（０．５ｍ＋１．０ｍ）×０．０７ｍ×１箇所
目地間隔は１０ｍとする。

支柱型枠 Φ２００ｍｍ，Ｈ＝７０ｍｍ 箇所 Ｄ
１０ｍ当たりガードレール支柱本数分（Ｄ箇所）
必要な場合に計上

計

※保護路肩を０．５ｍとした場合

盛土部（既設）道路維持修繕等
１０ｍ当たり

名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 単位 数量 適　　　　　　　用

機械床堀（バックホウ運転）
排出ガス対策型
クローラ型山積０．１３ｍ３

ｍ３ 1.05 （０．５ｍ＋１．０ｍ）×０．０７ｍ×１０ｍ

ダンプトラック運搬 ダンプトラック２ｔ積 ｍ３ 1.05
（０．５ｍ＋１．０ｍ）×０．０７ｍ×１０ｍ
処分費は別途計上すること

基面整形 人力施工 ｍ２ 15 （０．５ｍ＋１．０ｍ）×１０．０ｍ

舗装切断工 ｍ 10 張りコンクリートの通りを良くするために計上する。

生コンクリート人力打設
無筋・鉄筋構造物
１８Ｎ-５～８－２０

ｍ３ 1.05 （０．５ｍ＋１．０ｍ）×０．０７ｍ×１０ｍ

コンクリートコテ仕上げ ｍ２ 10
１．０ｍ×１０ｍ
法面のみ計上する

コンクリート型枠 無筋・鉄筋構造物 ｍ２ 0.7 １０ｍ×０．０７ｍ

目地材設置 厚さ１０ｍｍ ｍ２ 0.11
（０．５ｍ＋１．０ｍ）×０．０７ｍ×１箇所
目地間隔は１０ｍとする。

計

※保護路肩を０．５ｍとした場合

（参考資料）張りコンクリート単価表（切土部）

切土部（新設）道路改良等（法面工事と一体施工できない場合）
１０ｍ当たり

名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 単位 数量 適　　　　　　　用

生コンクリート人力打設
無筋・鉄筋構造物
１８Ｎ-５～８－２０

ｍ３ 1.05 （０．５ｍ＋１．０ｍ）×０．０７ｍ×１０ｍ

コンクリートコテ仕上げ ｍ２ 10
１．０ｍ×１０ｍ
法面のみ計上する

コンクリート型枠 無筋・鉄筋構造物 ｍ２ 0.7 １０ｍ×０．０７ｍ

目地材設置 厚さ１０ｍｍ ｍ２ 0.11
（０．５ｍ＋１．０ｍ）×０．０７ｍ×１箇所
目地間隔は１０ｍとする。

計

切土部（既設）道路維持修繕等
１０ｍ当たり

名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 単位 数量 適　　　　　　　用

機械掘削（バックホウ運転）
排出ガス対策型
クローラ型山積０．１３ｍ３

ｍ３ 1.05 （０．５ｍ＋１．０ｍ）×０．０７ｍ×１０ｍ

ダンプトラック運搬 ダンプトラック２ｔ積 ｍ３ 1.05
（０．５ｍ＋１．０ｍ）×０．０７ｍ×１０ｍ
処分費は別途計上すること

基面整形 人力施工 ｍ２ 15 （０．５ｍ＋１．０ｍ）×１０．０ｍ

生コンクリート人力打設
無筋・鉄筋構造物
１８Ｎ-５～８－２０

ｍ３ 1.05 （０．５ｍ＋１．０ｍ）×０．０７ｍ×１０ｍ

コンクリートコテ仕上げ ｍ２ 10
１．０ｍ×１０ｍ
法面のみ計上する

コンクリート型枠 無筋・鉄筋構造物 ｍ２ 0.7 １０ｍ×０．０７ｍ

目地材設置 厚さ１０ｍｍ ｍ２ 0.11
（０．５ｍ＋１．０ｍ）×０．０７ｍ×１箇所
目地間隔は１０ｍとする。

計

※側溝端から法尻まで０．５ｍとした場合

（参考資料）コンクリートコテ仕上げ単価表

コンクリートコテ仕上げ
１ｍ２当たり

名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 単位 数量 適　　　　　　　用

左官工 人 0.048

計

※側溝端から法尻まで０．５ｍとした場合
※モルタル吹付けの場合，市場単価を適用。

本参考歩掛は，道路整備課（旧道路保全室）提供資料を，技術企画課（旧技術指導室）にて一部改訂を行ったものである。
適用は，[通知文]　H16.6.30付　道路総室長　通知の「路肩法面における防草対策について」による。

積 － 4 － 5
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章 節 項  目 運                 用 

４ 
 
 
 
 
４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 
 
 
 
 
３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共 同 溝 
(構造物単位 ) 

 
 
 

情報ボックス工 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設計本体コンクリート数量に含まれない付属物の積算 

  ①コンクリート 第２編第４章①コンクリートによる 

  ②型枠     第２編第４章②型枠による 

  ③その他    その他必要に応じ基準書により積み上げ 

 

情報ボックス工 

(1) 管路材設置歩掛には、通線確認費用を含んでいる。なお、通線確

認費用にはさや管内に挿入した予備線材料費も含んでいる。 

(2) ハンドホール設置歩掛は、ハンドホールの大きさ（重量）に関係

なく適用できるが、特大品については、吊り荷重及び作業半径を

考慮して適正なトラッククレーン規格を選定すること。 
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章 節 項  目 運                 用 

５ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ト ン ネ ル 工 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．トンネル工事にあたっては「ずい道工事等建設工事における粉塵

対策に関するガイドライン」（以下ガイドラインとする）に基づき

粉塵対策を施すものとする。当初設計において「ずい道等建設工事

における換気技術指針」により必要設備を見込むものとし、条件明

示を行い現場条件による変更があった場合は設計変更で対応する。

なお、粉塵対策設備（エアカーテン、建設機械走行に伴う体積粉塵

の拡散防止等）については、当初設計にて対策内容を把握できない

場合が多く設計変更で対策費用を計上するものとする。 

  なお、条件明示の記載内容は以下を参考とする。 

 

現場説明書追加事項記載例 

１．換気方式、排気量については送風式で○○○○m3／分の換気

量を計上しているが、現地条件等により、これにより難い場合

は監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

２．掘削工及び支保工作業にあたり○○○m3／分（△△式）の集

塵機を計上しているが、現地条件等により、これにより難い場

合は監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

  ※「△△式」には「電気式」もしくは「フィルター式」を記

入する。 

３．掘削工及び支保工作業にあたり、粉塵対策設備が必要となっ

た場合は監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

４．吹付コンクリート作業において粉塵抑制剤等が必要となった

場合は監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

５．掘削工及び支保工作業にあたり、電動ファン付き粉塵用呼吸

用防護具等の有効な呼吸用防護具を計上している。  
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章 節 項  目 運                 用 

７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 
 

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 
 

Ｈ型橋梁の輸送 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鋼 橋 の 輸 送 
 

(1) 輸送は架設位置に最も近い工場からの距離で積算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 鋼橋の輸送積算にあたっては、基準書「第７章橋梁工」1)鋼橋製

作工の５桁輸送費の回帰式によるものとする。なお、回帰式で求め

た桁輸送費は、地区、特大、深夜早朝、冬期、悪路等の運賃割増を

考慮したものであり、当該単価に加算する必要はない。 

 

(2)運搬距離については、基準書（５－１運搬距離）記載のとおり、

中国管内発注の場合の最大輸送距離は、広島又は大阪となるので注

意すること。ただし、当該工事の入札参加予定者の中に、広島又は

大阪より近い地域に工場がある場合は、その工場からの運搬距離と

すること。（※中国地方付近の主な鋼橋製作工場、その鋼橋製作工

場から主要地点までの距離については、(4)の工場一覧を参考とす

ること。ただし、(4)の工場一覧は主な工場であるため、一覧にな

い入札参加予定者については、工場所在地を確認し別途考慮するこ

と。） 

 

(3) 輸送経路は部材の性質上長尺かつ重量が大きいものであるから最

少回転半径、橋梁の耐荷力等を考慮し最短実距離程をきめなければ

ならない。この場合車輛制限令を遵守すること。 

 

Ｈ 形 鋼 橋 梁 メ ー カ ー 指 定 工 場 一 覧 表 （ 参 考 ）

メーカー名 指定工場名 住　　　　　　所

新日本製鐵（株） （株）藤原鐵工所 島根県松江市富士見町 5-4

新光産業（株） 山口県宇部市大字際波 1465

長岡鉄工建設（株） 広島県庄原市上原町 2612

（株）大和鉄工所 岡山県岡山市金岡西町 1108-2

太平工業（株） 兵庫県姫路市大津区勘兵衛町 1-193-4

川崎製鉄（株） （株）サンベルコ 岡山県岡山市高柳東町 2-15

住友金属工業（株) （株）ニチネツ 広島県東広島市黒瀬町大多田359

ＪＦＥエンジニアリング（株） ＪＦＥエンジニアリング（株） 三重県津市雲出鋼管町１番地
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章 節 項  目 運                 用 

７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鋼 橋 の 輸 送 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橋 梁 上 部 工 
（鋼橋製作） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 (4) 中国地方の鋼橋製作工場から主要地点までの距離は下表を標準

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．製作工数の補正について 

        曲線区間において橋脚は同心円方向（道路中心線に直角）で主桁は支点間を

    直線とした場合（下図）は、斜橋による工数の補正「75゜≦α（斜角）＜90゜」

    を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 工場名 住所 主要地点（道路上）
工場からの

距離(km)

日 立 造 船 ㈱ 向 島 工 場
広島県尾道市向東町
14755番地

尾道市向東町（2号　尾崎交差点） 4.0

三 菱 重 工 鉄 構

エ ン ジ ニ ア リ ン グ ㈱

広 島 製 作 所

江 波 工 場

広島市中区江波沖町５

番１号
広島市舟入本町（2号　舟入本町交差点） 3.4

Ｊ Ｓ Ｔ ブ リ ッ ジ ㈱ 若 松 工 場
北九州市若松区北浜１
－７－１

北九州市若松区白山1丁目（199号　若松交差点） 1.3

㈱ 東 京 鐵 骨 橋 梁 防 府 工 場
防府市大字浜方字鶴浜

283-1
防府市大字浜方字鶴浜（2号　沖高井交差点） 9.0

日 本 橋 梁 ㈱ 播 磨 工 場
兵庫県加古郡播磨町東
新島３番地

加古郡播磨町東新島（2号　新在家交差点） 15.5

日 鉄 ト ピ ー ブ リ ッ ジ ㈱ 若 松 工 場
北九州市若松区大字安

瀬６４
北九州市若松区大字安瀬（北九都市高速2号線戸畑IC） 3.0

川 田 工 業 ㈱ 四 国 工 場
香川県仲多度郡多度津

町西港１７
瀬戸中央自動車道（坂出北インター） 7.0

宇 部 興 産 機 械 ㈱ 宇 部 機 械 製 作 所
宇部市大字小串字沖ノ
山1980

宇部市大字小串字沖ノ山（190号　西本町交差点） 2.0

山 九 ㈱ 黒 崎 工 場
北九州市八幡西区築地

町10番
北九州市八幡西区築地町（3号　藤田交差点 1.0

α
接線 

Ｒ
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章 節 項  目 運                 用 

７ 
 
 
 
 
７ 
７ 
 
 
 
 
７ 
７ 
 
 
７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 
 
 
 
 
３ 
９ 
 
 
 
 
３ 
９ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橋 梁 塗 装 
 
 
 
 

鋼 橋 ・ Ｐ Ｃ 
橋のトラックク

レーン架設機種

選定 
 
 

ベ ン ト 設 備 
組 立 解 体 
ク レ ー ン 

 
塗 装 工 
積 算 区 分 

 
 
 
 
 
 
 
 

鋼橋塗装の施工管理 

施工管理について 

 (1) 塗替の場合は標準使用量で契約（特記仕様書に塗布量を明記す

る）し、塗料の使用量を検収する。 

 

同一工事内に橋梁型式や作業半径等の機種設定条件が異なる橋梁

のトラッククレーン選定は各連単位に吊上げる部材の最大部材重量、

作業半径等を考慮して選定する。 

選定した機種が２種類以上となる場合は運搬費を考慮して最終的

機種の選定を行うものとする。 

 

ベントの単体長さ（Ｌ＝６ｍ）重量（Ｗ＝６ｍ×185 ㎏／ｍ＝1.11

≒1.0ｔ）と仮定し作業半径ベント高さ等のチェックは必ず行うこと。

 

 

塗装工積算区分 

 
工            種  

職 種
種   別  細      別  

橋梁 塗 装 工

橋 梁 等

 

 

水 門 扉 類

鉄 塔 類

機 械 設 備 類

 

 

鋼橋、横断歩道橋、側道橋、簡易組立橋梁、

河川管理橋等  

（高欄、橋脚等を含む）  

水門、用排水樋門扉管門扉等  

無線塔等  

ポンプ設備（除塵機、スクーン等を含む）

ダム工事用仮設備、ダム用管理設備  

トンネル換気設備  

塗 装 工

防 護 柵 類

 

附 属 物 類

 

 

 

上 屋 類

 

そ の 他

ガードレール、ガードパイプ、ガードフェ

ンス等  

道路標識（オーバーヘッド、オーバーハン

グ、Ｆ型、単柱、情報板）河川標識、照明

灯等  

電線ケーブル等の引込柱等  

地下道上屋、自転車置場、管理施設の建屋

等  

橋梁塗装工の区分以外のもの  
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章 節 項  目 運                 用 

７ 
 
 
 
 
 
 
7 
 
7 
 
 
７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 

足 場 工 
桁 下 防 護 工 

 
 
 
 
 

鋼 橋 床 版 工 
 

沓 据 付 工 
 
 

沓座モルタル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

落橋防止装置 
支 承 

 

（床版もしくは塗装工事で撤去された足場の運搬について） 
床版もしくは塗装工事で撤去する足場の運搬は、撤去を行う工事

で行うよう現場説明書追加事項に明記すること。 
なお、条件明示の方法については、平成 22 年 8 月 26 日付け事務

連絡「橋梁上部関連（床版・塗装）工事における条件明示について」

による。 
 

地覆部の型枠については、型枠工にて積算するものとする。 

 
吊り上げクレーンが複数となる場合、全体の沓の個数により所要日

数を算定し沓の数にて按分する。 

 
１．沓座モルタル 

(1) モルタル材数量 

ゴム支承及び鋼製支承のグラウト材（モルタル）は設計図に明示

することを原則とする。 

(2) 材料単価 

支承据付の沓座モルタル無収縮モルタルとしてプレミックスタ

イプのものを使用する。積算は基準書第Ⅳ編第７章9)ＰＣ橋架設工

の支承工の支承モルタルによる。 

 

 

各橋梁形式における、落橋防止装置及び支承の施工歩掛は下表のとお

りとする。 
適 用 歩 掛 工 種 

支承設置 

ｺﾞﾑ支承 

    区分 

 

 

橋梁形式 

落橋防止装置 

（PC 鋼棒・ｹｰﾌﾞﾙ） 鋼製支承 
ﾀｲﾌﾟＡ  ﾀｲﾌﾟＢ  

無収縮ﾓﾙﾀﾙ 

（材料費） 

・鋼橋 鋼橋架設工 鋼橋架設工 鋼橋架設工 

・ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁 

・ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝＴ (I)桁 

・ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁 

Ｐ Ｃ 橋架設工 －  Ｐ Ｃ 橋架設工 

・ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ場所打箱桁 

（片持架設） 
Ｐ Ｃ 橋架設工 Ｐ Ｃ 橋片持架設工 

・ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ場所打箱桁 

（固定支保） 

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ場所打箱

桁橋工 

・ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ 

・Ｒ Ｃ 場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ 

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ場所打ﾎﾛ

ｰｽﾗﾌﾞ橋工 

鋼橋架設工 
Ｐ Ｃ 橋架設

工 

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ場所

打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋工 

Ｐ Ｃ 橋架設工
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７ 

 

 

７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

伸 縮 装 置 工 

 

 

橋 梁 排 水 管 

設 置 工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋台・橋脚工 

（構造物単位） 

 

 

 

 

 

（1) 積雪地用あるいはグレーダ対策を施したタイプの伸縮装置であ

っても、重量区分等が合致すれば適用する。 

 

１．排水桝、取付金具の製品価格の取扱について 

排水桝、取付金具等は、原則として設置・取付工事に計上するも

のとする。（鋼橋においては、床版工事にて計上するが橋体付ピー

スについては、鋼橋にて取付けるものとする。） 

単価は、局単価とする。 

２．排水桝、取付金具の設置歩掛について 

排水桝については橋梁付属施設設置工(Ⅳ－２－⑦－１)による。 

取付金具については、排水管設置歩掛の内に含まれるものとす

る。 

３．配水管（塩ビ管）の設置歩掛について 

フレキシブルジョイント、伸縮管等を含めた流芯延長を算出しそ

の延長について、橋梁排水管歩掛を適用する。 

４．橋梁排水管設置と鋼橋架設を同時に発注する場合は、排水管設置

については、排水管設置の歩掛を適用する。 
 

 

 

設計本体コンクリート数量に含まれない付属物の積算 

① コンクリート 

    第Ⅱ編第４章1）コンクリート工による 

② 型枠 

    第Ⅱ編第４章2）型枠工による 

③ その他 

    その他必要に応じ基準書により積上げる 
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　舗　装　工

1．コンクリート舗装工

（1）横切込目地（水叩き用）

　横切込目地の施工歩掛は，下記を標準とする。

（100ｍ当り）

摘 要

 目地充填材（シール材）  加熱注入式ゴムアスファルト系 ㎏ 51.0    

名 称 規 格 単位 数 量

 雑　　　材　　　料 ％ 10      充填材費の10％

 普　通　作　業　員 人 3.0    

 カッティングブレード損耗  径２０㎝ 枚 0.63   

 コンクリートカッタ運転  ブレード径２０cm　１ｋＷ 日 0.95   

カッタ目地に用いるバックアップ材の例（単位：㎜）

打込み目地で仮挿入物とカッタ切断による場合
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　浮体式構造物の製作・据付

浮函碇けいは，下記歩掛を標準とする。

（１函当り）　

35～40t吊　台船300t

鋼D　300PS

D180PS型　3～5ｔ

　注）１．１函当りとは，碇けいチェーン４本及び補助チェーン（落橋防止チェーン含む）をいう。

２．切断されたチェーンを接合または部分的にチェーンを追加接合する場合は上表の数量

の１/２を計上する。

1.　浮函碇けい

名　　　　称 規　　　　格 単位 数　　量 摘　　要

クレーン付台船運転 日 1.0 運６H/就８H

引 船 運 転 日 1.0 運６H/就８H

潜 水 士 船 運 転 日 1.0 就８H

と び 工 人 1.0

普 通 作 業 員 人 1.0

雑 材 料 ％ 5.0
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　浮凾（ポンツーン）の引揚げ

１．準備工

　引揚げ準備工の歩掛りは下記を標準とする。

（１函当り）

備考　１．ハッチカバー損料は下記材料単価の50％を計上する。

鉄板 t＝12m／m・・・径は，マンホールの径φ600～1,000m／mとする。

ガスパイプ φ46m／m・・・水深により決定する。

ゴムパッキン t＝10m／m・・・マンホール面積分を計上する。

ボルト φ16m／m　l＝60㎝

溶　接　工 １．０人

普通作業員 ０．５人 製作費として計上する

雑　材　料 １　　式

２．引揚工

　本歩掛りは，水中に没している浮凾を水面上まで浮上させ，破損ケ所を応急補修して，排水

ポンプで排水し浮かす作業である。

　海底に埋没している場合は，別途床堀を計上すること。

　引揚げ歩掛りは下記を標準とする。

（１函当り）

 排水ポンプの規格台数より
 求める

 就8H

 運2H／就8H

名　　称 規　　格

 運6H／就8H

 排水容量により運転日数を
 算出する

　　6.0　　4.0

　 32.0

日

日

日

―

　　2.0

　　6.0

　　2.0

　　2.0

　　4.0 　　6.0

旋回式鋼D100t吊 ― ―　　2.0

鋼D3t吊

雑 材 料 式 　　1 　　1 　　1

　 42.0人 　 16.0

 運2H／就8H

潜水士船運転 D180PS 3～5t吊 日 　 12.0 　 18.0

鋼D600PS 日 　　4.0 　　6.0

台 船 運 転 鋼D100t積 日 　　4.0 　　6.0

引 船 運 転

 就8H

浮　凾　の　重　量
摘　　要

　　2.0

　　1.0 　　2.0

　　6.0

　　2.0

　　2.0

 就8H

 就8H

 必要に応じて計上する

 運2H／就8H

201～300t

　　1.0

　 10.0

　　1

100～200t 201～300t 301～400t

　　1

　　5.0

　　1

100～200t

　　3.0

　　1.0

摘　　要

　　6.0

　　1.0

　 10.0

　　1

301～400t

浮　凾　の　重　量

式

人

式

起重機船運転
固定式鋼D200t吊

日

普 通 作 業 員

雑 材 料

単位

日

日

日

単位

鋼D100t積

鋼D300PS

D180PS　3～5t吊潜水士船運転

名　　称 規　　格

普 通 作 業 員

揚 錨 船 運 転

台 船 運 転

引 船 運 転

ﾊｯﾁｶﾊﾞｰ損料

発動発電機運転

排水ポンプ運転
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３．チェーン水中切断及び引揚げ

　チェーンを水中切断し，引揚げる歩掛りは下記を標準とする。

（１函当り）

注） １．１函当たりとは，碇けいチェーン(4本)及び補助チェーン(落橋防止チェーン含む)をいう。

２．小規模工事（維持修繕工事）等により，切断箇所が４箇所以下の場合は，本歩掛り

　　の１／２とする。

４．チェーン水中切断

　チェーンの水中での切断歩掛りは，下記を標準とする。

（10ヶ所当り）

　注） １．小規模工事（維持修繕工事）等により，切断箇所が４箇所以下の場合は，本歩掛り

　　の１／２とする。

５．チェーン陸上切断

　チェーンの陸上での切断歩掛りは，下記を標準とする。

（20ヶ所当り）

溶 接 工 人 　　　　1.0

％ 　　　　3.0

摘　　要名　　称 規　　格 単位 数量

雑 材 料 式

普 通 作 業 員 人 　　　　3.0

　就8H

溶 接 機 運 転  D300A・海上現場 日 　　　　1.0 　就8H

潜 水 士 船 運 転  D180PS 3～5t吊 日 　　　　1.0

数量

　運6H／就8H引 船 運 転  鋼D300PS 日 　　　　1.0

 35t～40t吊台船300t積

 D300A・海上現場

摘　　要

ｸﾚｰﾝ付台船運転 日 　　　　1.0 　運6H／就8H

名　　称 規　　格 単位

日

雑 材 料

潜 水 士 船 運 転  D180PS 3～5t吊 日

溶 接 機 運 転

普 通 作 業 員 人

％

数量

　　　　1.0

　　　　1.0

　　　　1.0

　　　　1.0

　　　　3.0

　　　　5.0

 鋼D100t積

日

 鋼D300PS引 船 運 転

ｸﾚｰﾝ付台船運転  35t～40t吊台船300t積

日

日 　就8H

　就8H

摘　　要

　運6H／就8H

規　　格

　　　　1.0 　運6H／就8H

単位名　　称

溶 接 機 運 転

普 通 作 業 員

雑 材 料

台 船 運 転

 D300A・陸上現場 日 　　　　1.0

人 　　　　1.0
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　渡 橋 引 揚 げ 及 び 架 設

１．渡橋引揚工

　渡橋の水中からの引揚げ歩掛りは下記を標準とする。

一般的な渡橋の場合

（１基当り）

函間渡橋の場合

（１基当り）

備考）１．起重機船及びクレーン付台船の規格は引場げる渡橋の重量，経済性等考慮の上選定する　

　　　　こととし，機種の選定は赤本第１部４節本体工４．２ブロック式３－１－４を準用する。

　　　２．引船の規格の選定は上記１．と同様とする。

２．渡橋架設工

原則として，浮体式係船岸積算マニュアル（案）４章４節を準用する。

普 通 作 業 員

日 　　　　0.5 　運2H／就8H

溶 接 機 運 転  手動　300A 日 　　　　1.0

ｸﾚｰﾝ付台船運転

名　　称 規　　格

引 船 運 転

潜 水 士 船 運 転  D180PS 3～5t吊

単位 数量 摘　　要

日 　　　　1.0 　就8H

　　　　3.0

人 　　　　2.0

数量

非航起重機船運転
日 　　　　0.5 　運6H／就8H

雑 材 料 ％

摘　　要

ｸﾚｰﾝ付台船運転
日 　　　　0.25 　運6H／就8H

非航起重機船運転

名　　称 規　　格 単位

　就8H

引 船 運 転 日 　　　　0.25 　運2H／就8H

　　　　0.25潜 水 士 船 運 転  D180PS 3～5t吊 日

雑 材 料 ％ 　　　　2.0

普 通 作 業 員 人 　　　　0.5
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　カーテンウォール工

1．カーテンウォール取付の積算

（１）カーテン版据付 （３基当たり）

備考）　１．起重機船及びクレーン付台船の規格はカーテンウォールブロックの重量，現地条

　　　　　件等を考慮し，経済的な機種を選定することとし，機種の選定は赤本第１部４節本

　　　　　体工４．４ブロック式を準用する。

　　　　２．引船の規格の選定は上記１．と同様とする。

（２）受けビーム取付

　原則として，以下の歩掛を適用する。

　○受けビーム取付　　　３箇所当り

　　注）１．１箇所とは，カーテンウォールブロック１個に対して取付ける受ビーム２個を示す。

 雑材料 式

 普通作業員 人 4.0

 運２Ｈ／就８Ｈ

 とび工 人 2.0

 引船運転 日 1.0

備　　考

 クレーン付台船運転

名　　　称 形状寸法 単位 数　量

 非航起重機船運転
日 1.0  運６Ｈ／就８Ｈ

 雑材料 式

 普通作業員 人 2.0

 溶接工 人 1.0

 とび工 人 1.0

 溶接機運転  手動300A　海上 日 1.0

 運６Ｈ／就８Ｈ

 引船運転  鋼D300PS 日 1.0  運２Ｈ／就８Ｈ

 クレーン付台船運転  35t～40t吊 日 1.0

名　　　称 形状寸法 単位 数　量 備　　考
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（３）モルタル注入

　原則として，以下の歩掛を適用する。

　○モルタル注入　　　１０ｍ
3
当り

単位

　　注）１．レディミクストモルタルは，雑材料の対象としない。

（４）止水バンド取付

　○止水バンド取付　　　５組当り

　　注）１．１組とは，カーテンウォールブロック１個に対して取付ける止水バンド２個を示す。

　　　　２．クレーン類の規格は，現場条件により決定する。

   0.5

   0.5

   0.5

   0.5

 就業8H

   1.5

   0.5

 就業8H

 運2H／就8H

   0.5

式

日

日

日

日

人

人

日

名　　　称

 レディミクストモルタル

D180PS型 3～5ｔ吊

 鋼300積

 鋼D200PS

 37～100㍑/min

 45KVA

 雑材料

 引船運転

備　　考

 割増含む

形状寸法

ｍ
3   13.0

数　量

 台船運転

 普通作業員

 グラウトポンプ運転

 発動発電機運転

 特殊作業員

 潜水士船運転

引 船

潜 水 士 船

普 通 作 業 員

雑 材 料 式

 就業8H

数　量

5

1

1

備　　考

 割増含む

 就業8H

 運2H／就8H

3

単位

％

日

日

人

名　　　称 形状寸法

日 1

運転  　　　　　ｔ吊

 鋼Ｄ　　　　PS型

消 耗 品 費

溶 接 機

〃 

と び 工 人 1

 D300A

日 D180PS型 3～5t吊 1〃 

ｸ ﾚ ｰ ﾝ 付 台 船
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第Ⅵ編 市場単価 

章 節 項  目 運                 用 

２  市 場 単 価 １．加算率（施工規模）について、変更時に数量の増減・工種の追加

等により加算率が変わる場合は、加算率を変更するものとする  

       

２．市場単価を運用できない範囲において、特別調査等別途考慮する

ものは、特別調査によるものとする。

なお、市場単価方式の特別調査には、１．５～２ヶ月程度の期間

が必要となるので余裕を持って調査依頼を行うこと。 

 

３．市場単価の工程算出については、基準書第Ⅰ編第 12 章5）市場単

価の１日当り標準施工量により算出するものとする。 

 

４．通常勤務すべき時間帯（８時～17 時）を変更して、作業時間が夜

間（20 時～６時）にかかる場合は、市場単価の中で補正を設定し

ているので、労務費の調整係数は 1.0 とする。 

なお、１日の作業時間を制限する場合においても、同様の扱いと

する。 

 

５．各工種の運用 

１）区画線工 

① 区画線消去作業は、溶融式、ペイント式、供用区間、未供用

区間の区分がなく、いずれの場合についてもこの市場単価を適

用できる。なお、コンクリート舗装の上に施工された区画線及

び道路標示の消去の場合は適用できない。 

② 仮区画線で長期的な仮設、警察協議等により溶融式、ペイン

ト式自走を施工する場合は市場単価を適用する。なお、粘着テ

ープ、手作業によるペイント塗布、ローラー塗布による仮区画

線は、共通仮設費率分に含まれるものとする。 

③ 溶融式の加算率（施工規模）については、一工事の溶融式（供

用区間・未使用区間）の合計数量で判定する。ペイント式につ

いても同様に考える。 

  ④ 区画線消去に伴う削りかすの処分については、廃棄物の処理

   及び清掃に関する法律により適正に処理するものとする。なお

   処分に要する費用は、市場単価に含んでいるが、産業廃棄物税

については含まれていないので、別途考慮すること。 
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章 節 項  目 運                 用 

   ２）高視認性区画線工 

① リブ式溶融式の加算率（施工規模）については、一工事のリ

ブ式溶融式（供用区間・未供用区間）の合計数量により判定す

る。リブ式二液反応式、非リブ式（溶融式）、貼付式について

も同様に考える。 

  ② 区画線消去に伴う削りかすの処分については、廃棄物の処理

   及び清掃に関する法律により適正に処理するものとする。なお

   処分に要する費用は、市場単価に含んでいるが、産業廃棄物税

については含まれていないので、別途考慮すること。 

 

３）インターロッキングブロック工 

一般的構造断面で施工する場合に部分的にあるハンドホー 

ルや蓋部の施工についても市場単価が適用できる。また、この

場合ブロックを薄いもので施工することとなるが、使用するブ

ロックは一般部の厚さで計上すること（数量を区分する必要は

ない）なお、キャブの蓋部に連続して設置または撤去する場合

は市場単価が適用出来ない。 

 

４）－１防護柵設置工（ガードレール、ガードパイプ、横断・転落

防止柵） 

① 事故後の撤去及び更新については、基準書第Ⅳ編第３章防

護柵復旧工により積算を行うものとする。 

② 各防護柵の土中建込は、建込方法（機械建込・人力建込）を

   問わず適用出来る。 

 

  ４）－２防護柵設置工（落石防護柵、落石防止網） 

① 落石防護柵について 

 ・排土口（除石開閉口）の有無にかかわらず市場単価が適用

  出来る。なお、排土口部の支柱設置は、端末支柱に類似し

た支柱構造であれば、端末支柱設置が適用出来る。但し、

排土口部の支柱構造をこれ以外に指定する場合は、支柱構

造により別途積み上げ計上すること。 

② 落石防止網について 

 ・落石防止網の撤去は市場単価では適用出来ないので、別途

  特別調査等により積算する。 
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章 節 項  目 運                 用 

   ５）法面工《モルタル吹付工、コンクリート吹付工、植生基材吹付工、客

土吹付工、種子散布工、植生マット工、繊維ネット工、植生シート工、

植生筋工、筋芝工、張芝工、枠内吹付工（モルタル・コンクリート・

植生基材吹付工）、吹付枠工》 

① モルタル吹付工、コンクリート吹付工で水抜パイプ、土砂流出防止

網及び目地材の有無によらず適用出来、その材料費を計上する必要は

ない。 

② 客土等吹付材料、種子散布工の種子は、気候、風土等により適する

材料が異なるので採用にあたっては十分注意すること。なお、市場単

価が適用できる種子は表２．６「主体種子」に限定されるため、これ

以外の種子を主体に使用する場合は別途考慮すること。 

③モルタル吹付工 

(1)モルタル吹付工の配合は、セメント１：砂４を標準とする。

(2)モルタル吹付工の吹付厚さ 

   モルタル吹付は、土圧などの外力に抵抗できるものではないが、

法面全体が均質でなく、気象による変化もあるので、クラック防

止等のためにラスを挿入することを原則とする。 

      設計上からの吹付最小厚さは、 

         ラスの腐蝕防止のためのかぶり     30mm 

         地山との離れ                     30mm 

         ラス自体の厚さ（重ね等を含む）   10mm    

                   計                     70mm 

      となる。しかし、吹付前の法面には必ず凹凸があり、この面に

順応した等厚の吹付面を作ることは不可能で部分的に厚さにバラ

ツキが生じる。このバラツキを考慮した施工上の吹付厚さは、

70mm÷（１－0.3）＝100mm となる。 

             0.3：変動係数 

           以上のように法面保護として設計上必要な最小厚さは 

         70mm となるが施工上のバラツキを考慮すれば吹付厚さは 

     100mm 必要である。 

           故に、モルタル吹付厚は平均 100mm とし、吹付最小厚さ 

         は 70mm とする。 

        なお、現地法面の凹凸の度合いが大きく、この値を守る  

         ことが出来ないと判断される場合は、二次法面整形等と比

         較検討のうえ決定する。 

④ 吹付枠工 

     (1)吹付材料の配合 

          市場単価では、コンクリート・モルタルの区分及び配合の

       仕様は問わず適用出来るが、現地の施工にあたっては、モル

タル吹付を標準とする。 
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章 節 項  目 運                 用 

   ⑤ 植生シート工における環境品（「循環型」及び「分解（腐食）

型」）の主な製品は下表のとおり。 

     植生シート（肥料袋無・環境品） 

     

 

 

 

 

６）橋梁塗装工 

① 工場塗装工については、「第Ⅳ編第７章2)－１橋梁塗装工

（工場塗装及び塗装前処理）」により積算するものとする。 

② 橋梁塗替塗装の素地調整で発生するケレンかすの処分につ

いては、廃棄物処理及び清掃に関する法律により適正に処理す

るものとする。 

   また、残塗料及び空缶等の処分に要する費用は共通仮設費

（準備費）に含まれる。 

 

７）橋梁付属物工（橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮

  継手装置設置工） 

① 橋梁用伸縮継手装置設置工における新設の市場単価は先付

工法を問わず適用出来るが、選択した工法により、発生する廃

材の運搬及び処分費を計上すること。 

 

８）薄層カラー舗装 

① 加算率（施工規模）については、一工事の各区分（工種）ご

との数量により判定する。 

 

９）道路標識設置工 

① 加算率（施工規模）については一工事の各区分（工種）ごと

の数量により判定する。 

② 表２．９路側式標識柱・基礎撤去（単柱式・複柱式）は、基

礎の撤去を含んでいるので、基礎の撤去が必要ない場合は、下

記により積算すること。 

なお、加算率・補正係数は、基礎を含むものと同様の扱いと

する。 

 

 

 

 

注）支柱の切断費を含む。 

タ イ プ 製  品  名 

循環型 ハリシバモック、張りウッド 

分解（腐食）型 ペパール 

区     分 規格・仕様 単位 コード 

単柱式(基礎なし) 基  
路側式 

複柱式(基礎なし) 

柱径φ60.5 φ76.3

  φ89.1 φ101.6 基  
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章 節 項  目 運                 用 

   ③ 単柱等の取付金具について（市場単価・標識板設置）路線番

号・警戒標識等の取付金具は一般的にＵ型バンド、Ｍ型バンド

の二種類である。Ｕ型は単柱とか複柱の取付金具であり、Ｍ型

は一本の支柱の両面板を取り付ける場合に使用するものとす

る。 

Ｕ型バンド 

標識１枚当りの組数は下記による。 

φ76.3 以下・・・・・・・・２組 

φ89.1（２倍以上）・・・・・３組 

φ89.1（1.6 倍以下）・・・・２組 

  ④ 案内標識の取付金具の数量について 

    案内標識の取付金具の数量は、以下により算出してよいものとする。 

① アルミＴアングル……単価×Ａ×２ 

② リブ金具………………単価×（（Ａ／0.3）＋１）×４ 

                  ※Ａ／0.3は少数切り捨ての整数止めとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 取付金具の単価について 

補助案内板や既製品標識板を計上する場合の取付金具の材

料単価は物価資料等によること。 

 

 

 

　  （板）

B

Ａ

リブ金具 Ｔアングル 
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章 節 項  目 運                 用 

   10）道路付属物設置工 

① 加算率（施工規模）については、一工事の各区分（工種）毎

の数量により判定する。 

   

11）軟弱地盤処理工（サンドドレーン工、サンドコンパクションパイル工） 

① サンドドレーン工、サンドコンパクションパイル工に使用 

する砂の種類は「道路土工－軟弱地盤対策工指針」による。 

 

12）鉄筋挿入工（ロックボルト工） 

① 加算率（施工規模）については、一工事の現場条件Ⅰ～Ⅲそ

れぞれの施工数量で判定する。 
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第２章 用地調査等業務費積算基準の運用 
○用地調査等業務費積算基準の運用について 

 
１ 都市計画認可事業で裁決申請図書の作成を委託する場合（１回目の委託時に限る。）の「表

６－１０」は，下表を適用する。 

 

種目 単位 職種 外業 内業 計 備考 

主任技師 ― 0.25 0.25 人  

技師 A ― 4.60 4.60 人  
裁決申請書 

（案）の作成 
件 

技師 B ― 4.60 4.60 人  

※下線部が変更箇所。 
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第3章 公共嘱託登記業務費積算基準 
 

 
 
 

平 成 1 6 年 4 月 1 日 制 定                    
（平成16年12月20日改正）                    

（ 平 成 1 9 年 4 月 1 日 改 正 ）                    

第 1 適用範囲 

この公共嘱託登記業務費積算基準は，公共事業に係る公共嘱託登記を委託に付す場合の

業務を積算するときに適用するものとする。 

業務範囲は次のとおりとする。 

土地家屋調査士 司法書士 

調査業務 登記に関する申請手続 

嘱託手続き業務 書類の作成等 

書類の作成等 相続調査確認業務 

地図訂正申出業務 財産管理人就任業務 

登記測量業務  

 

第 2 委託費の構成 

本積算基準による委託費の構成は，次によるものとする。 

                               
                   

                   

 

 

 

 

第 3 委託費の内容及び積算 

1 業務価格 

（１）人件費 

人件費は，公共嘱託登記に従事する者の人件費で，別紙「公共嘱託登記（土地家屋

調査士）委託歩掛」並びに別紙「公共嘱託登記（司法書士）委託歩掛」を標準とする

ものとし，積算に係る基準日額は，国土交通省が公表する設計業務委託等技術者単価

から，土地家屋調査士，司法書士には測量主任技師を，補助者 A には測量技師補を，

補助者 B には測量助手を使用するものとする。 

 

人件費

諸経費

消費税等相当額

委託費 業務価格

業務 - 25



 2

（２）諸経費 

諸経費は，事務所維持経費等人件費で積算される以外の経費で，人件費の 40％を

標準とする。 

2 業務価格の端数処理 

業務価格の端数処理は，原則として 1,000 円未満を切り捨てるものとする。 

3 消費税及び地方消費税相当額 

消費税及び地方消費税相当額は，業務価格に消費税及び地方消費税率（5％）を乗じ

て得た額を計上するものとする。 

 

第 4 別紙「公共嘱託登記（土地家屋調査士）委託歩掛」について 

本歩掛は，必要な書類を発注者において収集した場合の歩掛であり，これらの書類の収

集を受注者に依頼した場合は，別途，適正に定めるものとする。 

（1）標石，材料費及びその運搬費は実費とする。 

（2）目的地まで往復 20 ㎞を超える旅費については，別途，実費を加算することができ

る。 

（3）本歩掛に定めのない事項又は委託の内容等に異なる慣行がある場合については，別

途，適正に定めるものとする。 

 

第 5 別紙「公共嘱託登記（司法書士）委託歩掛」について 

（1）本歩掛は，必要な書類を発注者において収集した場合の歩掛であり，これらの書類

の収集を受注者に依頼した場合は，別途，適正に定めるものとする。 

（2）不動産の個数が 5 個を超えるときには，発注者及び受注者で協議の上，不動産の個

数 5 個までを 1 件とすることができる。 

（3）本歩掛に定めのない事項又は委託の内容等に異なる慣行がある場合については，別

途，適正に定めるものとする。 
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別紙

種別 細別 単位
土地家屋調査士

（人）
補助者A（人）補助者B（人） 備考

（１）資料調査 ア.公簿類 1筆個 0.016

イ.地図類 1筆 0.016

ウ.図面類 1筆個 0.036

エ.疎明書面 1件 0.074

（２）現地調査
　①事前調査

1件 0.284 0.284 0.218

　②筆界確認 ア.多角測量 1点 0.168 0.168 0.125

イ.復元測量 1点 0.117 0.117 0.056

ウ.画地調整 1区画 0.254 0.254

〃 加算1区画ごと 0.169 0.169

　③立会
ア.民有地境界
A.立会確認

1点 0.069 0.069 0.041

B．測距・探索 1点 0.09 0.09 0.062

C．特殊作業 1点 0.111 0.111 0.083

イ.公共用地境
界Aランク

1点 0.148 0.148 0.093

Bランク 1点 0.521 0.521 0.264

Cランク 1点 0.636 0.636 0.328

種別 細別 単位
土地家屋調査士

（人）
補助者A（人）補助者B（人） 備考

（１）面積測量
　土地

地積
100㎡以下

1筆 0.418 0.418 0.176

200㎡以下 1筆 0.518 0.518 0.249

300㎡以下 1筆 0.596 0.596 0.306

400㎡以下 1筆 0.661 0.661 0.353

600㎡以下 1筆 0.771 0.771 0.433

800㎡以下 1筆 0.864 0.864 0.5

1,000㎡以下 1筆 0.944 0.944 0.559

2,000㎡以下 1筆 1.264 1.264 0.791

3,000㎡以下 1筆 1.509 1.509 0.969

4,000㎡以下 1筆 1.715 1.715 1.119

5,000㎡以下 1筆 1.897 1.897 1.252

5,000㎡超 1,000㎡ 0.141 0.141 0.103

（２）境界標設置 ア．境界点測設 1点 0.095 0.095 0.052

イ．境界標埋設 1点 0.093 0.093 0.093

ウ．引照点測量 1点 0.128 0.128 0.076

公共嘱託登記（土地家屋調査士）委託歩掛

注：（１）面積測量の加減率について
地域区分，作業の難易度により加算又は減算することができる。
加減率については，「公共嘱託登記業務費積算基準の運用」に定める加減率によるものとする。

注：（２）境界標設置の加減率について
地域区分，作業の難易度により加算又は減算することができる。
加減率については，「公共嘱託登記業務費積算基準の運用」に定める加減率によるものとする。

１．調査業務

注：②筆界確認の加減率について
地域区分，作業の難易度により加算又は減算することができる。
加減率については，「公共嘱託登記業務費積算基準の運用」に定める加減率によるものとする。

注：③立会の加減率について
地域区分，作業の難易度により加算又は減算することができる。
加減率については，「公共嘱託登記業務費積算基準の運用」に定める加減率によるものとする。

２．登記測量業務

業務 - 27 



別紙

公共嘱託登記（土地家屋調査士）委託歩掛

種別
土地家屋調査士

（人）
補助者A（人）補助者B（人） 備考

0.224 0.208

0.162 0.074

0.274 0.157

0.274 0.157

0.074 0.012

　地積の変更・更正 0.224 0.157

0.162 0.024

　合筆 0.074 0.157 ※現地調査費別途加算

0.012 0.012

　地目の変更 0.074 0.157 ※現地調査費別途加算

0.012 0.012

　滅失 0.074 0.157 ※現地調査費別途加算

0.012 0.012

　所有者の更正 0.074 0.157 ※現地調査費別途加算

0.012 0.012

　所有者の表示変
更・更正

0.074 0.157

0.012 0.012

（2）現地調査費 0.212 0.074

種別
土地家屋調査士

（人）
補助者A（人）補助者B（人） 備考

（１）書類の作成
　文案を要するもの

0.081

　文案を要しないも
の

0.04

（２）謄抄本交付申請
手続及び受領

0.032

（３）原本の複製 0.004 0.024

３．申請手続き業務

単位（1件当たり）

1筆

1筆

加算　1筆増すごとに

分筆後の土地2筆まで

加算　1筆増すごとに

同一人２筆目以降

1筆

加算　1筆増すごとに

1筆

1筆

加算　1筆増すごとに

合筆前の土地2筆まで

加算　1筆増すごとに

加算　1筆増すごとに

1筆

加算　1筆増すごとに

（1）土地
　表示

　分筆

1通

1通

単位（1件当たり）

1通

1通

1件

４．書類の作成等

加算　1筆増すごとに
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別紙

公共嘱託登記（土地家屋調査士）委託歩掛

1.調査業務

種別 細別 単位
土地家屋調査士

（人）
補助者A（人） 補助者B（人） 備考

資料調査 公簿類 1筆 0.016

地図類 1筆 0.016

図面類 1筆 0.036

疎明書面 1通 0.074

現地調査　　　　　事
前調査

1件 0.284 0.284 0.218

立会 民有地境界 1筆 0.276 0.276 0.164 ③立会ア－Aの4倍

公共用地境界 1筆 0.444 0.444 0.279 ③立会イ－Aの3倍

2.嘱託業務

種別
土地家屋調査士

（人）
補助者A（人） 補助者B（人） 備考

地図訂正申出書　図
面添付の場合

0.224 0.157

地図訂正申出書　図
面不要の場合

0.074 0.157

筆数加算 0.012 0.012

地図訂正前図の作
成

0.081

地図訂正後図の作
成

0.081

筆数加算 0.032

承諾書作成 0.081

現地調査書 0.081

実地調査立会 0.212 0.074

地図の解析　　　公
簿類（旧土地台帳＋
現在事項＋閉鎖）

0.048
資料調査　公簿類の
3倍

地図の解析　　　地
図類（現在事項＋閉
鎖）

0.032
資料調査　公簿類の
2倍

図面類 0.036

交渉調印業務 0.714

1筆

1筆

1人

1通

1通

1件

1筆

1筆

1葉

1葉

1筆

5.地図訂正申出業務

単位（1件当たり）

1件

1件
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費
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注
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②
筆
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確
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加
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つ
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区
分
，
作
業
の
難
易
度
に
よ
り
加
算
又
は
減
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
減
率
に
つ
い
て
は
，
「
公
共
嘱
託
登
記
業
務
費
積
算
の
運
用
」
に
定
め
る
加
減
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に
よ
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る
。

注
：
②
立
会
の
加
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つ
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地
域
区
分
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作
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難
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よ
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又
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と
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る
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※
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査
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補
助
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，
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助
者
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人
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費
の
基
準
日
額
は
，
そ
れ
ぞ
れ
測
量
主
任
技
師
（
3
1
,0
0
0
）
，
測
量
技
師
補
（
2
1
,6
0
0
）
，
測
量
助
手
（
2
1
,1
0
0
）
〔
平
成
2
4
年
度
単
価
〕
と
し
た
。

1
/
4
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,4
8
0

1
2
,9
9
0

4
5
,4
7
0

単
0
1
7

地
積
　
3
0
0
㎡
以
下

1
筆

0
.5
9
6

0
.5
9
6

0
.3
0
6

1
8
,4
7
0

1
2
,8
7
0

6
,4
5
0

3
7
,7
9
0

1
5
,1
1
0

5
2
,9
0
0

単
0
1
8

地
積
　
4
0
0
㎡
以
下

1
筆

0
.6
6
1

0
.6
6
1

0
.3
5
3

2
0
,4
9
0

1
4
,2
7
0

7
,4
4
0

4
2
,2
0
0

1
6
,8
8
0

5
9
,0
8
0

単
0
1
9

地
積
　
6
0
0
㎡
以
下

1
筆

0
.7
7
1

0
.7
7
1

0
.4
3
3

2
3
,9
0
0

1
6
,6
5
0

9
,1
3
0

4
9
,6
8
0

1
9
,8
7
0

6
9
,5
5
0

単
0
2
0

地
積
　
8
0
0
㎡
以
下

1
筆

0
.8
6
4

0
.8
6
4

0
.5

2
6
,7
8
0

1
8
,6
6
0

1
0
,5
5
0

5
5
,9
9
0

2
2
,3
9
0

7
8
,3
8
0

単
0
2
1

地
積
　
1
,0
0
0
㎡
以
下

1
筆

0
.9
4
4

0
.9
4
4

0
.5
5
9

2
9
,2
6
0

2
0
,3
9
0

1
1
,7
9
0

6
1
,4
4
0

2
4
,5
7
0

8
6
,0
1
0

単
0
2
2

地
積
　
2
,0
0
0
㎡
以
下

1
筆

1
.2
6
4

1
.2
6
4

0
.7
9
1

3
9
,1
8
0

2
7
,3
0
0

1
6
,6
9
0

8
3
,1
7
0

3
3
,2
6
0

1
1
6
,4
3
0

単
0
2
3

地
積
　
3
,0
0
0
㎡
以
下

1
筆

1
.5
0
9

1
.5
0
9

0
.9
6
9

4
6
,7
7
0

3
2
,5
9
0

2
0
,4
4
0

9
9
,8
0
0

3
9
,9
2
0

1
3
9
,7
2
0

単
0
2
4

地
積
　
4
,0
0
0
㎡
以
下

1
筆

1
.7
1
5

1
.7
1
5

1
.1
1
9

5
3
,1
6
0

3
7
,0
4
0

2
3
,6
1
0

1
1
3
,8
1
0

4
5
,5
2
0

1
5
9
,3
3
0

単
0
2
5

地
積
　
5
,0
0
0
㎡
以
下

1
筆

1
.8
9
7

1
.8
9
7

1
.2
5
2

5
8
,8
0
0

4
0
,9
7
0

2
6
,4
1
0

1
2
6
,1
8
0

5
0
,4
7
0

1
7
6
,6
5
0

単
0
2
6

地
積
　
5
,0
0
0
㎡
超

1
,0
0
0
㎡

0
.1
4
1

0
.1
4
1

0
.1
0
3

4
,3
7
0

3
,0
4
0

2
,1
7
0

9
,5
8
0

3
,8
3
0

1
3
,4
1
0

単
0
2
7

（
２
）
境

界
標

設
置

ア
．
境

界
点

測
設

1
点

0
.0
9
5

0
.0
9
5

0
.0
5
2

2
,9
4
0

2
,0
5
0

1
,0
9
0

6
,0
8
0

2
,4
3
0

8
,5
1
0

単
0
2
8

イ
．
境

界
標

埋
設

1
点

0
.0
9
3

0
.0
9
3

0
.0
9
3

2
,8
8
0

2
,0
0
0

1
,9
6
0

6
,8
4
0

2
,7
3
0

9
,5
7
0

単
0
2
9

ウ
．
引

照
点

測
量

1
点

0
.1
2
8

0
.1
2
8

0
.0
7
6

3
,9
6
0

2
,7
6
0

1
,6
0
0

8
,3
2
0

3
,3
2
0

1
1
,6
4
0

単
0
3
0

2
.登

記
測

量
業

務

注
：
（
１
）
面
積
測
量
の
加
減
率
に
つ
い
て

地
域
区
分
，
作
業
の
難
易
度
に
よ
り
加
算
又
は
減
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
減
率
に
つ
い
て
は
，
「
公
共
嘱
託
登
記
業
務
費
積
算
の
運
用
」
に
定
め
る
加
減
率
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

注
：
（
２
）
境
界
標
設
置
の
加
減
率
に
つ
い
て

地
域
区
分
，
作
業
の
難
易
度
に
よ
り
加
算
又
は
減
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
減
率
に
つ
い
て
は
，
「
公
共
嘱
託
登
記
業
務
費
積
算
の
運
用
」
に
定
め
る
加
減
率
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

2
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公
共

嘱
託

登
記

（
土

地
家

屋
調

査
士

）
委

託
歩

掛
　
積

算
例

種
別

土
地
家
屋
調
査
士

（
人
）

補
助
者
A

（
人
）

補
助
者
B

（
人
）

人
件
費

土
地
家
屋

人
件
費

補
助
者
A

人
件

費
補
助
者
B

人
件
費
計

諸
経
費

金
額

備
考

コ
ー
ド

0
.2
2
4

0
.2
0
8

0
6
,9
4
0

4
,4
9
0

0
1
1
,4
3
0

4
,5
7
0

1
6
,0
0
0

単
0
3
1

0
.1
6
2

0
.0
7
4

0
5
,0
2
0

1
,5
9
0

0
6
,6
1
0

2
,6
4
0

9
,2
5
0

単
0
3
2

0
.2
7
4

0
.1
5
7

0
8
,4
9
0

3
,3
9
0

0
1
1
,8
8
0

4
,7
5
0

1
6
,6
3
0

単
0
3
3

0
.2
7
4

0
.1
5
7

0
8
,4
9
0

3
,3
9
0

0
1
1
,8
8
0

4
,7
5
0

1
6
,6
3
0

単
0
3
4

0
.0
7
4

0
.0
1
2

0
2
,2
9
0

2
5
0

0
2
,5
4
0

1
,0
1
0

3
,5
5
0

単
0
3
5

0
.2
2
4

0
.1
5
7

0
6
,9
4
0

3
,3
9
0

0
1
0
,3
3
0

4
,1
3
0

1
4
,4
6
0

単
0
3
6

0
.1
6
2

0
.0
2
4

0
5
,0
2
0

5
1
0

0
5
,5
3
0

2
,2
1
0

7
,7
4
0

単
0
3
7

0
.0
7
4

0
.1
5
7

0
2
,2
9
0

3
,3
9
0

0
5
,6
8
0

2
,2
7
0

7
,9
5
0

※
現
地
調
査
費
別
途
加
算

単
0
3
8

0
.0
1
2

0
.0
1
2

0
3
7
0

2
5
0

0
6
2
0

2
4
0

8
6
0

単
0
3
9

0
.0
7
4

0
.1
5
7

0
2
,2
9
0

3
,3
9
0

0
5
,6
8
0

2
,2
7
0

7
,9
5
0

※
現
地
調
査
費
別
途
加
算

単
0
4
0

0
.0
1
2

0
.0
1
2

0
3
7
0

2
5
0

0
6
2
0

2
4
0

8
6
0

単
0
4
1

0
.0
7
4

0
.1
5
7

0
2
,2
9
0

3
,3
9
0

0
5
,6
8
0

2
,2
7
0

7
,9
5
0

※
現
地
調
査
費
別
途
加
算

単
0
4
2

0
.0
1
2

0
.0
1
2

0
3
7
0

2
5
0

0
6
2
0

2
4
0

8
6
0

単
0
4
3

0
.0
7
4

0
.1
5
7

0
2
,2
9
0

3
,3
9
0

0
5
,6
8
0

2
,2
7
0

7
,9
5
0

※
現
地
調
査
費
別
途
加
算

単
0
4
4

0
.0
1
2

0
.0
1
2

0
3
7
0

2
5
0

0
6
2
0

2
4
0

8
6
0

単
0
4
5

0
.0
7
4

0
.1
5
7

0
2
,2
9
0

3
,3
9
0

0
5
,6
8
0

2
,2
7
0

7
,9
5
0

単
0
4
6

0
.0
1
2

0
.0
1
2

0
3
7
0

2
5
0

0
6
2
0

2
4
0

8
6
0

単
0
4
7

（
２
）
現

地
調

査
費

0
.2
1
2

0
.0
7
4

0
6
,5
7
0

1
,5
9
0

0
8
,1
6
0

3
,2
6
0

1
1
,4
2
0

単
0
4
8

種
別

土
地
家
屋
調
査
士

（
人
）

補
助
者
A

（
人
）

補
助
者
B

（
人
）

人
件
費

土
地
家
屋

人
件
費

補
助
者
A

人
件

費
補
助
者
B

人
件
費
計

諸
経
費

金
額

備
考

コ
ー
ド

（
１
）
書

類
の

作
成

文
案
を
要
す
る
も

0
.0
8
1

0
0

2
,5
1
0

0
0

2
,5
1
0

1
,0
0
0

3
,5
1
0

単
0
4
9

文
案
を
要
し
な
い

も
の

0
.0
4

0
0

1
,2
4
0

0
0

1
,2
4
0

4
9
0

1
,7
3
0

単
0
5
0

（
２
）
謄

抄
本

交
付

申
請

手
続

及
び

0
0
.0
3
2

0
0

6
9
0

0
6
9
0

2
7
0

9
6
0

単
0
5
1

（
３
）
原

本
の

複
製

0
.0
0
4

0
.0
2
4

0
1
2
0

5
1
0

0
6
3
0

2
5
0

8
8
0

単
0
5
2

1
通

1
通

1
通

4
.書

類
の

作
成

等

単
位
（
1
件
当
た
り
）

1
通

1
筆

1
筆

1
件

加
算
　
1
筆
増
す
ご
と

1
筆

加
算
　
1
筆
増
す
ご
と

加
算
　
1
筆
増
す
ご
と

単
位
（
1
件
当
た
り
）

1
筆

加
算
　
1
筆
増
す
ご
と

分
筆
後
の
土
地
2
筆
ま
で

1
筆

加
算
　
1
筆
増
す
ご
と

3
.嘱

託
手

続
業

務

（
１
）
土

地
表

示

同
一
人
2
筆
目
以
降

分
筆

地
積

の
変

更
・
更

正

加
算
　
1
筆
増
す
ご
と

1
筆

加
算
　
1
筆
増
す
ご
と

所
有

者
の

表
示

変
更

・
更

正

合
筆

地
目

の
変

更

滅
失

所
有

者
の

更
正

合
筆
前
の
土
地
2
筆
ま
で

加
算
　
1
筆
増
す
ご
と

3
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公
共

嘱
託

登
記

（
土

地
家

屋
調

査
士

）
委

託
歩

掛
　
積

算
例

1
.調

査
業

務

種
別

細
別

単
位

土
地
家
屋
調
査

士
（
人
）

補
助
者
A

（
人
）

補
助
者

B
（
人
）

人
件
費

土
地
家
屋

人
件
費

補
助
者
A

人
件

費
補
助
者
B

人
件
費
計

諸
経
費

金
額

備
考

コ
ー
ド

公
簿
類

1
筆

0
.0
1
6

0
0

4
9
0

0
0

4
9
0

1
9
0

6
8
0

単
0
5
3

地
図
類

1
筆

0
.0
1
6

0
0

4
9
0

0
0

4
9
0

1
9
0

6
8
0

単
0
5
4

図
面
類

1
筆

0
.0
3
6

0
0

1
,1
1
0

0
0

1
,1
1
0

4
4
0

1
,5
5
0

単
0
5
5

疎
明
書
面

1
通

0
.0
7
4

0
0

2
,2
9
0

0
0

2
,2
9
0

9
1
0

3
,2
0
0

単
0
5
6

現
地

調
査

事
前

調
査

1
件

0
.2
8
4

0
.2
8
4

0
.2
1
8

8
,8
0
0

6
,1
3
0

4
,5
9
0

1
9
,5
2
0

7
,8
0
0

2
7
,3
2
0

単
0
5
7

民
有
地
境
界

1
筆

0
.2
7
6

0
.2
7
6

0
.1
6
4

8
,5
5
0

5
,9
6
0

3
,4
6
0

1
7
,9
7
0

7
,1
8
0

2
5
,1
5
0

③
立
会
ア
ー
A
の
4
倍
額

単
0
5
8

公
共
用
地
境
界

1
筆

0
.4
4
4

0
.4
4
4

0
.2
7
9

1
3
,7
6
0

9
,5
9
0

5
,8
8
0

2
9
,2
3
0

1
1
,6
9
0

4
0
,9
2
0

③
立

会
イ
ー
A
の

3
倍

額
単

0
5
9

2
.嘱

託
業

務

種
別

土
地
家
屋
調
査
士

（
人
）

補
助
者
A

（
人
）

補
助
者
B

（
人
）

人
件
費

土
地
家
屋

人
件
費

補
助
者
A

人
件

費
補
助
者
B

人
件
費
計

諸
経
費

金
額

備
考

コ
ー
ド

地
図

訂
正

申
出

書
　
図

面
添

付
の

場
合

0
.2
2
4

0
.1
5
7

0
6
,9
4
0

3
,3
9
0

0
1
0
,3
3
0

4
,1
3
0

1
4
,4
6
0

単
0
6
0

地
図

訂
正

申
出

書
　
図

面
不

要
の

場
合

0
.0
7
4

0
.1
5
7

0
2
,2
9
0

3
,3
9
0

0
5
,6
8
0

2
,2
7
0

7
,9
5
0

単
0
6
1

筆
数

加
算

0
.0
1
2

0
.0
1
2

0
3
7
0

2
5
0

0
6
2
0

2
4
0

8
6
0

単
0
6
2

地
図

訂
正

前
図

の
作

成
0
.0
8
1

0
0

2
,5
1
0

0
0

2
,5
1
0

1
,0
0
0

3
,5
1
0

単
0
6
3

地
図

訂
正

後
図

の
作

成
0
.0
8
1

0
0

2
,5
1
0

0
0

2
,5
1
0

1
,0
0
0

3
,5
1
0

単
0
6
4

筆
数

加
算

0
0
.0
3
2

0
0

6
9
0

0
6
9
0

2
7
0

9
6
0

単
0
6
5

承
諾

書
作

成
0
.0
8
1

0
0

2
,5
1
0

0
0

2
,5
1
0

1
,0
0
0

3
,5
1
0

単
0
6
6

現
地

調
査

書
0
.0
8
1

0
0

2
,5
1
0

0
0

2
,5
1
0

1
,0
0
0

3
,5
1
0

単
0
6
7

実
地

調
査

立
会

0
.2
1
2

0
.0
7
4

0
6
,5
7
0

1
,5
9
0

0
8
,1
6
0

3
,2
6
0

1
1
,4
2
0

単
0
6
8

地
図

の
解

析
公

簿
類

（
旧

土
地

台
帳

＋
現

在
事

項
＋

閉
鎖

）

0
.0
4
8

0
0

1
,4
8
0

0
0

1
,4
8
0

5
9
0

2
,0
7
0

資
料

調
査

　
公

簿
類

の
単
価
の
3
倍
額

単
0
6
9

地
図

の
解

析
地

図
類

（
現

在
事

項
＋

閉
鎖

）
0
.0
3
2

0
0

9
9
0

0
0

9
9
0

3
9
0

1
,3
8
0

資
料

調
査

　
公

簿
類

の
単
価
の
2
倍
額

単
0
7
0

図
面

類
0
.0
3
6

0
0

1
,1
1
0

0
0

1
,1
1
0

4
4
0

1
,5
5
0

単
0
7
1

交
渉

調
印

業
務

0
.7
1
4

0
0

2
2
,1
3
0

0
0

2
2
,1
3
0

8
,8
5
0

3
0
,9
8
0

単
0
7
2

1
筆

1
人

1
件

1
葉

1
通

1
筆

1
通

1
件

1
筆

1
筆

1
葉

1
筆

単
位
（
1
件
当
た
り
）

1
件

資
料

調
査

立
会

5
.地

図
訂

正
申

出
業

務

4
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別紙

種別 発注単位 司法書士(人） 備考

1.所有権保存 1件 0.18

2.相続 1件 0.42

3.所有権移転 1件 0.3

4.用益権・担保権の設定 1件 0.269

5.用益権・担保権の移転又は処分 1件 0.22

6.登記名義人の表示変更・更正 1件 0.1

7.抹消・変更・その他
　①所有権の登記

1件 0.24

　②所有権以外の登記 1件 0.12

種別 発注単位 司法書士(人） 備考

1.文案を要するもの（民法第903条の特別受益証明書等）
　①正本

1枚 0.08

　②その他 1枚 0.009

2.文案を要しないもの（共同担保目録のみの作成） 1枚 0.02

3.謄抄本・登記事項証明書・登記要約書又は印鑑証明書の請求
及び受領（委任状作成を含む）

1通 0.02

4.登記簿閲覧等（登記の申請手続の代理又は申請書類の作成若
しくは申請行為代理に関する場合は除く）

1用紙 0.02

種別 発注単位 司法書士(人） 備考

割増料Ⅰ
　不動産の個数1個を超える分1個につき

1個 0.02

割増料Ⅱ
　区分建物所有権保存
　　敷地権の移転の登記の効力のあるもの

1件 0.16

　　その他のもの 1件 0.06

割増料Ⅲ
　区分建物の所有権移転で，敷地権の移転の効力のあるもの

1件 0.16

相談業務
　１時間につき

１時間 0.06

種別 発注単位 司法書士(人） 備考

打合業務 １時間 0.06

戸籍等調査 1枚 0.009

調査結果報告書作成 1枚 0.08

相続関係図作成 1枚 0.08

種別 発注単位 司法書士(人） 備考

不在者財産管理人（基本） 1件 4.054

不在者財産管理人（加算） 1件 0.96

相続財産管理人（基本） 1件 4.714

相続財産管理人（加算） 1件 3.04

Ⅴ．財産管理人就任業務

公共嘱託登記（司法書士）委託歩掛

Ⅳ．相続調査確認業務

Ⅰ．登記に関する申請手続

Ⅱ．書類の作成，その他

Ⅲ．割増料・相談業務
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Ⅰ．登記に関する申請手続 31,000 40%

種別 発注単位 司法書士 人件費 諸経費 金額 備考 コード

1.所有権保存 1件 0.18 5,580 2,230 7,810 単001

2.相続 1件 0.42 13,020 5,200 18,220 単002

3.所有権移転 1件 0.3 9,300 3,720 13,020 単003

4.用益権・担保権の設定 1件 0.269 8,330 3,330 11,660 単004

5.用益権・担保権の移転又は処分 1件 0.22 6,820 2,720 9,540 単005

6.登記名義人の表示変更・更正 1件 0.1 3,100 1,240 4,340 単006

7.抹消・変更・その他
　①所有権の登記

1件 0.24 7,440 2,970 10,410 単007

　②所有権以外の登記 1件 0.12 3,720 1,480 5,200 単008

種別 発注単位 司法書士 人件費 諸経費 金額 備考 コード

1.文案を要するもの（民法第903条の
特別受益証明書等）
　①正本

1枚 0.08 2,480 990 3,470 単009

　②その他 1枚 0.009 270 100 370 単010

２.文案を要しないもの（共同担保目
録のみの作成）

1枚 0.02 620 240 860 単011

３.謄抄本・登記事項証明書・登記要
約書又は印鑑証明書の請求及び受
領（委任状作成を含む）

1通 0.02 620 240 860 単012

４.登記簿閲覧等（登記の申請手続の
代理又は申請書類の作成若しくは申
請行為代理に関する場合は除く）

1用紙 0.02 620 240 860 単013

種別 発注単位 司法書士 人件費 諸経費 金額 備考 コード

割増料Ⅰ
　不動産の個数1個を超える分
　1個につき

1個 0.02 620 240 860 単014

割増料Ⅱ
　区分建物所有権保存
　　敷地権の移転の登記の効力の
　　あるもの

1件 0.16 4,960 1,980 6,940 単015

　　その他のもの 1件 0.06 1,860 740 2,600 単016

割増料Ⅲ
　区分建物の所有権移転で，敷地権
　の移転の効力のあるもの

1件 0.16 4,960 1,980 6,940 単017

相談業務
　１時間につき

１時間 0.06 1,860 740 2,600 単018

種別 発注単位 司法書士 人件費 諸経費 金額 備考 コード

打合業務 １時間 0.06 1,860 740 2,600 単019

戸籍等調査 1枚 0.009 270 100 370 単020

調査結果報告書作成 １枚 0.08 2,480 990 3,470 単021

相続関係図作成 １枚 0.08 2,480 990 3,470 単022

種別 発注単位 司法書士(人） 人件費 諸経費 金額 備考 コード

不在者財産管理人（基本） 1件 4.054 125,670 50,260 175,930 単023

不在者財産管理人（加算） 1件 0.96 29,760 11,900 41,660 単024

相続財産管理人（基本） 1件 4.714 146,130 58,450 204,580 単025

相続財産管理人（加算） 1件 3.04 94,240 37,690 131,930 単026

Ⅳ．相続調査確認業務

Ⅴ．財産管理人就任業務

公共嘱託登記（司法書士）委託歩掛　積算例

※人件費の基準日額は，測量主任技師（31,000）〔平成24年度単価〕とした。

※諸経費は人件費の40％とした。

Ⅱ．書類の作成，その他

Ⅲ．割増料・相談業務
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第１章 調査業務 
（１）資料調査 

資料調査とは，法務局等の公的機関その他の者が保管する公簿類，地図類，図面類等の閲

覧，謄写，収集，調査，照合及び分析整理，調書の作成並びに疎明書面の照合及び点検の作

業をいう。 
 

ア． 公簿類 
〔〔解解説説〕〕  

公簿類とは，法務局その他の官公署，組合等が備え付け又は保管する簿冊類の総称である。 
（１） 公簿 

法務局備え付けの土地又は建物登記簿（共同人名票及び共同担保目録を含む。），登記事

項要約書，登記事項証明書，閉鎖登記簿，旧土地台帳又は旧家屋台帳等をいう。 

第１章 調査業務 
（１）資料調査 

ア公簿類 
イ地図類 
ウ図面類 

エ疎明書面 
（２）現地調査 
①事前調査 
②筆界確認 
ア多角測量 
イ復元測量 
ウ画地調整 

③立 会 
ア民有地境界立会 

イ公共用地境界立会 
第２章 測量業務 

（１）面積測量 

土地 
（２）境界標設置 
ア境界点測設 
イ境界標埋設 
ウ引照点測量 

第３章 嘱託手続き業務 
（１）土地 

（２）現地調査費 
第４章 書類の作成等 

（１）書類の作成 
（２）謄抄本交付手続及び受領 

（３）原本の複製 
第５章 地図訂正申出業務 

１．調査業務 
２．嘱託業務 

第６章 附則 
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（２） 簿冊 
① 地方自治体備え付けの固定資産課税台帳，補充課税台帳，名寄帳，道路台帳，河川台

帳，換地明細書等をいう。 
② その他の官公署・組合（解散した組合にあっては，個人を含む。）備え付けの台帳等を含

む。 
〔〔作作業業のの内内容容〕〕  

作業の内容は，公簿類の資料調査業務であり，委託の対象とした作業項目を外・内業に分類

すると，次のとおりである。 
★外業 
 
 
 
 
 
★内業 

 
 
 
 
〔〔運運用用〕〕  
（１）土地１筆又は建物１個（１登記用紙）ごとの基準額として取り扱う。 
（２）閲覧・謄写した土地又は建物の簿冊ごとの筆個を委託の対象とする。 
 
イ． 地図類 
〔〔解解説説〕〕  

地図類とは，法務局又はその他の官公署，組合，個人等が備え付け又は保管する地図類の

総称である。 
① 法務局備え付けの地図又は土地所在図もしくは建物所在図をいう。 
② 地方自治体備え付けの公図副本，地籍図，換地図，道路地図，河川地図等をいう。 
③ 区画整理組合，土地改良区，耕地整理組合（解散した組合等にあっては，個人を含む。）

等が保有する土地所在図，森林施行図等，又は個人が保有する古地図等をいう。 
〔〔作作業業のの内内容容〕〕  

★外業 
 
 
 
 
 
 
 

① 閲覧申請書の作成 
② 申請手続，公簿類の受領 
③ 登記簿，閉鎖登記簿，旧土地台帳，旧家屋台帳及びその他の公簿の閲覧謄写 
④ 閲覧による記載事項の点検 

① 公簿類に係る調査事項の分析整理 
② 調書の作成 
③ 調書の点検 

① 閲覧申請書の作成 
② 申請手続，地図類の受領 
③ 地図類の謄写 
④ 謄写事項の点検 
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★内業 
 
 
 
 
 
〔〔運運用用〕〕  

（１） 土地１筆ごとの基準額として取り扱う。 
（２） 閲覧・謄写した地図類ごとの筆数を委託の対象とする。 
（３） 基準点網図等の閲覧は，図根点１点を１筆として取り扱う。 

ウ．図面類 
〔〔解解説説〕〕  
（１） 図面類とは，法務局その他の官公署，組合，個人等が備え付け又は保管する確定測量図等

の総称である。 
（２） 確定測量図（長狭物の確定測量図を含む。）とは，面積，辺長，境界点及び数値の記載のあ

る図面をいう。 
① 図面 

法務局備え付けの地積測量図，建物図面，各階平面図（閉鎖図面を含む。）等をいう。 
② 測量図等 

ア 地方自治体備え付けの土地区画整理の確定図をいう。 
イ 土地区画整理組合，土地改良区又は耕地整理組合（解散した組合等にあっては，個

人を含む。）等が保有する確定測量図をいう。 
ウ 管理者が保管する公共用地・長狭物の確定測量図（面積の記載のないものを含む。） 
その他これに類する確定測量図をいう。 

〔〔作作業業のの内内容容〕〕  
作業の内容は，図面類の資料調査業務であり，委託の対象とした作業項目を外・内業に分類

すると，次のとおりである。 
★外業 

 
 
 
 
 

★内業 
 
 
 
 
〔〔運運用用〕〕  
（１） 土地１筆又は建物１個ごとの基準額として取り扱う。 

① 謄写地図類の整理 
② 登記事項等の記入 
③ 測量図，確定図，建物図面等の調査事項記入 
④ 各記載事項の点検 

① 閲覧申請書の作成 
② 申請手続，図面等の受領 
③ 測量図，確定測量図，筆界確定資料，建物図面等の謄写 
④ 謄写事項の点検 

① 謄写図面等の整理，合成 
② 登記事項等の記入 
③ 各記載事項の点検 
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（２） 閲覧・謄写した図面類ごとの筆個数を委託の対象として取り扱う。 
（３） 法務局における調査資料を補完するために，他の官公署，団体，組合等において確定図等

を閲覧・謄写したときは，委託の対象として取り扱う。 
 
エ．疎明書面 
〔〔解解説説〕〕  

疎明書面とは，登記済証，保証書，印鑑証明書，住所証明書又は不在住を証する書面，戸籍

等謄抄本又は不在籍を証する書面，農地転用許可書又は届出済証，建築確認通知書及び検査

済証，工事完了引渡証明書又は固定資産税納付証明書等の所有権を証する書面，規約を証す

る書面，相続を証する書面等の総称である。 
〔〔作作業業のの内内容容〕〕  

★内業 
 
 
 
〔〔運運用用〕〕  
（１） 受託事件１件ごとの基準額として取り扱う。 
（２） 疎明書面の添付を必要とする登記嘱託事件についてのみ適用する。 
（３） 疎明書面の複写，複製を必要とする場合は，「第４章 書類の作成等」の「（３）原本の複製」

を適用する。 
 
（２）現地調査 

現地調査とは，事前調査，筆界確認（多角測量，復元測量，画地調整）又は立会（民有地境界，

公共用地境界）の諸作業をいう。 
 

①事前調査 
〔〔解解説説〕〕  

事前調査とは，広島県が現地において指示した事項と前各号の収集した資料に基づき，土地

の物理的状況及び利用状況，地形，境界標識の有無又は測量上準拠すべき基準点の有無等の

調査並びに公共用地若しくは民有地に対する立会に関する作業方法及び日程の協議又は境界

紛争の有無の調査等の諸作業をいう。 
〔〔作作業業のの内内容容〕〕  

作業の内容は，現地の事前調査業務であり，委託の対象とした作業項目を外・内業に分類す

ると，次のとおりである。 
★外業 

 
 
 
 
 

① 委託者持参の図書類の受領，打合せ 
② 受領図書類の分析，照合 

① 対象物件の位置調査，確認（調査素図，地図類等からの現地確認又は必要に応じ

て近隣の居住者，耕作者，山林作業者等からの事情聴取，挨拶，近隣土地の利用

状況の調査等） 
② 境界（杭，擁壁，周壁，側溝その他境界付近の構造物）調査，マーキング等 
③ 調査素図への現況の記入 
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★内業 

 
 
 
〔〔運運用用〕〕  
（１） 受託事件，１件ごとの基準額として取り扱う。 
（２） 建物受託事件並びに嘱託手続業務欄に現地調査費を付記してある登記及び所有者の表示

変更・更正登記の嘱託受託事件には適用しない。 
（３） 嘱託手続業務を伴わない筆界確認，面積測量，境界標埋設等の受託事件にも適用すること

ができる。ただし，測設されている境界点に単に境界標を埋設する場合には適用しない。 
 
②筆界確認 

筆界確認とは，現地と公簿類，地図類，図面類との照合，位置の特定，筆界復元及び筆界確

認の諸作業をいう。 
 

ア．多角測量 
〔〔解解説説〕〕  
（１） 多角測量とは，筆界点の位置の特定のために行う基礎測量で，国家基準点又はこれに準ず

る図根点２点以上を与点として行い，後から実施される各種測量作業の骨格となる精度区分

甲２以上の測量をいう。 
（２） 前項の作業は，多角点からの細部現況測量を含む。 
（３） 前項の作業は，復元測量に必要なトラバース測量にも適用する。 
（４） 基準点が近傍に存しない場合，前項に準じて行う筆界確認のためのトラバース測量にも適用

する。 
（５） 器械点（多角点）１点ごとの基準額として取り扱い，地域区分及び難易度により加算又は減

算をすることができる。 
〔〔作作業業のの内内容容〕〕  

作業の内容は，筆界点の位置を測定するために行う基礎測量業務であり，委託の対象とした

作業項目を外・内業に分類すると，次のとおりである。 
★外業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 対象物件の位置の調査に必要な図面類の整理 
② 調査素図等調査結果の整理 

① 多角点の決定，立入りの承諾等 
② 杭の設置 
③ 観測点の調査 
④ 器械の据付 
⑤ 各視準点までの障害物の撤去，整理 
⑥ 観測 
⑦ 観測点間の検測 
⑧ 器械の移動 
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★内業 
 
 
 
 
 
 

加 減 率 表             
地域区分 

 

難易度 

耕地 
村落地 

（原野） 
準市街地 

市街地 

（森林） 
過密市街地 

測点３点以内 70 70～90 90～110 110～130 130～150 

測点 4～6 点 70～90 90～110 110～130 130～150 150 

急傾斜地又は 

測点 7 点以上 
90～110 110～130 130～150 150 150 

 
〔〔運運用用〕〕  
（１） 加減率表の運用は，各器械点（多角点）又は急傾斜地ごとの難易度に応じて適用する。 
（２） 難易度の各ランクの加減率の運用は測点数に応じて適用し，測点 0 又は 1 点の場合は当該

欄の最下位を，測点 2 点の場合は当該欄の中間値を，測点 3 点の場合は当該欄の上位の

加減率を適用する（以下測点 4～6 点及び 7 点以上の場合 9 点までは同じ）。10 点以上は

上位の加減率を適用する。 
（３） 急傾斜地で測点 6 点以下の場合は，当該欄最下位の加減率を適用する。 
イ．復元測量 
〔〔解解説説〕〕  
（１） 復元測量とは，筆界の標識の不明又は亡失等のため，既存の資料又は画地調整の計算資

料に基づき筆界点を測設する作業をいう。 
（２） 復元点 1 点ごとの基準額を適用し，地域区分により加算又は減算をすることができる。 
〔〔作作業業のの内内容容〕〕  

作業の内容は，筆界点を復元するための測量業務であり，委託の対象とした作業項目を外・

内業に分類すると，次のとおりである。 
★外業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 観測簿等の整理 
② コンピュータへの入力及び点検 
③ 座標計算，点間距離計算及び点検 
④ 展開及び点検 

① 器械の据付 
② 各筆界点までの障害物の撤去，整理 
③ 筆界点の逆打ち 
④ 対象筆界点付近の構築物等の位置関係の点検 
⑤ 筆界点への木杭の打設 
⑥ 筆界点間の検測 
⑦ 設置した筆界点付近の構築物等からの点検測量 
⑧ 器械の移動 
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★内業 

 
 
 
 
 
 
〔〔運運用用〕〕  

復元測量は境界標の測設までを含む作業であるから，境界点測設の委託費は適用することが

できない。地域区分の各ランクの加減率の運用は難易度に応じて適用し，普通の場合は当該欄

の最下位を，困難な場合は当該欄の中間値を，非常に困難な場合は当該欄の上位の加減率を

適用する。 
 
 

加 減 率 表             
地域区分 

 

難易度 

耕地 村落地 準市街地 
市街地 

（森林） 
過密市街地 

普 通 70 90 110 130 

困 難 80 100 120 140 

非常に困難 

70 

90 110 130 150 

 
（注） 

普 通        …対象土地及び利害関係人が筆数程度で，隣接地周辺が平坦で建物・構築
物・樹木・車両・通行人等の障害が少ない場合をいう。 

困 難        …対象土地及び利害関係人が筆数を超え，隣接地周辺が建物・構築物・樹
木・車両・通行人等の障害が多い場合をいう。 

非常に困難        …対象土地が，周辺土地又は対面土地等にわたり，かつ，筆数を超え，利害
関係人が多く，隣接地周辺が，建物・構築物・樹木・車両・通行人等の障害が
過密な場合をいう。 

 
ウ．画地調整 
〔〔解解説説〕〕  
（１） 復元型 

画地調整とは，数筆の土地の位置の特定又は筆界点の復元をする場合に，基礎測量（現況

測量を含む。）で得た既設境界標識，境界周辺の構築物，地形等の筆界確定要素となるデータと，

地図類及び資料調査で収集した既存資料とを照合・点検し，面積や辺長の調整計算を行い，周

辺土地との均衡調整を図り，筆界点を確定するための作業をいう。 
（２） 分筆型 

1 筆又は数筆の土地を分割する場合に面積測量の成果に基づき，広島県の求めに応じて各

筆の面積，辺長を求める区画計算をいう。 
（３） 調整のうえ確定した 1 区画目を基準額とし，1 区画増すごとに加算額を適用し，難易度により

① 対象筆界点座標，筆界点付近の構築物のデータの整理 
② コンピュータへの対象筆界点，各種構築物等のデータ入力及び点検 
③ 復元点の角度・距離の計算及び点検 
④ 対象筆界点・各種構築物等の作図及び点検 
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加算又は減算をすることができる。 
〔〔作作業業のの内内容容〕〕  

作業の内容は，画地調整の業務であり，委託の対象とした画地調整（復元型・分筆型）の作業

項目（内業）を分類すると，次のとおりである。 
★内業 

復元型 分筆型 
①現況点のプロット・点検 ①分割図の作業・点検 
②地図類の拡大・縮小・点検 ②分割点のプロット 
③地図類の座標読取り ③分割点座標計算・作図・点検 
④割込図の作成・点検  
⑤現況点のプロット  
⑥確定筆界点座標計算・作図・点検  

 
〔〔運運用用〕〕  
（１）「第 1 章 調査業務 （２）現地調査の①事前調査」により，筆界の確認ができ，既存の成果図

等と現地が符号する場合には，適用しない。 
難易度 容   易 普   通 困   難 非常に困難 
加減率 70 100 130 150 

（注） 
容 易        …土地区画整理・土地改良・耕地整理・国土調査等が完了した地区で，詳細な

数値資料（各筆の座標計算簿，座標による面積計算簿等）があり，現地の測
量結果がそれらの数値と公差の範囲内で一致し，微量の筆界調整計算を行
って容易に筆界点が求められる場合をいう。 

普 通        …土地区画整理・土地改良・耕地整理・国土調査等が完了した地区で，筆界点
間の距離，内角又は方向角の記載された図面等の資料があり，現地の測量
結果がそれらの数値と公差の範囲内でほぼ一致し，筆界調整計算を行って
筆界点が求められる場合をいう。 

困 難        …筆界点を特定する資料が無く，また資料があっても現地復元性に乏しく，法
務局備え付けの地図に準ずる図面その他の参考資料と現地の占有状況及
び土地の形状とが類似しており，公図割込み，按分計算等複雑な筆界調整
計算を行って筆界点が求められる場合をいう。 

非常に困難        …筆界点を特定する資料が無く，また数値資料があっても現地の形状と大きな
差異があり，法務局備え付けの地図に準ずる図面その他の参考資料と現地
の占有状況及び土地の形状とが大きく異なっている場合で，地域の特殊事情，
歴史的経過等を考慮し参考図面類をデジタイザーで座標読み取りをして，局
部修正をしながら，必要な公図割込み，按分計算等高度な筆界調整計算を
行って筆界点が求められる場合をいう。 

③立会 
境界立会とは，隣接所有者と境界を確認し合意を得るための作業又は民有地と公有地との境

界を確定し合意を得るための作業をいう。 
ア．民有地境界立会 
〔〔解解説説〕〕  
（１） 民有地境界立会とは，民有地の境界について，隣接所有者の立会を得て境界標の認否，合

意の有無等を確認し，筆界の確認を行う作業をいう。 
（２） 作業の難易度等によって A・B・C に区分し，対象筆界点 1 点ごとの基準額とし，地域区分及

び作業の難易度により加算又は減算をすることができる。 
「用語の定義」 
A． 立会・確認 
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境界立会において，既存の境界標識が容易に直視でき，明確な資料が存する場合にする，相

隣者間の合意を得る作業をいう。 
B． 測距・探索 

境界立会において，境界標識が容易に発見できない場合にする，収集資料に基づいて距離及

び角度を測定し，概ね 15ｃｍ程度の表土除去により境界標を探索し，相隣者の合意を得る作業

をいう。又隣接所有者の合意をうける境界確認書に横断面図を添付する場合に適用する。 
C． 特殊重作業 

上記 B のほか，境界立会において，境界標識の全部又は一部が発見できない場合にする，既

存の調査資料に基づき距離，角度の測定により掘削，破砕，伐採等の作業を行って境界標を探

索し，相隣者の合意を得る作業をいう。 
〔〔作作業業のの内内容容〕〕  

作業の内容は，境界立会における筆界確認の業務であり，委託の対象とした民有地境界立会

の作業項目を外・内業に分類すると，次のとおりである。 
★外業 
 
 
 
 
 
 
 
 
★内業 

 
 
 
 
 

 
 

 
〔〔運運用用〕〕  
（１） 各筆界点ごとに作業種別（A・B・C）が異なる場合の取り扱いは，それぞれの筆界点ごとに各

ランクを適用する。 
（２） 加減率表の難易度の適用については，利害関係人，地形，障害，立会の諸要件を考慮して

運用するものとする。 
（３） 加減率表の難易度が各点で異なる場合の取り扱いは，それぞれの筆界点ごとの難易度に応

じて適用する。 
（４） 加減率表の取り扱いは民有地境界立会，公共用地境界立会の共に適用する。 
 

① 既設境界標の立会確認 
② 立会調書の署名又は受領 
③ 移動 
④ 境界杭の測距，探索を伴う立会確認 
⑤ 特殊重作業を伴う境界杭の探索を伴う立会確認 
⑥ 現況平面測量 
⑦ 民有地横断測量 

① 隣接民有地所有者の調査 
（現住所，管理者，関係者，代表者，電話番号，住宅地図等） 
② 隣接地所有者との立会通知，打合せ 
③ 依頼者との打合せ 
④ 関係官公署との打合せ 
⑤ 現況平面図の整理，計算，製図（加筆） 
⑥ 横断測量結果の整理，計算，製図等 
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加 減 率 表             
地域区分 

 

難易度 

山林その他 村落地 準市街地 市街地 過密市街地 

容 易 70 70 80 100 120 

普 通 70 80 100 120 140 

困 難 80 100 120 140 160 

非常に困難 100 120 140 160 180 

（注） 
容 易        …対象土地及び利害関係人が少なく，隣接地周辺が平坦地で，建物・構築物・

樹木・車両・通行人等の障害が全く存在せず，境界標識が直視でき，かつ，
容易に合意が得られる場合をいう。 

普 通        …対象土地及び利害関係人が筆数程度で，隣接地周辺が平坦で，建物・構築
物・樹木・車両・通行人等の障害が少なく，境界標識の確認が容易で，かつ，
合意が支障なく得られる場合をいう。 

困 難        …対象土地及び利害関係人が筆数を超え，隣接地周辺が，建物・構築物・樹
木・車両・通行人等の障害が多く，かつ，合意を得ることが困難な場合をい
う。 

非常に困難        …対象土地が，周辺土地又は対面土地等にわたり，かつ，筆数を超え，利害
関係人が多く，隣接地周辺が，建物・構築物・樹木・車両・通行人等の障害が
過密で，かつ，合意を得ることが非常に困難な場合をいう。 

 
イ．公共用地境界立会 
〔〔解解説説〕〕  
（１） 公共用地境界立会とは公共用地（道路，水路等の長狭物及びその他の公有地）と民有地と

の境界の確認（明示）申請及び筆界確認作業をいう。 
（２） 業務及び作業の内容によって，A ランク，B ランク，C ランクに区分し，対象筆界点 1 点ごとの

基準額とし，地域区分及び作業の難易度により加算又は減算をすることができる。 
「用語の定義」 
A ランク 

公共用地を管理する官公署等に対し，境界確認申請書に案内図，付近見取図，公図写等を

添付して申請手続きを行い，かつ，平易な現地での立会作業をする場合をいう。 
B ランク 

境界確認申請書に，A ランクの図面類のほか，現況平面図（提示する場合）及び横断図面を

添付して申請手続きを行った上，現地において添付図面に基づいて状況説明を行い，道水路に

あっては，幅員の測距，永久標識及び構築物等から筆界点の点検，確認を行う作業をする場合

をいう。 
C ランク 

境界確認申請書に，A ランク及び B ランクの図面類（現況平面図を提示しないい場合）のほか，

登記簿謄本，現況写真，道水路の場合は対面する土地所有者の同意書等を添付し申請手続を

行った上，立会の事前協議，現地立会においては各土地所有者全員の立会を得て，筆界の確

認する等複雑で特殊な作業（境界明示証明書交付手続を含む。）をする場合をいう。 
〔〔作作業業のの内内容容〕〕  

作業の内容は，境界立会における筆界確認の業務であり，委託の対象とした公共用地境界立
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会の作業項目を外・内業に分類すると，次のとおりである。 
★外業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★内業 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

第２章 測量業務 
（１）面積測量 
土地                                                
〔〔解解説説〕〕  

土地の面積測量（測量原図の作製を含む。）は，数値測量を原則とし，各面積区分ごとの基準

額に地域区分（精度）及び難易度により加算又は減算をすることができる。ただし，平板測量の

場合は，積算額から 25％を減額する。 
〔〔作作業業のの内内容容〕〕  

作業の内容は，土地の面積測量業務であり，委託の対象とした土地の面積測量の作業項目

を外・内業に分類すると，次のとおりである。 
★外業 

 
 
 
 
 

① 関係官公署との事前打合せ（出頭） 
② 公共用地境界立会 
③ 公共用地境界を現地表示，確認 
④ 明示境界の測量 
⑤ 関係官公署へ立会申請書提出，打合せ 
⑥ 現況平面測量（測量費に計上した場合削除） 
⑦ 公共用地横断測量 
⑧ 公共用地境界証明書の申請 
⑨ 公共用地境界明示申請書の受領 
⑩ 移動 

① 関係官公署との事前打合せ（連絡） 
② 公共用地境界立会申請書 
（添付書面，関係土地所有者一覧表等の作成） 
③ 公共用地境界立会申請書の発送又は提出 
④ 立会済の境界点の座標計算 
⑤ 現況平面図の整理，計算，製図（加筆） 
⑥ 横断測量結果の整理，計算，製図等 
⑦ 公共用地境界明示証明書の作成 

① 器械の据付 
② 観測 
③ 筆界線の整理 
④ 筆界点間の検測 
⑤ 器械の移動 
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★内業 

 
 
 
 
 
 
〔〔運運用用〕〕  

器械点又は境界点の一方の点数が上位の難易度に該当する場合は，上位の難易度を適用し，

当該欄の加減率による。 
地域区分 

難易度 
山林 

その他 村落地 準市街地 市街地 過密 
市街地 

器械点数又は 
境界点数 

容易 70 70 90 110 130 器械点 3 点又は 
境界点 6 点まで 

普通 70 90 110 130 150 器械点 4 点又は 
境界点 7～8 点 

困難 90 110 130 150 170 器械点 5 点又は 
境界点 9～10 点 

非常に困難 110 130 150 170 180 器械点 6 点以上又は 
境界点 11 点以上 

 
（2）境界標設置 
ア．境界点測設 
〔〔解解説説〕〕  
（１） 境界点測設とは，分筆をする場合に木杭・プラスチック杭等をもって現地に分割点を測設す

る作業をいう。 
（２） 測設する筆界点 1 点ごとの基準額として取り扱い，地域区分により加算又は減算をすること

ができる。 
〔〔作作業業のの内内容容〕〕  

作業の内容は，分割点等を測設する業務であり，委託の対象とした境界点測設の作業項目を

外・内業に分類すると，次のとおりである。 
★外業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 観測簿の整理 
② コンピュータへの入力 
③ 面積計算及びその点検 
④ 展開・点検 
⑤ 測量原図（素図）作製（注：全体測量図等マイラー図面作成） 

① 器械の据付 
② 分筆境界点までの障害物の撤去，整理 
③ 分筆点の逆打ち 
④ 分筆点に木杭・プラスチック杭の打設 
⑤ 筆界点間の検測 
⑥ 点検測量 
⑦ 器械の移動 
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★内業 
 
 
 
 
〔〔運運用用〕〕  

木材，金属鋲，刻み及び 60 ㎝未満のコンクリート杭又は合成樹脂杭で根巻きを施さないもの

は測設として扱う。 
地域区分の各ランクの加減率の運用は難易度に応じて適用し，普通の場合は当該欄の最下

位を，困難な場合は当該欄の中間値を，非常に困難な場合は当該欄の上位の加減率を適用す

る。 
（注） 

普 通        …黒土，赤土又は砂質土で礫を含まず，地中埋設物，木の根等がなく，測設が
容易な場合。 

困 難        …礫を含んだ粘土質又は，黒土，赤土で大きな礫を含み，かつ，地中埋設物，
木の根等が多く，測設が困難な場合。 

非常に困難        …アスファルト，コンクリート，岩石等の破砕作業を伴う場合。 
 

加 減 率 表             
地域区分 

 

難易度 

耕地 
村落地 

（原野） 
準市街地 

市街地 

（森林） 
過密市街地 

普 通 70 90 110 130 

困 難 80 100 120 140 

非常に困難 

70 

90 110 130 150 

 
イ．境界標埋設 
〔〔解解説説〕〕  
（１） 境界標埋設とは，筆界点に永続性のある標識（石杭，コンクリート杭，金属標等）を設置する

ために必要な作業をいう。 
（２） 埋設する標識 1 点ごとの基準額として取り扱い，難易度により，加算又は減算をすることがで

きる。 
〔〔作作業業のの内内容容〕〕  

作業の内容は，境界標埋設業務であり，委託の対象とした境界標埋設の作業項目を分類する

と，次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 

① 対象分筆点座標，分筆点付近のデータの整理 
② コンピュータへの分筆点のデータの入力・点検 
③ 測設点の角度，距離計算，作図，点検 
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★外業 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

〔〔運運用用〕〕  
（１） 永続性のある標識とは，石杭，コンクリート杭，金属標等をいう。 
（２） 堅固で容易に移動しない合成樹脂杭は，永続性のある標識として扱う。 
（３） 標石，材料費，運搬費等は，「第６章 附則の（１）」を適用する。 
（４） 加減率の運用にあたり，難易度により下表を基準として運用する。 

加 減 率 表             

難易度 容易 普通 困難 非常に困難 

加減率 70 100 140 180 

（注） 
容 易        …黒土，赤土又は砂質土で礫を含まず，地中埋設物，木の根等がなく，掘削が

容易な場合。 
普 通        …堅い黒土，赤土又は砂質土で小さな礫を含み，地中埋設物，木の根等が多

い場合。 
困 難        …礫を含んだ粘土質又は，黒土，赤土で大きな礫を含み，かつ，地中埋設物，

木の根等が多く，掘削が困難な場合。 
非常に困難        …アスファルト，コンクリート，岩石等の破砕作業を伴う場合。 

 
ウ．引照点測量 
〔〔解解説説〕〕  
（１） 引照点測量とは，筆界点の指示又は亡失した場合の境界標の復元のため，予め近傍の恒

久的地物等と筆界の位置関係を明確にするための作業をいう。 
（２） 引照点 1 点ごとの基準額として扱い，地域区分により，加算又は減算をすることができる。 

地域区分の各ランクの加減率の運用は難易度に応じて適用し，普通の場合は当該欄の最下

位を，困難な場合は当該欄の中間値を，非常に困難な場合は当該欄の上位の加減率を適用す

る。 
（注） 

普 通        …対象土地及び利害関係人が筆数程度で，隣接地周辺が平坦で建物・構築
物・樹木・車両・通行人等の障害少ない場合をいう。 

困 難        …対象土地及び利害関係人が筆数を超え，隣接地周辺が，建物・構築物・樹
木・車両・通行人等の障害が多い場合をいう。 

非常に困難        …対象土地が，周辺土地又は対面土地等にわたり，かつ，筆数を超え，利害
関係人が多く，隣接地周辺が，建物・構築物・樹木・車両・通行人等の障害が
過密な場合をいう。 

 

① 対象筆界点の位置の記録 
② 埋設部分の掘削，破砕作業 
③ 根巻セメントの調合 
④ 永久境界標識の位置決め，固定作業 
⑤ 根巻，埋戻し作業 
⑥ 筆界点位置の確認，調整 
⑦ 筆界点間の距離の検測 
⑧ 筆界点付近の現況のスケッチ 
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加 減 率 表             
地域区分 

 

難易度 

耕地 
村落地 

（原野） 
準市街地 

市街地 

（森林） 
過密市街地 

普 通 70 90 110 130 

困 難 80 100 120 140 

非常に困難 

70 

90 110 130 150 

 
（３） 引照点 1 点ごとの基準額として扱い，地域区分により，加算又は，減算することができる。 
（４） 又，引照を必要とする筆界点 1 点ごとの委託とすることができる。加算，減算は（２）と同じ。 
〔〔作作業業のの内内容容〕〕  

作業の内容は，引照点測量業務であり，委託の対象とした引照点測量の作業項目を外・内業

に分類すると，次のとおりである。 
★外業 

 
 
 
 
 
 
 

★内業 
 
 
 
 
 
〔〔運運用用〕〕  

地積測量図又は受理する成果図に引照点を記載する場合に適用する。 
 
 

第 3 章 嘱託手続業務 
（１）土地 
〔〔解解説説〕〕  

土地の表示に関する登記の嘱託手続きは，嘱託書（副本を含む。），委任状，法定添付図面

（地役権図面を除く。），共同担保目録等の作成及び嘱託書の提出，受領等を包括して行う作業

をいい，本表に示す嘱託 1 件ごとの基準額に加算額（筆増，現地調査費）を適用する。 
〔〔作作業業のの内内容容〕〕  

委託の対象とした土地嘱託手続業務の作業項目を分類すると，次のとおりである。 
 

① 器械の据付 
② 視準点までの障害物の撤去，整理 
③ 観測 
④ 点間の検測 
⑤ 点の記の記録 
⑥ 器械の移動 

① 観測簿等のデータの整理 
② コンピュータへのデータの入力・点検 
③ 点間の計算・展開等 
④ 点の記の整理，製図 
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〔〔運運用用〕〕  

2 筆の土地をそれぞれ 2 筆に分割する場合において，同一の嘱託書で嘱託するときは，2 件の

扱いとし 1 件については，基準額の 25％を減算する。 
（２）現地調査費 
〔〔運運用用〕〕  

実地調査に立会を求められたときは，現地調査費を適用することができる。 
 
 

第 4 章 書類の作成等 
（１）書類の作成 
〔〔運運用用〕〕  
ア．文案を要するもの 

＊ 地形図，成果図……1 葉単位 
＊ 承諾書 

隣地所有者承諾書，権利消滅承諾書，所有者更正承諾書等 
＊ 上申書，理由書，同意書 

所有者更正に伴う上申又は理由を記載した書面等 
＊ 相続関係説明図 
＊ 境界確認書 

民民・官民共に正副 2 通作成する場合，2 通で計上する。 
＊ 現地調査書（法務局，地方法務局長の訓令等に基づき添付を求められている場合） 

現地調査書の作成は，現地への案内図の作成を含む。 
イ．文案を要しないもの 

＊ 所有権証明書……1 通単位 
（２）謄抄本交付手続き及び受領 
〔〔運運用用〕〕  

登記簿・戸籍謄抄本（不在籍証明を含む。）・住民票（不在証明を含む。）等 
（３）原本の複製 
 
 
 
 
 

① 地積測量図の作製 
② 土地所在図の作製 
③ 嘱託書，委任状の作成 
④ コピー，嘱託書の編綴 
⑤ 書面の調査，点検 
⑥ 嘱託書の提出，受領 
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第 5 章 地図訂正申出業務 
１．調査業務 
○資料調査 

公簿類 地図訂正対象区域，その隣接土地等必要とする物すべてを含む。旧土地台帳，閉鎖

登記簿，全部事項証明書の 3 種類を計上する。 

地図類 
地図訂正対象区域，その隣接土地等必要とする物すべてを含む。マイラー図，マイラ

ー化前の地図，その他登記所以外の保管（市町村等）の全ての地図を計上するので，最

低 2 種類以上となる。 

図面類 地図訂正対象区域，その隣接土地等必要とする物すべて含む。 

疎明書面 1 件は，所有者別とする。 

○現地調査 

事前調査 地図訂正対象区域一現場として運用する。 

○立会 

民有地立会  

公共用地境界  

２．嘱託業務 
○地図訂正申出書 

地図訂正申出書 図面添付の場合，図面添付不要の場合あり 

筆数加算  

地図訂正前後図の作成  

筆数加算 訂正前，訂正後を作成するので，それぞれに適用する。 

承諾書作成  

現地調査書  

実地調査立会 法務局より実地調査に立会を求められた場合に適用する。 

○地図の解析 

公簿類 旧土地台帳＋現在事項＋閉鎖 

地図類 現在事項＋閉鎖 

図面類 地積測量図等ある場合 

○交渉調印業務 

交渉調印業務 依頼者の要請により事件処理のため，出張する場合において適用する。 
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第６章 附則 

（１） 標石，材料費及びこれらの運搬費は，実費とする。 
（２） 目的地まで往復 20 ㎞を超える旅費については，別途実費を加算することができる。 
（３） 交渉調印料 
〔〔運運用用〕〕  

境界確認書，登記承諾書等への調印を求める場合本則を適用することとし，調印を求めるに

必要な地権者への情報提供，交渉，交通費を含む。 
（４） この表に定めのない事項については，この表中最も類似した事項と同一の基準額によるもの

とする。 
〔〔運運用用〕〕  

類似業務の積算は，下記の表によるものとする。 
 

嘱託手続業務 
類似嘱託手続 適用嘱託手続 （適用） 

1.分合筆の登記 分筆の登記  

2.分筆一部地目変更の登記 分筆の登記  

5.地積測量図訂正申出書 地積更正の登記  

6.分筆登記の抹消 合筆の登記 （分筆錯誤による抹消） 

7.合筆登記の抹消 合筆の登記 （分筆錯誤による抹消） 
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 第４章　災害調査業務委託積算基準 

（１）適用範囲 

   本歩掛は，災害発生時に，被災状況を把握し，災害報告等に活用することを目的として，一

定区間の災害調査を行う場合に適用する。 

   

（２）業務内容 

作業区分 作業の範囲 

 打合せ協議 

  （１業務当り） 

 業務を実施するにあたり協議を行う。 

 災害調査（河川・砂防） 

  （１km 当り） 

渓流や河川の一定区間を調査し，被災箇所図（管内図又は市販図等に

被災箇所等を明示したもの）を作成する。 

 目視等による被災状況の把握（被災延長，面積など）を含む。 

 左右岸の調査を行う。 

 災害調査（道路） 

  （１km 当り） 

 道路の一定区間を調査し，被災箇所図（管内図又は市販図等に被災箇

所等を明示したもの）を作成する。 

 目視等による被災状況の把握（被災延長，面積など）を含む。 

 災害調査（急傾斜） 

  （１km 当り） 

 急傾斜地の一定区間を調査し，被災箇所図（管内図又は市販図等に被

災箇所等を明示したもの）を作成する。 

 目視等による被災状況の把握（被災延長，面積など）を含む。 

 

（３）変化率 

  １）適用表 

作業区分 地形 交通量 横断幅 

災害調査 

（河川・砂防） 
○ 

○ 

（道路兼用の場合） 
○ 

災害調査 

（道路） 
○ ○  

災害調査 

（急傾斜） 
○   

 

 

 

 

 

 

 

 

業務 - 54



  ２）地形による変化率 

地域/地形 平地 丘陵地 低山地 高山地 

大市街地 +1.0    

市街地甲 +0.4    

市街地乙 +0.3 +0.5   

都市近郊 +0.2 +0.3   

耕地 0.0 +0.1 +0.2  

原野 +0.2 +0.3 +0.4 +0.5 

森林 +0.3 +0.4 +0.6 +0.7 

 

  ３）交通量による変化率 

交通量・現地条件 変化率 備考 

3,000 台以上/12 時間交通量 +0.2 かなり影響を受ける 

1,000 台～3,000 台未満/12 時間交通量 +0.1 ある程度影響を受ける 

0～1,000 台未満/12 時間交通量 0.0 影響を受けやすい 

 

  ４）横断幅による変化率 

幅 45m 未満 

45m 以上 

～ 

75m 未満 

75m 以上

～ 

95m 未満

95m 以上

～ 

105m 未満

105m 以上

～ 

115m 未満

115m 以上 

～ 

125m 未満 

125m 以上

～ 

135m 未満

変化率 -0.1 0.0 +0.2 +0.2 +0.3 +0.3 +0.4 

 

幅 

135m 以上 

～ 

145m 未満 

145m 以上

～ 

155m 未満

155m 以上

～ 

165m 未満

165m 以上

～ 

175m 未満

175m 以上

～ 

185m 未満

185m 以上 

～ 

195m 未満 

195m 以上

～ 

205m 未満

変化率 +0.4 +0.4 +0.5 +0.6 +0.6 +0.6 +0.7 

 

幅 

205m 以上 

～ 

250m 未満 

250m 以上

～ 

300m 未満

300m 以上

 

変化率 +0.8 +1.1 +1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務 - 55



（４）歩掛 

  １）打合せ協議 1 業務当り 単価表 

単第 1 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

測量技師  1.0 人    

測量技師補  1.0 人    

計       

 

  ２）災害調査（河川・砂防） １km 当り 単価表 

単第 2 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

測量技師  1.0 人    

測量技師補  1.0 人    

測量助手  2.0 人    

機械経費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 3.0％ 

諸雑費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 14.5％ 

計       

 

  ３）災害調査（道路） １km 当り 単価表 

単第 3 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

測量技師  0.8 人    

測量技師補  0.8 人    

測量助手  1.6 人    

機械経費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 3.0％ 

諸雑費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 14.5％ 

計       

 

  ４）災害調査（急傾斜） １km 当り 単価表 

単第 4 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

測量技師  1.5 人    

測量技師補  1.5 人    

測量助手  3.0 人    

機械経費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 3.0％ 

諸雑費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 14.5％ 

計       
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第５章 災害査定設計書作成業務委託積算基準 

（１）適用範囲 

   本歩掛は，国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業の査定に用いる設計書の作成業務に適

用する。 

 

（２）業務内容 

作業区分 作業の範囲 

 打合せ協議 

  （１件当り） 

 業務を実施するに当たり打合せ協議を行う。 

 現地踏査 

  （被災１km 当り） 

 建設事務所（支所）の技術職員が必ず同行して現地（起終点，中

間点）を確認し，受注者が地形・植生その他現地の状況に応じて作

業の実施方法を検討する。 

 渓流や河川などの一定区間を調査する場合（災害調査業務）は，

本作業の適用外であるため，別途計上する。 

 伐採 

  （伐採１km 当り） 

 現場において，被災箇所の起終点及び横断面図を作成する上で必

要となる範囲について，草刈機による草刈り及び伐採の作業を行う。

 草刈機で作業できない竹や幹周の大きな樹木などの伐採を行う場

合の費用は，別途計上する。 

 伐採は，測量時１回行うものとする。査定前に再度伐採を行う必

要がある場合は，追加計上する。 

 なお伐採後，その処分に必要となる運搬費及び処理費は別途計上

する。 

 杭設置 

  （被災１km 当り） 

 現地において，起終点に青色（市町は赤色）の木杭を設置する。

 杭には，被災年，工事番号，○箇所，被災延長，起点，終点を記

入する。 

 延長の長い箇所には，セクション杭を設置する。 

 又，必要に応じて目印のために，竹に赤旗をつけて設置する。 
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 測量 

  （１km 当り） 

 申請区間は実測の平板測量（電子平板による）1/500 又は 1/1,000

を行い，取合い区間は見取り平面測量によることもできる。その際，

法線，流向，河幅を誤らないようにすること。 

 各申請箇所や各被災箇所間を繋ぎ，一連で実測の平板測量を行う

場合は，費用を別途計上する。 

測量に必要な基準点測量（４級基準点を標準）については，本歩

掛の範囲外であるため，業務関係標準積算基準書における標準歩掛

を用い，必要に応じて別途計上する。 

工事用道路について，近接道路が被災箇所から離れている場合，

最短距離の判別に必要な平面測量を行う場合には，費用を別途計上

する。 

 また，「美しい山河を守る災害復旧基本方針（以下「美しい山河」

という。）に対応した縦横断測量を次のとおり行う。 

 ・縦断測量は河床勾配を把握するため上下流を含め，測量機器に

より縦断測量を行う。 

 ・横断図面は対岸の状況が判別できるまでとし，ポール又は測量

機器により測量を行う。また，起終点及び現地条件等必要に応じ

て中間点を測量する。 

・１件数箇所となる工事については，被災箇所の総延長を計測す

る。 

・水準測量を行う場合には，費用を別途計上する。 

 写真撮影 

  （被災１km 当り） 

 延長が判断できるように，リボンテープを使用し，延長の長いも

のは，カメラを移動する等して，繋ぎ写真とする。又，起終点，中

間点等の被災状況が把握できるように撮影する。 

 被災状況及び高さの確認ができるように，ポール及びスタッフを

使用し高さの高いものは，繋ぎ写真とする。 

 河川災害については，被災水位（D.H.W.L.）の痕跡写真を撮影す

ること。横断の査定用写真及び断面形状は，最深河床までとする。

 道路災害については，ポール及びリボンテープにより，幅員を撮

影するとともに起終点，中間点及びこれらの間の被災状況が把握で

きるように撮影する。 

 その他，河床材料，背後状況，工事用道路の延長についても撮影

する。 

 写真整理 

  （被災１km 当り） 

 上記写真の整理を行う。 

 繋ぎ写真，台紙の貼り付け，延長及び高さの記入，河川，砂防の

場合は流向，道路の場合は幅員及び至○○を記入する。 

 セクション部のポール横断測量の結果を台紙に記載する。 

 撮影年月日を台紙に記入すること。 
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 Ａ・Ｂ表の作成 

  （１箇所当り） 

 美しい山河により，復旧に当って対象とする設計外力（流速等）

の設定，洗掘等河床変動の考慮，及びそれらに応じた自然環境の保

全に配慮した適切な復旧工法を選定するための検討を行う。 

（災害復旧箇所河川特性整理表「Ａ表」の作成及びそのための資料

収集整理及び設計流速算定表「Ｂ表」の作成） 

 安定検討 

  （１箇所当り） 

 大型ブロック積工の他「護岸の力学設計法（編集 財団法人国土技

術研究センター）」及び「河川災害復旧護岸工法技術指針（案）（編

集 社団法人全国防災協会）」に規定する護岸工法，法覆工法，根固

め工法等の安定検討を行う。 

 特殊構造物，仮設工等が必要な場合には費用を別途計上する。 

 河川縦断検討 

  （１件当り） 

 帯工，床止工，水叩き工，護床工等の設置による河床高の変更を

含む縦断計画を行う。 

 図面作成 

  （被災１km 当り） 

 測量データをもとに，平面図，縦断図，横断図，展開図，構造図

を作成するとともに申請に必要な数量を明記する。 

 ［平面図］（１／５００又は１／１，０００） 

 ［縦断図］（縦１／１００，横１／５００又は１／１，０００） 

 ［横断図］（１／１００） 

 ［展開図］（１／１００） 

 ［構造図］（１／２０，１／５０など） 

 注）図面に記載する数字は，文字盤等を使う必要はない。 
 数量計算 

  （被災１km 当り） 

 積上げ積算における必要な各種数量の計算を行う。 

 災害野帳の作成 

  （被災１km 当り） 

 災害査定時に必要に応じて災害野帳を必要部数作成する。 

 査定補助（測量） 

  （１式当り） 

 災害実地査定時にポールマンとなり，申請者の指示に応じ，補助

を行う。 

 査定補助（設計） 

  （１式当り） 

 災害査定において査定官（検査官）から指示された事項について，

申請者の指示に応じ，図面や数量計算の修正の補助を行う。 

（注）１ 上記の内容以外の作業を実施する場合は，見積り等によって適正に積算すること。 

   ２ 歩掛単位については，次のとおりとする。 

      被災１km ： 被災延長１km（ＡＬ＋ＢＬ＋ＣＬ） 

      １km   ： 申請上の復旧延長１km（ＡＬ＋ＢＬ＋ＣＬ－ＤＬ） 

      １件     ： 申請１件 

      １箇所   ： Ａ箇所，Ｂ箇所，… 
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     （参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）変化率 

  １）適用表 

作業区分 地形 交通量 伐採幅 横断幅 高低差 箇所 

打合せ協議       

現地踏査 ○ ○     

伐採 ○ ○ ○  ○  

杭設置 ○ ○    ○ 

測量 ○ ○  ○ ○ ○ 

写真撮影 ○ ○    ○ 

写真整理      ○ 

A・B 表の作成       

安定検討       

河川縦断検討       

図面作成      ○ 

数量計算      ○ 

査定補助       

  （注）歩掛＝標準歩掛×（１＋変化率） 

 

  ２）地形による変化率 

地域/地形 平地 丘陵地 低山地 高山地 

大市街地 +1.4    

市街地甲 +1.2    

市街地乙 +1.0 +1.1   

都市近郊 +0.6 +0.8   

耕地 0.0 +0.3 +0.6  

原野 +0.2 +0.4 +1.0 +1.3 

森林 +0.5 +0.6 +1.4 +1.9 

ＢＬ

ＡＬ 

ＤＬ 

復旧延長＝ＡＬ＋ＢＬ＋ＣＬ－ＤＬ 

ＣＬ
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  （注）地域・地形が混在する場合の変化率は，各区分の被災延長を用いた加重平均値を少数第

2 位（少数第 3 位四捨五入）まで算出する。 

     または，主たる地域・地形区分による変化率を用いる。 

 

  ３）交通量による変化率 

交通量・現地条件 変化率 備考 

3,000 台以上/12 時間交通量 +0.5 かなり影響を受ける 

1,000台～3,000台未満/12時間交通量 +0.2 ある程度影響を受ける 

0～1,000 台未満/12 時間交通量 0.0 影響を受けやすい 

  （注）異なる交通量が混在する場合の変化率は，各区分の延長を用いた加重平均値を少数第 2

位（少数第 3 位四捨五入）まで算出する。 

     または，主たる主たる交通量による変化率を用いる。 

 

  ４）伐採幅による変化率 

伐採幅 変化率 

0～3.0m 未満 0.0 

3.0～6.0m 未満 +0.3 

6.0～10.0m 未満 +0.6 

10.0m 以上 別途見積 

 

 

  （注）異なる伐採幅が混在する場合の変化率は，各区分の延長を用いた加重平均値を少数第 2

位（少数第 3 位四捨五入）まで算出する。 

     または，主たる伐採幅による変化率を用いる。 

 

  ５）横断幅（河川幅）による変化率 

横断幅 変化率 

10m 未満 0.0 

10～20m 未満 +0.2 

20～40m 未満 +0.5 

40m 以上 +1.0 

  （注）異なる横断幅（河川幅）が混在する場合の変化率は，各区分の延長を用いた加重平均値

を少数第 2 位（少数第 3 位四捨五入）まで算出する。 

     または，主たる横断幅（河川幅）による変化率を用いる。 

 

 

 

伐採幅(参考図) 
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  ６）高低差による変化率 

高さ 変化率 

0～3.0m 未満 0.0 

3.0～5.0m 未満 +0.2 

5.0～7.0m 未満 +0.5 

7.0～10.0m 未満 +1.0 

10.0m 以上 別途見積 

  （注）異なる高低差が混在する場合の変化率は，各区分の延長を用いた加重平均値を少数第 2

位（少数第 3 位四捨五入）まで算出する。 

     または，主たる高低差による変化率を用いる。 

     高低差はポール横断測量を行う範囲の高低差をいう。 

 

  ７）被災箇所による変化率（被災 1km 当り） 

被災箇所数 変化率 

1～10 -0.2 

11～25 -0.1 

26～40 0.0 

41～55 +0.3 

56～70 +0.5 

71～85 +0.8 

86～100 +1.0 

  （注）被災箇所とは，1 申請件数内にある A 箇所，B 箇所，C 箇所等全箇所の合計数量をいう。 

【被災箇所補正（被災 1km 当り）の算出例】 

   被災延長 0.8km，被災箇所 45 箇所の場合 

   45 箇所÷0.8km（被災延長）＝56.25 箇所（被災 1km 当り被災箇所数） 

   被災 1km 当り被災箇所 56～70 箇所 ⇒ 変化率 +0.5  

 

（４）歩掛（測量業務） 

  １）打合せ協議 30 件当り 単価表 

単第 1 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

測量技師  4.5 人    

測量技師補  4.5 人    

計       

 

 

 

  

 
高
低
差 
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  ２）現地踏査 被災 1km 当り 単価表 

単第 2 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

測量技師  4.5 人    

測量技師補  9.0 人    

機械経費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 2.0％ 

材料費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 9.5％ 

計       

  （注）機械経費には，ライトバン運転費等を含む。 

     材料費には，燃料及び雑品等を含む。 

 

  ３）伐採（幅 3m） 伐採 1km 当り 単価表 

単第 3 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

測量技師補  2.7 人    

測量助手  2.7 人    

普通作業員  40.0 人    

機械経費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 3.0％

材料費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 6.0％

計       

  （注）機械経費には，ライトバン運転費等を含む。 

     材料費には，燃料及び雑品等を含む。 

     被災箇所の前後合わせて 10m 程度を含む。 

 

  ４）杭設置 被災 1km 当り 単価表 

単第 4 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

測量技師補  4.5 人    

測量助手  4.5 人    

機械経費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 3.0％

材料費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 9.0％

計       

  （注）機械経費には，ライトバン運転費等を含む。 

     材料費には，燃料及び雑品等を含む。 
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  ５）測量 1km 当り 単価表 

単第 5 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

測量技師  5.4 人    

測量技師補  12.0 人    

測量助手  22.0 人    

普通作業員  22.0 人    

機械経費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 2.0％

材料費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 8.5％

計       

  （注）被災箇所の前後合わせて 10m 程度を含む。 

     材料費には，燃料及び雑品等を含む。 

     機械経費には，ライトバン運転費等を含む。 

 

  ６）写真撮影 被災 1km 当り 単価表 

単第 6 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

測量技師  2.7 人    

測量技師補  4.5 人    

普通作業員  18.0 人    

機械経費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 2.0％

材料費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 18.0％

計       

  （注）機械経費には，ライトバン運転費等を含む。 

     材料費には，燃料及び雑品等を含む。 

 

  ７）写真整理 被災 1km 当り 単価表 

単第 7 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

測量技師補  4.5 人    

測量助手  20.0 人    

機械経費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 2.0％

材料費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 20.0％

計       

  （注）機械経費には，ライトバン運転費等を含む。 

     材料費には，燃料及び雑品等を含む。 
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  ８）査定補助（測量） 1 式 単価表 

単第 8 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

測量技師  実績 人    

測量技師補  実績 人    

機械経費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 2.0％

材料費  1.0 式   直接人件費及び労務費の 8.5％

計       

  （注）数量は実績により積上げること。 

     機械経費には，ライトバン運転費等を含む。 

     材料費には，燃料及び雑品等を含む。 

 

（５）歩掛（設計業務） 

  １）打合せ協議 30 件当り 単価表 

単第 9 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師（B）  4.5 人    

計       

 

  ２）A 表の作成 １箇所当り 単価表 

単第 10-1 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師（B）  0.20 人    

計       

 

  ３）B 表の作成 1 箇所当り 単価表 

単第 10-2 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師（B）  0.20 人    

計       
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  ４）安定検討 1 箇所当り 単価表 

単第 11 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

主任技師  0.1 人    

技師（A）  0.2 人    

技師（B）  0.6 人    

技師（C）  0.8 人    

技術員  0.8 人    

計       

 

  ５）河川縦断検討 1 件当り 単価表 

単第 12 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師（B）  1.0 人    

技師（C）  2.0 式    

技術員  2.0 式    

計       

 

  ６）図面作成 被災 1km 当り 単価表 

単第 13 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師（C）  9.0 人    

技術員  31.0 人    

計       

 

  ７）数量計算 被災 1km 当り 単価表 

単第 14 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師（C）  9.0 人    

技術員  31.0 人    

計       

  （注）積上げ積算による場合のみ計上する。 
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  ８）災害野帳作成 被災 1km 当り 単価表 

単第 15 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師（C）  3.6 人    

技術員  7.2 人    

計       

 

  ９）査定補助（設計） 1 式 単価表 

単第 16 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師（B）  実績 人    

技師（C）  実績 人    

技術員  実績 人    

計       

  （注）数量は実績により積上げること。 

   

業務 - 67 



第６章 災害実施設計書作成業務委託積算基準 

（１）適用範囲 

   本歩掛は，国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業の実施に用いる設計書の作成業務に適

用する。 

 

（２）業務内容 

作業区分 作業の範囲 

 設計協議 

  （１件当り） 

 業務を実施するにあたり協議を行う。 

 図面修正 

  （被災１km 当り） 

 査定設計図面（朱入り）をもとに，実施設計用に原図を修正する。

実施設計に当たり，護岸法線の検討が必要な場合には，測量（中心

線，縦横断測量，座標計算）を含め費用は別途計上する。 

 数量計算 

  （被災１km 当り） 

 積算において，必要な各種数量の計算を行う。 

① 査定が積上げの場合 （一部の修正） 

 ② 査定が総合単価の場合（全ての計算） 

 照査 

  （１件当り） 

 上記業務の正確性，適切性及び整合性等の照査を行う。 

 （注）１ 上記の内容以外の作業を実施する場合は，見積り等によって適正に積算すること。 

    ２ 歩掛単位については，次のとおりとする。 

      被災１km ： 申請延長１km（ＡＬ＋ＢＬ＋ＣＬ） 

      １件     ： 申請１件 

 

     （参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＢＬ

ＡＬ 

ＤＬ 

復旧延長＝ＡＬ＋ＢＬ＋ＣＬ－ＤＬ 

ＣＬ
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（３）変化率 

  １）適用表 

作業区分 箇所 

打合せ協議  

安定検討  

図面修正及び数量計算 ○ 

照査  

  （注）歩掛＝標準歩掛×（１＋変化率） 

 

  ２）被災箇所による変化率（被災 1km 当り） 

被災箇所数 変化率 

1～10 -0.2 

11～25 -0.1 

26～40 0.0 

41～55 +0.3 

56～70 +0.5 

71～85 +0.8 

86～100 +1.0 

  （注）被災箇所とは，1 申請件数内にある A 箇所，B 箇所，C 箇所等全箇所の合計数量をいう。 

【被災箇所補正（被災 1km 当り）の算出例】 

   被災延長 0.8km，申請件数 25 件，被災箇所 45 箇所の場合 

   45 箇所÷0.8km（被災延長）＝56.25 箇所（被災 1km 当り被災箇所数） 

   被災 1km 当り被災箇所 56～70 箇所 ⇒ 変化率 +0.5  

 

（４）歩掛 

  １）設計協議 30 件当り 単価表 

単第 1 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師（B）  10.8（5.4） 人   括弧内は中間なし 

計       

  （注）1 件につき，業務着手時，中間，成果品納入時の 3 回を標準とする。 

     ただし，査定時において，数量計算が積上げの場合，中間は計上しないものとする。 
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  ２）図面修正及び数量計算 被災 1km 当り 単価表 

単第 2 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師（B）  3.6 人    

技術員  9.0 人    

計       

  （注）災害査定が「積上げ」の場合で，査定において，修正のなかった場合に適用する。 

 

  ３）図面修正及び数量計算 被災 1km 当り 単価表 

単第 3 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師（B）  4.5 人    

技術員  15.0 人    

計       

  （注）災害査定が「総合単価」の場合で，査定において，修正のなかった場合に適用する。 

 

  ４）図面修正及びお数量計算 被災 1km 当り 単価表 

単第 4 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師（B）  5.4 人    

技術員  21.0 人    

計       

  （注）災害査定が「積上げ」の場合で，査定において，修正があった場合に適用する。 

 

  ５）図面修正及び数量計算 被災 1km 当り 単価表 

単第 5 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師（B）  7.2 人    

技術員  23.0 人    

計       

  （注）災害査定が「総合単価」の場合で，査定において，修正があった場合に適用する。 

 

  ６）照査 30 件当り 単価表 

単第 6 表 

名称 規格 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師（A）  8.1 人    

計       
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第 章　橋梁定期点検業務の委託歩掛

１　業務の目的

 本業務は，広島県橋梁長寿命化修繕計画の策定に必要な基礎資料を得るため，５年に１回の

頻度で点検を行うものである。

２　適用範囲

①本歩掛は広島県が管理する橋梁の定期点検業務委託積算に適用する。

②本歩掛の適用は，下記以外の橋梁とする｡

　　　○斜張橋

　　　○吊橋

③本歩掛では，橋梁台帳の作成及び再調査は含まない｡

　（橋梁台帳の作成等は，別途，他の業務で行い，最終的に本業務の成果と一緒に

　　取りまとめることとしている｡）

３　業務内容

（１）業務委託の構成

　　本業務の構成は，以下のとおりである。

【設計業務委託】 　直接人件費 　　①打ち合わせ協議

　　②点検計画準備

　直接原価 　　③橋梁現場点検

　　③点検結果取りまとめ

　業務原価 　　④成果品資料作成

　業務価格 　直接経費 　　事務用品費

　　旅費交通費

　 　　電子成果品作成費

　　電子計算機使用料および

　　機械器具損料

　　特許使用料，製図費等

　　その他

　間接原価

　一般管理費等

　 　消費税相当額

（２）作業内容

　①打ち合わせ協議

　打ち合わせ協議については下表を標準とする。

主任技師(外業) 技師(A)(外業) 技師(B)(外業) 技師(C)(外業) 技術員(外業)

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

（100橋当り）

直接人件費

打ち合わせ協議（成果品納入時）

打ち合わせ協議（着手時）

打ち合わせ協議（中間）

　　業務委託料

　　その他原価
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　②点検計画準備

　点検計画準備の歩掛は下表を標準とする。

橋長（ｍ） 主任技師(外業) 技師(A)(外業) 技師(B)(外業) 技師(C)(外業) 技術員(外業)

10m未満 2.5 2.5 2.5

※橋長による補正係数

10m未満 10～40m未満 40～100m未満 100～150m未満 150～200m未満 200～250m未満 250～300m未満 300～350m未満

1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3

350～400m未満 400～450m未満 450～500m未満

2.6 2.8 3.0

　③橋梁現場点検

　事前に作成した点検計画をもとに，橋梁の現場点検を行い，点検調書の記入等を行う｡

　現場点検の班編成は，下表のとおりとする。

技師（B） 技師（C） 技術員

1.0

1.0

1.0

1.0 1.0 1.0

橋梁現場点検の歩掛は，下表を標準とする。

橋長（ｍ）主任技師(外業) 技師(A)(外業) 技師(B)(外業) 技師(C)(外業) 技術員(外業)

10m未満 12.5 12.5 12.5

※側道橋がある場合には，上記歩掛を1.5倍する事。

※橋梁点検作業時において、橋梁点検車を要する場合は、

　別途計上する。（⑥橋梁点検車運転参照。）

※橋長による補正係数

10m未満 10～40m未満 40～100m未満 100～150m未満 150～200m未満 200～250m未満 250～300m未満 300～350m未満

1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3

350～400m未満 400～450m未満 450～500m未満

2.6 2.8 3.0

直接人件費

　点検の対象となる橋梁について，点検計画を考案する。

（100橋当り）

点検計画準備

班編成

点検調書記入者

写真撮影者

補助者

合計

（100橋当り）

直接人件費

橋梁現場点検
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　④点検結果取りまとめ

　点検結果取りまとめの歩掛は，下表を標準とする。

橋長（ｍ） 主任技師(内業) 技師(A)(内業) 技師(B)(内業) 技師(C)(内業) 技術員(内業)

10m未満 12.5 12.5 12.5

※側道橋がある場合には，上記歩掛を1.5倍する事。

また、側道橋については定期点検調書を別途作成のこと。

※橋長による補正係数

10m未満 10～40m未満 40～100m未満 100～150m未満 150～200m未満 200～250m未満 250～300m未満 300～350m未満

1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3

350～400m未満 400～450m未満 450～500m未満

2.6 2.8 3.0

　⑤成果品資料作成

橋梁点検業務の成果品を作成する。

成果品資料作成の歩掛は，下表を標準とする。

主任技師(内業) 技師(A)(内業) 技師(B)(内業) 技師(C)(内業) 技術員(内業)

6.0 6.0

　⑥橋梁点検車運転（機械器具費）

橋梁点検作業時において、橋梁点検車を要する場合は、運転経費を計上する。

橋梁点検車運転の歩掛は，下表を標準とする。

規格 単位 数量

（一般） 人 1

 

台/日 1

式 1

※その他船舶等が必要な場合は、別途計上する。

名称

点検結果取りまとめ

運転1ｈ燃料消費量×T

適用

成果品資料作成

直接人件費

（100橋当り）

（100橋当り）

（1日当り）

直接人件費

　への入力作業を行う。

　現場点検時に記入した定期点検調書の確認・照査，撮影写真の確認，データベース

計

運転手

燃料費

橋梁点検車賃料

諸雑費
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第8章　橋梁補修設計業務標準歩掛

Ⅰ.橋梁補修設計業務歩掛（橋長15m以上・100m以下）

１　業務の目的

 本業務は，広島県橋梁長寿命化修繕計画に基づき，対象となる橋梁の補修工事を実施する

ために必要な設計を行うものである。

２　適用範囲

①本歩掛は広島県が管理する橋梁の補修設計業務に適用する。

②本歩掛の適用は次のとおりとする。

　橋長：１５ｍ以上１００ｍ以下

　橋種：一般的な桁橋

　　　（吊橋，斜張橋，トラス橋及びラーメン橋等の特殊な構造は対象外とする。）

③本歩掛では，構造計算を伴う補強・架替等は含まない｡

４　業務内容

（１）業務委託の構成

　　本業務の構成は，以下のとおりである。

　直接人件費 　　①現地調査・業務計画作成

　　②補修工法検討・原因除去対策検討

　直接原価 　　③損傷図補完

　　③図面・数量計算・概算工事費作成

　業務原価 　　④照査

　　⑤報告書作成

　　⑥設計協議

　業務価格 　直接経費 　　事務用品費

　　旅費交通費

　 　　電子成果品作成費

　　電子計算機使用料および

　　機械器具損料

　　特許使用料，製図費等

　　その他

　間接原価

　一般管理費等

　 　消費税相当額

　調査業務費の積算は，「業務関係標準積算基準書　第2編第１章　地質調査積算基準」による
ものとし，各種試験費の単価は以下によるものとする。

詳細調査の各種試験の経費を必要に応じて計上する。
単位 単価

箇所 3,800

検体 6,000

検体 11,000

箇所 20,000

箇所 5,000

箇所 5,000

本 17,000

検体 60,000

スライス 13,400

検体 4,300

はつり調査 0.3×0.3×0.05m程度

フェノールフタレイン法

1㎡程度/箇所

塩化物イオン含有量試験 JIS A 1154

中性化試験

残存膨張量試験 JCI-DD2法

電磁レーダー法 1㎡程度/箇所

電磁誘導法

コア採取 φ100×200mm 補修費・処分費含む

補修費・処分費含む

反発度法 シュミットハンマー法

圧縮強度試験 JIS A 1107

静弾性係数試験 JIS A 1149

業務委託料

　　その他原価

設計業務委託

名称 規格 備考
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（２）作業内容

補修設計にあたっては，損傷範囲に応じて，以下のフローに従い行うものとする。

○既存の点検結果，図面等による当該橋梁の諸元，状態を把握する。

○現地調査による損傷箇所の調査，損傷原因の推定及び設計に必要な項目

についての調査を行う。

以上を踏まえて，当該業務の実施計画を立案する。

※なお，調査に際して橋梁点検車等が必要な場合には別途考慮するものとする。

※以下の場合等，必要に応じて別途積上げ計上する。

○損傷原因の推定が困難であり，工法選定に影響が生じる場合。

○工法選定上，必要な調査項目（鉄筋探査等）

損傷区分

【局部的・限定的な損傷】

【全体的な損傷】

作業量補正あり※1

作業量補正あり※1

損傷範囲が，線・面状に広がることなく，点状であり，特定点
を原因とする部分的な欠損，桁端部のみの損傷，部分的なひび
割れなどを対象とする。

上記【局部的・限定的な損傷】以外。材料，外的条件，経年劣
化等による部材の全体的な損傷を対象とする。

当該橋梁の構造特性，施工性，経済性，維持管理等との整合な
ど総合的な観点から3案程度の工法比較を行い，検討する。ま
た，損傷原因となる部位についての対策を検討・設計する。

全体的な損傷に対して，損傷箇所の現地精査を行い，図面作成
に必要なデータの補完を行う。

詳細調査（各種試験）

補修設計ＳＴＡＲＴ

現地調査・業務計画作成

補修工法検討・原因除去対策検討

損傷図補完

設計業務の成果として，成果概要書等の取りまとめを行う。

※2仮設計画等において，構造計算が必要な特殊な方法を用いる必要がある場合には，別途考慮するものと
する。

※3設計協議は，１業務あたり，初回・中間１回・納入時の３回を基本とし，業務関係標準積算基準書の設
計協議（共通）に準じるものとする。

※1全体的な損傷の「損傷図補完」，「図面・数量計算・概算工事費作成」については，上部工・下部工に
区分するものとし，別表1による作業量補正を行うものとする。

補修工事の発注積算に必要な設計図書，数量計算を作成し，概
算工事費を算定する。※2

設計内容について，現場との整合性，施工性等について着目し
照査を行う。

報告書作成

照　　　査

図面・数量計算・概算工事費作成

損傷区分

局部的・限定的な損傷

（上部工・下部工）

全体的な損傷あり

（上部工・下部工）
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1橋あたり

主任技師 技師（A) 技師（B) 技師（C) 技術員

1.5 2.0 2.0

0.5 1.0 2.5 2.0

1.0 2.0 2.0

0.5 1.0

1.0 1.0 1.0

1橋あたり

主任技師 技師（A) 技師（B) 技師（C) 技術員

1.5 2.0 2.0

0.5 1.0 2.5 2.0

0.5 1.5 ※

1.0 3.0 3.0 ※

0.5 1.5 ※

1.0 2.0 2.0 ※

0.5 1.0

1.0 1.0 1.0

※損傷図補完については，外業とする。

別表1 補正区分表

補正後の歩掛＝（標準の歩掛）×α

図面・数量計算・概算工事費作成
【上部工】（標準：1径間）

照 査

業務内容

現地調査・業務計画作成

補修工法検討・原因除去対策検討

照　　　　査

【全体的な損傷】あり

※対象橋梁全体（上部工・下部工）を対象とし，径間・橋脚等の補正は行わない。

直接人件費

報 告 書 作 成

損  傷  図  補　完
【上部工】（標準：1径間）

損  傷  図  補　完
【下部工】（標準：橋脚なし）

図面・数量計算・概算工事費作成
【下部工】（標準：橋脚なし）

補修工法検討・原因除去対策検討

作業量補正

上部工 1.0

α
（標準：1径間）

橋脚の有無による補正 下部工 1.0 1.5

損傷区分
【全体的な損傷】

補修対象部材

作業量補正

α
（標準：橋脚なし）

α
（橋脚あり）

損傷区分
【全体的な損傷】

径間による作業補正

補修対象部材 α
（2径間以上）

1.7

※【全体的な損傷】のある構造（上部工・下部工）ごとに積上げ計上するものとする。
　また，当該橋梁のうち積上げ計上しない構造（上部工・下部工）に【局部的・限定的な損傷】が
ある場合の設計も含むものとする。

※業務計画作成については，外業とする。

（３）歩掛表

直接人件費

報　告　書　作　成

図面・数量計算・概算工事費作成

【局部的・限定的な損傷】

業　務　内　容

現地調査・業務計画作成
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Ⅱ.橋梁補修設計業務歩掛（橋長2m以上・15m未満）

１　業務の目的

 本業務は，広島県橋梁長寿命化修繕計画に基づき，事後保全の対象として補修を実施するため

に必要な設計を行うものである。

２　適用範囲

①本歩掛は広島県が管理する橋梁の補修設計業務に適用する。

　ただし，構造計算を要する設計は適用外とする。

②本歩掛の適用は次のとおりとする。

　橋長：２ｍ以上１５ｍ未満

　橋種：全ての橋種（ボックスカルバート構造を含む。）

(注)架替・部材更新については，原則対象外とするが，現地調査～工法検討までについて

　は，同程度の業務に限り適用できるものとする。

３　業務内容

（１）業務委託の構成

　　本業務の構成は，以下のとおりである。

　直接人件費 　　①現地調査・業務計画作成

　　②損傷対策比較検討

　直接原価 　　③補修工法検討・原因除去対策検討

　　③図面・数量計算・概算工事費作成

　業務原価 　　④照査

　　⑤報告書作成

　　⑥設計協議

　業務価格 　直接経費 　　事務用品費

　　旅費交通費

　 　　電子成果品作成費

　　電子計算機使用料および

　　機械器具損料

　　特許使用料，製図費等

　　その他

　間接原価

　一般管理費等

　 　消費税相当額

　調査業務費の積算は，「業務関係標準積算基準書　第2編第１章　地質調査積算基準」による
ものとし，各種試験費の単価は以下によるものとする。

詳細調査の各種試験の経費を必要に応じて計上する。
単位 単価

箇所 3,800

検体 6,000

検体 11,000

箇所 20,000

箇所 5,000

箇所 5,000

本 17,000

検体 60,000

スライス 13,400

検体 4,300

塩化物イオン含有量試験 JIS A 1154

中性化試験 フェノールフタレイン法

コア採取 φ100×200mm 補修費・処分費含む

残存膨張量試験 JCI-DD2法

電磁レーダー法 1㎡程度/箇所

電磁誘導法 1㎡程度/箇所

静弾性係数試験 JIS A 1149

はつり調査 0.3×0.3×0.05m程度 補修費・処分費含む

反発度法 シュミットハンマー法

圧縮強度試験 JIS A 1107

業務委託料

　　その他原価

設計業務委託

名称 規格 備考

業務 - 77



（２）作業内容 別紙2

補修設計を行うものに適用するものとし，以下のフローに従い行うものとする。

○既存の点検結果，図面等による当該橋梁の諸元，状態を把握する。

○現地調査による損傷箇所の調査，損傷原因の推定及び設計に必要な項目

についての調査を行う。

以上を踏まえて，当該業務の実施計画を立案する。

※なお，調査に際して橋梁点検車等が必要な場合には別途考慮するものとする。

※以下の場合等，必要に応じて別途積上げ計上する。

○損傷原因の推定が困難であり，工法選定に影響が生じる場合。

○工法選定上，必要な調査項目（鉄筋探査等）

図面・数量計算・概算工事費作成

補修工法検討・原因除去対策検討

※作業量補正あり

当該橋梁の構造特性，施工性，経済性，維持管理等との整合な
ど総合的な観点から3案程度の工法比較を行い，検討する。
（架替・部材更新についても比較案に含めるものする。）ま
た，損傷原因となる部位についての対策を検討・設計する。

※1「図面・数量計算・概算工事費作成」については，車線相当数に応じて，別表1による作業量補正を行う
ものとする。

※3設計協議は，１業務あたり，初回・中間１回・納入時の３回を基本とし，業務関係標準積算基準書の設
計協議（共通）に準じるものとする。

補修設計ＳＴＡＲＴ 補修設計を行うものに適用する。

設計業務の成果として，成果の取りまとめを行う。

※2仮設計画等において，構造計算が必要な特殊な方法を用いる必要がある場合には，別途考慮するものと
する。

現地調査・業務計画作成

補修工事の発注積算に必要な設計図書，数量計算を作成し，概
算工事費を算定する。※1

設計内容について，現場との整合性，施工性等について着目し
照査を行う。

詳細調査（各種試験）

報告書作成

照　　　査
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1橋あたり

主任技師 技師（A) 技師（B) 技師（C) 技術員

1.0 1.0 0.5

0.5 1.5 1.0

1.0 2.5 3.5

0.5

0.5 0.5 0.5

別表1　補正区分表

※歩道等の有無は考慮しない。

※補正後の歩掛＝（標準の歩掛）×α

※4　架替・部材更新等の詳細設計については，当該歩掛の対象としない。

※3　「現地調査・業務計画作成」～「補修工法検討・原因除去対策検討」については，
　　業務段階に応じて，部分的に使用できるものとする。

直接人件費

報　告　書　作　成

図面・数量計算・概算工事費作成
（標準：片側1車線相当まで）

【橋長2m以上15m未満　補修設計】

業　務　内　容

現地調査・業務計画作成

（３）歩掛表

※5　業務計画作成については，外業とする。

※2　各種試験費については，別途積上計上する。

補修工法検討・原因除去対策検討

照　　　　査

※1　橋梁全体を対象とする。(上部工・下部工)

1.25

α
(標準：片側1車線相当まで※)

車線相当数による
作業補正

車線数区分 補正対象項目
作業量補正

α
(標準超)

図面・数量計算・概算工事費作成 1.0
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第９章 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託積算基準 
                          

     
1 目的 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年５月８

日法律第５７号 以下，土砂災害防止法と呼ぶ）第４条に基づく基礎調査（以下，基礎調

査と呼ぶ）をコンサルタント等に委託し，効率的な執行を図る。 
2 業務内容 

基礎調査のうち，急傾斜地の崩壊，土石流，地すべりに係る『測量業務』および『設計

業務』における別表１～６に掲げる工種とする。 
3 適用 

土砂災害防止法 基礎調査マニュアル（平成２１年３月 広島県砂防課）に基づき実施

する基礎調査に適用する。 
 
 

急傾斜地の崩壊に係る土砂災害警戒区域等の設定に関する測量業務 別表１

費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

土砂災害警戒区域等の設定に関する測量業務

地形調査

基準点測量

GPS基準点測量 ３級基準点程度 点 1 単第1表

基準点測量 ４級 点 1 単第2表

地形測量

横断測量 本 1 単第3表

急傾斜下端部等の座標計測 km 1 単第4表

河川、堀割道路の座標計測 km 1 単第5表

対策施設等状況調査

崩壊防止施設の構造物計測 箇所 1 単第6表

危害のおそれのある土地等の調査

下端部・下端部水平面の状況調査 箇所 1 単第7表

小計

直接経費 以下，業務関係積算基準により必要額を計上

直接測量費計

諸経費

業務価格計

消費税相当額

業務委託料

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表
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単　第　１　表　　 GPS基準点測量（３級基準点程度） １０点 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量主任技師 人 1.50

測量技師 人 10.00 外業8.0人

測量技師補 人 10.00 外業8.0人

測量助手 人 8.00 外業8.0人

機械経費 式 直接人件費の3.0％

材料費 式 直接人件費の1.5 ％

精度管理費 式 直接人件費＋機械経費の9.0％  
 

単　第　２　表　　 基準点測量（４級） １００点 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量主任技師 人 1.50

測量技師 人 22.00 外業16人

測量技師補 人 22.00 外業16人

測量助手 人 20.00 外業16人

機械経費 式 直接人件費の3.0％

材料費 式 直接人件費の 1.5％

精度管理費 式 直接人件費＋機械経費の9.0％  
 

単　第　３　表　　 横断測量 １００本 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量技師 人 9.90 外業　8.1人

測量技師補 人 11.70 外業　8.1人

測量助手 人 11.70 外業　8.1人

機械経費 式 直接人件費の1.5％

材料費 式 直接人件費の7.5％

精度管理費 式 直接人件費＋機械経費の 10.0％  
 

単　第　４　表　　 急傾斜下端部等の座標計測 １０km 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量技師 人 33.00 外業 28人

測量技師補 人 38.00 外業 28人

測量助手 人 38.00 外業 28人

機械経費 式 直接人件費の 4.0％

材料費 式 直接人件費の 6.5％

精度管理費 式 直接人件費＋機械経費の  10.0％  
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単　第　５　表　　 河川、堀割道路の座標計測 １０km 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量技師 人 33.00 外業 28人

測量技師補 人 38.00 外業 28人

測量助手 人 38.00 外業 28人

機械経費 式 直接人件費の 4.0％

材料費 式 直接人件費の 6.5％

精度管理費 式 直接人件費＋機械経費の  10.0％  
 

単　第　６　表　　 崩壊防止施設の構造物計測 １００箇所 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量技師 人 22.00 外業 20人

測量技師補 人 25.00 外業 20人

測量助手 人 25.00 外業 20人  
 

単　第　７　表　　 下端部・下端水平面の状況調査 １００箇所 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量技師補 人 15.00 外業10.0人

測量助手 人 15.00 外業10.0人  
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急傾斜地の崩壊に係る土砂災害警戒区域等の設定に関する設計業務 　別　表　２

費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

土砂災害警戒区域等の設定に関する設計業務

計画準備 業務 1 単第1表

調査対象箇所の抽出・整理 km
2 1 単第2表

横断測線の設定 箇所 1 単第3表

対策施設の効果評価 箇所 1 単第4表

過去の災害実績調査 箇所 1 単第5表

現地調査 箇所 1 単第6表

（危害のおそれのある土地等の設定）

危害のおそれのある土地等の設定 箇所 1 単第7表

（危害のおそれのある土地等の調査）

土地利用状況調査 箇所 1 単第8表

世帯数及び人家戸数調査 箇所 1 単第9表

公共施設等の状況調査 箇所 1 単第10表

警戒避難体制に関する調査 市町 1 単第11表

関係法令に関する調査 箇所 1 単第12表

市町 1 単第13表

市町 1 単第13-1表

告示図書及び基礎調査調書の作成（告示番号抜き） 箇所 1 単第14表

報告書作成 業務 1 単第15表

システム用電子データ作成（告示番号抜き） 業務 1 単第16表

箇所 1 単第17表

照査 業務 1 単第18表

打合せ協議 業務 1 単第19表

小計

直接経費 以下，業務関係積算基準に基づき必要額を計上

その他原価

一般管理費等

業務価格計

消費税相当額

業務委託料

内 訳 表

宅地開発等の状況調査及び建築の動向調査

告示図書、基礎調査調書、電子データの最終版作成（告示番号入り）

宅地開発等の状況調査及び建築の動向調査
（既往調査成果がある場合）

 
 

単第　1　表　　　計画準備 １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 0.60

技  師  Ｂ 〃 1.20

技  師  Ｃ 〃 3.60  
 

単第　２　表　　　調査対象箇所の抽出・整理 10km
2
当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 0.60

技  師  Ｂ 〃 1.20

技  師  Ｃ 〃 2.40  
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単第　３　表　　　横断測線の設定 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 1.20

技  師  Ｂ 〃 3.00

技  師  Ｃ 〃 6.00  
 

単第　４　表　　　対策施設の効果評価 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 0.60

技  師  Ｂ 〃 1.20

技  師  Ｃ 〃 3.60  
 

単第　５　表　　　過去の災害実績調査 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 0.60

技  師  Ｃ 〃 0.60

技　術　員 〃 1.20  
 

単第　６　表　　　現地調査 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 3.60

技　術　員 〃 7.20  
 

単第　７　表　　　危害のおそれのある土地の設定 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

主任技師 人 0.60

技  師  Ａ 〃 1.20

技  師  Ｂ 〃 6.00

技  師  Ｃ 〃 12.00

技　術　員 〃 14.40  
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単第　８　表　　　（危害のおそれのある土地等の調査）土地利用状況調査 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 0.60

技　術　員 〃 1.80  
 

単第　９　表　　　（危害のおそれのある土地等の調査）世帯数及び人家戸数調査 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 1.20

技　術　員 〃 2.40  
 

単第　10　表　　　（危害のおそれのある土地等の調査）公共施設等の状況調査 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 0.60

技　術　員 〃 1.80  
 

単第　11　表　　　（危害のおそれのある土地等の調査）警戒避難体制に関する調査 １市町当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 0.60

技　術　員 〃 0.60  
 

単第　12　表　　　（危害のおそれのある土地等の調査）関係法令に関する調査 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 1.20

技　術　員 〃 1.80  
 

単第　13　表　　（危害のおそれのある土地等の調査）宅地開発等の状況及び建築の動向調査 １市町当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 0.60

技　術　員 〃 0.60  
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単第　13-1　表　　　宅地開発等の状況及び建築の動向調査（既往調査成果がある場合） １市町当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技　術　員 人 0.12
 

 

単第　14　表　　　告示図書及び基礎調査調書の作成（告示番号抜き） 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 1.80

技  師  Ｃ 〃 4.80

技　術　員 〃 4.80  
 

単第　15　表　　　報告書作成 １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 0.60

技  師  Ｂ 〃 1.20

技  師  Ｃ 〃 1.20  
 

単第　16　表　　　システム用電子データ作成（告示番号抜き） １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 1.20

技　術　員 〃 1.20  
 

単第　17　表　　　告示図書、基礎調査調書、電子データの作成（告示番号入り） 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 0.60

技  師  Ｃ 〃 1.20

技　術　員 〃 1.20  
 

単第　18　表　　　照査 １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

主任技師 人 1.80

単第　19　表　　　打合せ協議 １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

主任技師 人 1.00

技  師  Ａ 〃 2.00

技  師  Ｂ 〃 1.00

初回、中間2回、納品時の計4回
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土石流に係る土砂災害警戒区域等の設定に関する測量業務 別　紙　３

費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

土砂災害警戒区域等の設定に関する測量業務

地形調査

危害のおそれのある土地の地形調査

人工構造物測定 箇所 1 単第1表

基準点測量

GPS基準点測量 ３級基準点程度 点 1 単第2表

基準点測量 ４級 点 1 単第3表

路線測量

仮ＢＭ設置 km 1 単第4表

縦断測量 km 1 単第5表

横断測量 本 1 単第6表

対策施設等状況調査

対策施設等状況調査 箇所 1 単第7表

小計

直接経費 以下，業務関係積算基準により必要額を計上

直接測量費計

諸経費

業務価格計

消費税相当額

業務委託料

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

 
 

単　第　１　表　　 人工構造物調査 １００箇所 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量技師補 人 12.00 外業12人

測量助手 人 12.00 外業12人

材料費 式 1.00 直接人件費の3.5％  
 

単　第　２　表　　 GPS基準点測量（３級基準点程度） １０点 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量主任技師 人 2.00 外業1 人

測量技師 人 10.00 外業8 人

測量技師補 人 10.00 外業8 人

測量助手 人 8.00 外業8 人

機械経費 式 1.00 直接人件費の3.0％

材料費 式 1.00 直接人件費の1.5％

精度管理費 式 1.00 直接人件費＋機械経費の9.0％  
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単　第　３　表　　 基準点測量（４級） 1００点 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量主任技師 人 1.50 外業1人

測量技師 人 23.00 外業20人

測量技師補 人 23.00 外業20人

測量助手 人 20.00 外業20人

機械経費 式 1.00 直接人件費の3.0％

材料費 式 1.00 直接人件費の1.5％

精度管理費 式 1.00 直接人件費＋機械経費の9.0％  
 

単　第　４　表　　 仮ＢＭ設置 ５０km 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量技師 人 58.50 外業49.4人

測量技師補 人 75.40 外業49.4人

測量助手 人 54.60 外業49.4人

機械経費 式 1.00 直接人件費の1.5％

材料費 式 1.00 直接人件費の6.0％

精度管理費 式 1.00 直接人件費＋機械経費の9.0％  
単　第　５　表　　 縦断測量（原野・丘陵） ５０km 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量技師 人 76.00 外業60人

測量技師補 人 82.00 外業60人

測量助手 人 72.00 外業60人

機械経費 式 1.00 直接人件費の1.5％

材料費 式 1.00 直接人件費の6.0％

精度管理費 式 1.00 直接人件費＋機械経費の9.0％  
 

単　第　６　表　　 横断測量 １０００本 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量技師 人 104.00 外業100 人

測量技師補 人 140.00 外業100 人

測量助手 人 122.00 外業100 人

機械経費 式 1.00 直接人件費の1.5％

材料費 式 1.00 直接人件費の7.5％

精度管理費 式 1.00 直接人件費＋機械経費の9.0％  
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単　第　７　表　　 対策施設等状況調査 １００箇所 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量技師 人 3.00 外業2 人

測量技師補 人 20.00 外業20 人

測量助手 人 20.00 外業20 人

材料費 式 1.00 直接人件費の3％  
 

土石流に係る土砂災害警戒区域等の設定に関する設計業務 別　表　４

費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

土砂災害警戒区域等の設定に関する設計業務

計画準備 業務 1 単第1表

調査対象箇所の抽出・整理 km
2 1 単第2表

渓床勾配・流域面積の計測 箇所 1 単第3表

対策施設等の資料調査 業務 1 単第4表

対策施設の効果評価 箇所 1 単第5表

過去の災害実績調査 箇所 1 単第6表

現地調査 箇所 1 単第7表

（危害のおそれのある土地等の設定）

机上区域設定 箇所 1 単第8表

危害のおそれのある土地の設定 箇所 1 単第9表

基準地点・流下方向の設定 箇所 1 単第10表

土石流により流出する土石等の量の算出 箇所 1 単第11表

著しい危害のおそれのある土地の設定 箇所 1 単第12表

（危害のおそれのある土地等の調査）

土地利用状況調査 箇所 1 単第13表

世帯数及び人家戸数調査 箇所 1 単第14表

公共施設等の状況調査 箇所 1 単第15表

警戒避難体制に関する調査 市町 1 単第16表

関係法令に関する調査 箇所 1 単第17表

宅地開発等の状況調査及び建築の動向調査 市町 1 単第18表

市町 1 単第18-1表

告示図書及び基礎調査調書の作成（告示番号抜き） 箇所 1 単第19表

報告書作成 業務 1 単第20表

システム用電子データ作成（告示番号抜き） 業務 1 単第21表

告示図書、基礎調査調書、電子データの作成（告示番号入り） 箇所 1 単第22表

照査 業務 1 単第23表

打合せ協議 業務 1 単第24表

小計

直接経費 以下，業務関係積算基準に基づき必要額を計上

その他原価

一般管理費等

業務価格計

消費税相当額

業務委託料

内 訳 表

宅地開発等の状況調査及び建築の動向調査
(既往調査成果がある場合）
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単第　１　表　　　計画準備 １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 0.60

技  師  Ｂ 〃 1.20

技  師  Ｃ 〃 3.60  
 

単第　２　表　　　調査対象箇所の抽出・整理 10km
2
当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 0.60

技  師  Ｂ 〃 1.20

技  師  Ｃ 〃 2.40  
 

単第　３　表　　　渓床勾配・流域面積の計測 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 1.20

技　術　員 〃 2.40  
 

単第　４　表　　　対策施設等の資料調査 １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 0.60

技　術　員 〃 0.60  
 

単第　５　表　　　対策施設の効果評価 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 0.60

技  師  Ｂ 〃 1.20

技  師  Ｃ 〃 3.60  
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単第　６　表　　　過去の災害実績調査 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 0.60

技  師  Ｃ 〃 0.60

技　術　員 〃 1.20  
 

単第　７　表　　　現地調査及び設定条件の確認 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 3.60

技　術　員 〃 7.20  
 

単第　８　表　　　机上区域設定 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 0.60

技  師  Ｂ 〃 1.20

技  師  Ｃ 〃 2.40

技　術　員 〃 4.80  
 

単第　９　表　　　危害のおそれのある土地の設定 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 6.00

技  師  Ｃ 〃 8.40

技　術　員 〃 6.00  
 

単第　10　表　　　基準地点・流下方向の設定 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 3.00

技　術　員 〃 6.00  
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単第　11　表　　　土石流により流出する土石等の量の算出 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 〃 0.60

技  師  Ｃ 〃 1.20

技　術　員 〃 2.40  
 

単第　12　表　　　著しい危害のおそれのある土地の設定 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

主任技師 人 0.60

技  師  Ａ 〃 1.20

技  師  Ｂ 〃 2.40

技  師  Ｃ 〃 4.80

技　術　員 〃 7.80  
 

単第　13　表　　　（危害のおそれのある土地等の調査）土地利用状況調査 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 0.60

技　術　員 〃 1.80  
 

単第　14　表　　　（危害のおそれのある土地等の調査）世帯数及び人家戸数調査 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 3.00

技　術　員 〃 6.00  
 

単第　15　表　　　（危害のおそれのある土地等の調査）公共施設等の状況調査 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 0.60

技　術　員 〃 1.80  
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単第　16　表　　　（危害のおそれのある土地等の調査）警戒避難体制に関する調査 １市町当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 0.60

技　術　員 〃 0.60  
 

単第　17　表　　　（危害のおそれのある土地等の調査）関係法令に関する調査 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 1.20

技　術　員 〃 1.80  
 

単第　18　表　　（危害のおそれのある土地等の調査）宅地開発等の状況調査及び建築の動向調 １市町当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 0.60

技　術　員 〃 0.60  
 

単第　18-1　表　　　宅地開発等の状況調査及び建築の動向調査(既往調査成果がある場合） １市町当たり単価表

単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技　術　員 人 0.12  
 

単第　19　表　　　告示図書及び基礎調査調書の作成（告示番号抜き） 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 1.80

技  師  Ｃ 〃 4.80

技　術　員 〃 4.80  
 

単第　20　表　　　報告書作成 １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 0.60

技  師  Ｂ 〃 1.20

技  師  Ｃ 〃 1.20  
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単第　21　表　　　システム用電子データ作成（告示番号抜き） １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 1.20

技　術　員 〃 1.20  
 

単第　22　表　　　告示図書、基礎調査調書、電子データの作成（告示番号入り） 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 0.60

技  師  Ｃ 〃 1.20

技　術　員 〃 1.20  
 

単第　23　表　　　照査 １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

主任技師 人 1.80  
 

単第　24　表　　　打合せ協議 １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

主任技師 人 1.00

技  師  Ａ 〃 2.00

技  師  Ｂ 〃 1.00

初回、中間2回、納品時の計4回  
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地滑りに係る土砂災害警戒区域等の設定に関する測量業務 別　表　５

費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

土砂災害警戒区域等の設定に関する測量業務

地形調査

（基準点測量）

GPS基準点測量 ３級基準点程度 点 1 単第1表

基準点測量 ４級 点 1 単第2表

（地形測量）

仮ＢＭ設置 km 1 単第3表

km 1 単第4表

km 1 単第5表

（対策施設等状況調査）

対策施設状況調査 箇所 1 単第6表

小計  

直接経費 以下，業務関係積算基準により必要額を計上

直接測量費計  

諸経費

業務価格計

消費税相当額

業務委託料

測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

地滑り未端部の座標計測

縦断測量

 

 

単　第　１　表　　 GPS基準点測量（３級基準点程度） １０点 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量主任技師 人 1.50  

測量技師 人 10.00 外業8人

測量技師補 人 10.00 外業8人

測量助手 人 8.00 外業8人

機械経費 式 1.00 直接人件費の　3.0％

材料費 式 1.00 直接人件費の　1.5％

精度管理費 式 1.00 直接人件費＋機械経費の　9.0％  
 

単　第　２　表　　 基準点測量（４級） １００点 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量主任技師 人 1.50  

測量技師 人 22.00 外業16人

測量技師補 人 22.00 外業16人

測量助手 人 20.00 外業16人

機械経費 式 1.00 直接人件費の　3.0％

材料費 式 1.00 直接人件費の　1.5％

精度管理費 式 1.00 直接人件費＋機械経費の　9.0％  

業務 - 95



単　第　３　表　　 仮ＢＭ設置 ５０km 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量技師 人 58.50 外業48.1人

測量技師補 人 71.50 外業48.1人

測量助手 人 52.00 外業48.1人

機械経費 式 1.00 直接人件費の　1.5％

材料費 式 1.00 直接人件費の　5.5％

精度管理費 式 1.00 直接人件費＋機械経費の　9.0％  
 

単　第　４　表　　 縦断測量（原野・丘陵） ５０km 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量技師 人 97.50 外業48.1人

測量技師補 人 104.00 外業48.1人

測量助手 人 91.00 外業48.1人

機械経費 式 1.00 直接人件費の　1.5％

材料費 式 1.00 直接人件費の　7.0％

精度管理費 式 1.00 直接人件費＋機械経費の　10.0％  
 

単　第　５　表　　 地滑り末端部の座標計測 １０km 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量技師 人 33.00 外業28人

測量技師補 人 38.00 外業28人

測量助手 人 38.00 外業28人

機械経費 式 1.00 直接人件費の　4.0％

材料費 式 1.00 直接人件費の　6.5％

精度管理費 式 1.00 直接人件費＋機械経費の　10.0％  
 

単　第　６　表　　 対策施設状況調査 １００箇所 当たりの単価

名　　称 長 幅　厚　径 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

測量技師補 人 20.00 外業20人

測量助手 人 20.00 外業20人  
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地滑りに係る土砂災害警戒区域等の設定に関する設計業務 　別　表　６

費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要

土砂災害警戒区域等の設定に関する設計業務

計画準備 業務 1 単第1表

調査対象箇所の抽出・整理 km
2 1 単第2表

資料調査 業務 1 単第3表

対策施設の効果評価 箇所 1 単第4表

過去の災害実績調査 箇所 1 単第5表

現地調査 箇所 1 単第6表

（危害のおそれのある土地等の設定）

地滑りブロックの特定 箇所 1 単第7表

確定度ランクの特定 箇所 1 単第8表

危害のおそれのある土地等の設定 箇所 1 単第9表

（危害のおそれのある土地等の調査）

土地利用状況調査 箇所 1 単第10表

世帯数及び人家戸数調査 箇所 1 単第11表

公共施設等の状況調査 箇所 1 単第12表

警戒避難体制に関する調査 市町 1 単第13表

関係法令に関する調査 箇所 1 単第14表

宅地開発等の状況調査及び建築の動向調査 市町 1 単第15表

市町 1 単第15-1表

告示図書及び基礎調査調書の作成（告示番号抜き） 箇所 1 単第16表

報告書作成 業務 1 単第17表

システム用電子データ作成（告示番号抜き） 業務 1 単第18表

告示図書、基礎調査調書、電子データの作成（告示番号入り） 箇所 1 単第19表

照査 業務 1 単第20表

打合せ協議 業務 1 単第21表

小計

直接経費 以下，業務関係積算基準に基づき必要額を計上

その他原価

一般管理費等

業務価格計

消費税相当額

業務委託料

内 訳 表

宅地開発等の状況調査及び建築の動向調査
（既往調査成果がある場合）

 
 

単第　１　表　　　計画準備 １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 0.60

技  師  Ｂ 〃 1.20

技  師  Ｃ 〃 3.60  
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単第　２　表　　　調査対象箇所の抽出・整理 10km
2
当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 0.60

技  師  Ｂ 〃 1.20

技  師  Ｃ 〃 2.40  
 

単第　３　表　　　資料調査 １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 0.60

技　術　員 〃 0.60  
 

単第　４　表　　　対策施設の効果評価 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 0.60

技  師  Ｂ 〃 1.20

技  師  Ｃ 〃 3.60  
 

単第　５　表　　　過去の災害実績調査 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 0.60

技  師  Ｃ 〃 0.60

技　術　員 〃 1.20  
 

単第　６　表　　　現地調査及び設定条件の確認 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 30.00

技　術　員 〃 60.00  
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単第　７　表　　　地滑りブロックの特定 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 6.00

技  師  Ｂ 〃 12.00

技  師  Ｃ 〃 24.00

技　術　員 〃 24.00  
 

単第　８　表　　　確定度ランクの特定 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 1.20

技  師  Ｂ 〃 3.00

技  師  Ｃ 〃 6.00

技　術　員 〃 12.00  
 

単第　９　表　　　危害のおそれのある土地等の設定 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 1.20

技  師  Ｂ 〃 3.00

技  師  Ｃ 〃 6.00

技　術　員 〃 12.00  
 

単第　10　表　　　（危害のおそれのある土地等の調査）土地利用状況調査 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 0.60

技　術　員 〃 1.80  
 
 
 

単第　11　表　　　（危害のおそれのある土地等の調査）世帯数及び人家戸数調査 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 1.20

技　術　員 〃 2.40  
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単第　12　表　　　（危害のおそれのある土地等の調査）公共施設等の状況調査 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 0.60

技　術　員 〃 1.80  
 

単第　13　表　　　（危害のおそれのある土地等の調査）警戒避難体制に関する調査 １市町当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 0.60

技　術　員 〃 0.60  
 

単第　14　表　　　（危害のおそれのある土地等の調査）関係法令に関する調査 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 1.20

技　術　員 〃 1.80  
 

単第　15　表　　（危害のおそれのある土地等の調査）宅地開発等の状況調査及び建築の動向調 １市町当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 0.60

技　術　員 〃 0.60  
 

単第　15-1　表　　　宅地開発等の状況調査及び建築の動向調査（既往調査成果がある場合） １市町当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技　術　員 人 0.12  
 
 
 
 

単第　16　表　　　告示図書及び基礎調査調書の作成（告示番号抜き） 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 1.80

技  師  Ｃ 〃 4.80

技　術　員 〃 4.80  
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単第　17　表　　　報告書作成 １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ａ 人 0.60

技  師  Ｂ 〃 1.20

技  師  Ｃ 〃 1.20  
 

単第　18　表　　　システム用電子データ作成（告示番号抜き） １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｃ 人 1.20

技　術　員 〃 1.20  
 

単第　19　表　　　告示図書、基礎調査調書、電子データの作成（告示番号入り） 100箇所当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

技  師  Ｂ 人 0.60

技  師  Ｃ 〃 1.20

技　術　員 〃 1.20  
 

単第　20　表　　　照査 １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

主任技師 人 1.80  
 

単第　21　表　　　打合せ協議 １業務当たり単価表

名　　　　　　　　　　称 単位 数　　　　量 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　　　　　　　要

主任技師 人 1.00

技  師  Ａ 〃 2.00

技  師  Ｂ 〃 1.00

初回、中間2回、納品時の計4回  
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第１０章　砂防関係法令に基づく区域指定申請書作成業務

１　業務の目的

２　業務内容

（１）計画準備

（２）現地踏査

（５）台帳作成

３　指定申請書

指定申請書の作成に関しては下記の資料を参考にして作成すること。

【砂防法】

・広島県砂防技術指針

・砂防関係法令規集

・砂防指定地実務ハンドブック（平成13年株式会社ぎょうせい発行）

・砂防指定地の指定等事務について（平成22年11月26日付建設事務所長宛砂防課長通知）

・データ作成要領

・その他関係図書及び関係通知等

【急傾斜地法，地すべり等防止法】

・広島県急傾斜･地すべり･雪崩技術指針

・砂防関係法令規集

・データ作成要領

・その他関係図書及び関係通知等

４　成果品

（７）台帳ＧＩＳデータ作成　　　（以下，「各電子データ」という。）

（８）台帳ＰＤＦデータ作成

各電子データは作成した申請書，台帳を基に，広島県砂防関係指定地台帳電子データ
作成要領（以下，「データ作成要領」という。）に基づき作成する。

砂防法，急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（以下，急傾斜地法とい
う。），地すべり等防止法に基づく区域指定申請書（以下，「指定申請書」とい
う。）ならびに区域指定後の土地の管理に必要な砂防指定地台帳（以下，「台帳」と
いう。）の作成を行うものである。

（３）資料収集・整理

（４）申請図書作成

（６）台帳文字データ作成

各区域指定後，以下を広島県土木局砂防課へ提出すること。提出時期は各区域指定
の告示日より，おおむね1ヶ月程度以内を目安とする。

また，指定申請書の作成時には砂防課担当者と事前協議をするなどし，手戻りが無い
ように努めること。

・台帳原稿

・各電子データ

・指定申請書
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　《　歩　掛　》

単位 砂防法 急傾斜地法 地すべり等防止法

測量主任技師 人 0.500 1.000 1.000

測量技師 人 1.000 1.000 1.000

測量技師補 人

測量助手 人

測量主任技師 人 1.000 1.500 1.500

測量技師 人 1.500 1.500 1.500

測量技師補 人 0.500 0.500 0.500

測量助手 人

測量主任技師 人 1.000 1.500

測量技師 人 1.000

測量技師補 人 1.000 1.000 1.500

測量助手 人

測量主任技師 人

測量技師 人

測量技師補 人 1.500 1.500 1.500

測量助手 人 3.000 3.000 3.000

測量主任技師 人

測量技師 人 1.000 1.000 1.000

測量技師補 人 2.000 3.000 3.000

測量助手 人 6.000 5.000 5.000

測量主任技師 人

測量技師 人 0.010 0.050 0.050

測量技師補 人 0.100 0.150 0.150

測量助手 人 0.500 0.400 0.400

測量主任技師 人

測量技師 人

測量技師補 人 0.005 0.005 0.005

測量助手 人 0.045 0.045 0.045

測量主任技師 人

測量技師 人

測量技師補 人 0.005 0.005 0.005

測量助手 人 0.040 0.040 0.040

測量主任技師 人

測量技師 人

測量技師補 人 0.005 0.005 0.005

測量助手 人 0.040 0.040 0.040

測量主任技師 人 0.500 0.500 0.500

測量技師 人 0.500 0.500 0.500

測量技師補 人

測量助手 人

現地踏査
（1区域あたり）

照査
（1業務あたり）

指定台帳
ＰＤＦデータ作成
（1区域あたり）

指定台帳
ＧＩＳデータ作成
（1区域あたり）

資料収集・整理
（1区域あたり）

申請図書作成
（1区域あたり）

指定台帳作成
（1区域あたり）

指定台帳
文字データ作成
（1区域あたり）

計画準備
（1業務あたり）

協議打ち合わせ
（1業務あたり）
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第１１章 砂防堰堤定期点検業務委託積算基準 
 
１－１ 適用範囲 
  本歩掛は広島県が管理するすべての砂防堰堤定期点検業務に適用する。 
  
１－２ 砂防堰堤定期点検業務 
  （１）積算歩掛の構成 
     本歩掛の構成は以下のとおりである。 

 
             ①打合せ協議 
    直接費      ②点検計画準備 
             ③定期点検 
             ④点検結果とりまとめ 
             ⑤成果品資料作成 
             ⑥旅費交通費 
 
    間接費      諸経費（業務関係積算基準により必要額を計上）  
 
  （２）業務内容 
   ①打合せ協議 
    打合せ協議の歩掛は下表を標準とする。 

                                 （1 業務当り） 
直接人件費  

測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手 
打合せ協議（着手時）  0.5 0.5  
打合せ協議（中間）  0.5 0.5  
打合せ協議（成果品納入時）  0.5 0.5  

 
   ②点検計画準備 
    点検の対象となる堰堤について，点検計画を考案する。 
    点検計画準備の歩掛は下表を標準とする。 

                                 （40 基当り） 
直接人件費  

測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手 
点検計画準備  0.8 0.8 0.8 
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   ③定期点検 
    事前に作成した点検計画をもとに，堰堤の現場点検を行い，点検調書の記入等を行う。 
    現場点検にあたっては下表の通り 3 人 1 組で班編成を行う。 
 

 測量技師 測量技師補 測量助手 
点検調書記入者 1.0   
写真撮影者  1.0  
補助者   1.0 

班編成 

合計 1.0 1.0 1.0 
 

定期点検の歩掛は下表を標準とする。 
         （40 基当り） 
直接人件費  

測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手 
定期点検  20.0 20.0 20.0 

    ※直接人件費に対して，2％の諸雑費を計上すること。 
     （諸雑費：調査用具経費） 
 
   ④点検結果とりまとめ 
    現場点検時に記入した定期点検調書の確認・照査，撮影写真の確認等を行う。 
    点検結果とりまとめの歩掛は下表を標準とする。 

（40 基当り） 
直接人件費  

測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手 
点検結果とりまとめ  4.0 4.0 4.0 

 
   ⑤成果品資料作成 
    定期点検業務の成果品を作成する。 
    成果品資料作成の歩掛は下表を標準とする。 

（40 基当り） 
直接人件費  

測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手 
成果品資料作成  4.0 4.0 4.0 

 
   ⑥旅費交通費 
    当該作業に従事するものに係る旅費・交通費であり，打合せ協議・定期点検の日数によ 

り算出する。 
ただし，通勤により業務を行うものとする。 
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第１２章　砂防設備台帳調査業務委託積算基準

１　業務の目的

２　砂防設備台帳調査業務

（１）積算歩掛の構成

　　　本歩掛の構成は以下のとおりである。

①計画準備

②資料収集・整理

③現地調査

直接費 ④渓流位置図作成

⑤砂防設備位置図作成

⑥砂防設備台帳総括表作成

⑦砂防設備台帳作成

⑧砂防設備写真作成

⑨砂防設備概要図作成

⑩照査・とりまとめ

⑪打合せ協議

間接費 諸経費（業務関係積算基準により必要額を計上）

（２）業務内容

①計画準備

仕様書に示す業務内容を確認し，業務計画を考案する。

（1業務当り）

測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手

計画準備 1.0 2.0

②資料収集・整理

既往砂防設備台帳（補助簿含む），砂防指定地台帳，地形図（1/25,000，1/2,500），近年の

砂防事業（竣工図書，工事整理簿等）を収集整理する。

（1業務当り）

測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手

資料収集・整理 2.0 2.0 3.0

③現地調査

砂防指定地内の砂防設備の位置，構造諸元，材質等の計測または確認，目視観察による砂防

設備の状態（破損や変状等，砂防堰堤の堆砂状況），砂防指定地標柱や砂防設備・砂防指定

地等の表示版の位置を把握するとともに，状況写真の撮影を行う。　

（100渓流当り）

測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手

現地調査 100.0 100.0 200.0

本業務の目的は，砂防設備の現状を把握し，砂防設備の機能など各種情報の適切な管理を図る
ため砂防設備調査を行い，砂防設備台帳を作成するものである。
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④渓流位置図作成

⑤砂防設備位置図作成

⑥砂防設備台帳総括表作成

⑦砂防設備台帳作成

⑧砂防設備写真作成

各々指定された様式に従い，砂防設備台帳を作成する。

（100渓流当り）

測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手

渓流位置図作成 5.0

砂防設備位置図作成 10.0 15.0

砂防設備台帳総括表作成 2.0 5.0

砂防設備台帳作成 10.0 15.0

砂防設備写真作成 5.0 15.0

⑨砂防設備概要図作成

原則1/2,500地形図に砂防設備の位置や基本諸元等の情報，主要な砂防設備等の状況写真を貼

り付けた砂防設備概要図を作成する。

（100渓流当り）

測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手

砂防設備概要図作成 2.0 5.0 93.0

⑩照査・とりまとめ

成果をとりまとめ，報告書を作成する。

（1業務当り）

測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手

照査・とりまとめ 2.0 4.0 4.0

⑪打合せ協議

業務の打合せ回数は3回とし，第1回及び成果品納入時の打合せには管理技術者が出席するもの

とする。

（1業務当り）

測量主任技師 測量技師 測量技師補 測量助手

打合せ協議 1.0 1.5 1.0

３　留意事項

砂防設備台帳調査の成果は，広島県砂防設備台帳作成要領に従い作成する
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第13章　砂防工事全体計画書作成業務委託積算基準 

 
１ 目的 
渓流の流域内における過去の土砂災害の発生状況，今後流下しうる土砂量・立木量など

の現地調査及びこれら調査結果等を踏まえた最適な砂防計画の策定をコンサルタント等に

委託し，効率的な執行を図る。 
２ 適用 
国土交通省所管砂防関係事業の事業採択に係る砂防工事全体計画書作成業務に適用する。 

３ 業務内容 
事前調査（採択要件確認）業務（単独事前調査費対象項目） 

作業内容 備考 

計画準備 
（１式） 

業務着手に先立ち，業務の技術的方針，実施スケジュールを検討し，
業務計画書を作成するとともに，作業の諸準備を実施する 

渓
流
調
査 

現地踏査 主渓流において、計画えん堤適地および渓床状況を把握するために
渓流踏査を行い、調査位置図、渓床不安定土砂断面図（3断面程度）、
渓床写真等についてとりまとめる。 

保全対象調査 
（１渓流当たり） 

計画基準点を決定し，保全対象の調査を行う。 
保全対象区域は，土砂災害警戒区域や土石流危険区域を参照する。 
保全対象区域内の保全人家，農地，事業所（産業区分，事業所の規
模），公共施設等の数量・面積等を算出し，緊急輸送道路や避難路（所）
等の指定の有無を整理する。 
また，当該渓流流域内において，保安林やその他土地規制状況の有
無・公図について確認を行いとりまとめる。事業に支障のある土地
規制等の事実が確認された場合，施設配置計画に反映させること。 

砂 
防 
全 
体 
計 
画 
検 
討 
 
 

概算土砂量の算定 
（１渓流当たり） 

土砂災害警戒区域等の設定に関する調査業務（土石流）の「土石流

により流出する土石等の量の算出」に準じて計画基準点における計

画流出土砂量を設定する。設定に当たっては，谷字数別に決められ

た単位土砂量または渓流概略調査結果を踏まえて設定することとす

る。 

なお，計画基準点における計画流出土砂量は，主渓流の最大値では

なく，主支渓流から流出する土石等の合計とする。 

施設配置検討 
（１渓流当たり） 

計画基準点において，当該渓流の整備率が 100％になる施設配置・土
砂収支計画を３案程度検討し，地域条件，経済性及び施工性等から
最適な全体計画案を決定し，流域全体の基本計画算定表，土砂収支
図，堰堤捕捉量計算書，計画平面図を作成する。 
なお，検討に用いる平面図は 1/5,000 以上の地形図とし，縦断図・
横断図は 1/5,000 以上の地形図からの読取りとするが，既存資料で
精度の高い図面がある場合はそれを使用する。必要に応じ管理型堰
堤の採用を行う場合は，管理用道路の概略ルート図を作成する 
費用対効果の算出及び説明用紙芝居の作成を行う。 

 
全体計画書作成業務（交付金対象項目） 

作業内容 備考 

計画準備 
（１式） 

業務着手に先立ち，業務の技術的方針，実施スケジュールを検討し，
業務計画書を作成するとともに，作業の諸準備を実施する 

資料収集・整理 
（１式） 

地質図，植生図，その他法令関係等の文献･資料，既往の類似調査に
関する資料の収集･整理を行う。 

渓 
流 
調 
査 

崩壊地調査 
（１渓流当たり） 

流域内の崩壊地（山腹崩壊地，渓岸崩壊地）について，現地調査に
て崩壊の状況と土砂生産に関係する諸元を調査し，現況における崩
壊残土量と将来における拡大生産見込み土砂量とを推定し，崩壊可
能土砂量を求める。 
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渓
流
調
査 

渓流調査 
（１渓流当たり） 

現地調査および近傍渓流における土石流の洗掘状況などを参考に侵
食幅，侵食深および堆積区間を推定し，不安定土砂量を調査する。 
不安定土砂断面は，本川および支川で断面変化に応じて作成する。 
なお，渓流調査結果として調査位置図，渓床不安定土砂断面図，渓
床写真についてとりまとめる。 
・1渓流 0.5km2 未満で 10 断面程度 
・1渓流 0.5km2～1.0km2 未満で 15 断面程度 
・1渓流 1.0km2 以上で 20 断面程度 

流木調査 
（２箇所／１渓流当た
り） 

流木の発生が予想される箇所に存在する樹木，流木等の量，長さ，
直径を直接的に調査する方法（現況調査法）で，代表箇所において
10m×10m サンプリング調査を実施し，調査位置図，立木調査写真，
調査表をとりまとめる。 

巨礫粒径調査 
（1箇所当たり） 

調査対象渓流において，各砂防堰堤計画地点より上流および下流
各々200m 間に存在する 200 個以上の巨礫の粒径を測定し，累積値の
95％に相当する最大礫径礫（D95）を把握する。 
なお，調査位置図，巨礫粒径累加曲線，調査写真をとりまとめる。 

流末状況調査 
（１渓流当たり） 

調査対象渓流において，計画基準点より下流の流末状況（断面，勾
配，構造）を把握し，位置図，流下能力算定結果，流末状況写真を
とりまとめる。 

砂 
防 
全 
体 
計 
画 
検 
討 

土砂量・流木量の算定 
（１渓流当たり） 

渓流調査結果を踏まえて移動可能土砂量，運搬可能土砂量を算定し
計画基準点における計画流出土砂量を決定する。また，流木調査結
果を踏まえて計画流出流木量を算定する。 

砂防施設概略施設設計 
（１渓流当たり） 

事前調査結果を基に，効果のより高い施設（事業実施箇所）を抽出
し，その堰堤に関して最適な堰堤位置・規模を 3 案程度検討し，対
象施設について計画平面図，縦断図，概略一般図，概略数量計算，
概算事業費を作成する。 
また，流末状況調査結果より，流末処理対策として渓流保全工の必
要性を検討し，必要に応じ基本事項の検討（計画流量，標準断面図，
概算事業費）を行う。 

全体計画書の作成 
（１渓流当たり） 

上記の調査・検討結果を踏まえ，「砂防工事全体計画書（別紙１～６）」
及び「砂防事業全体計画に係るチェックリスト」を作成し，チェッ
クリストのチェック内容が確認できる資料を整理する。 

照査及報告書作成 
（１渓流当たり） 

検討結果を照査し，報告書としてとりまとめ提出する。 

 

４ 積算内訳 
事前調査（採択要件確認）業務（単独事前調査費対象項目） 
費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要 

砂防事業事前調査業務       

 計画準備   式 1   単第 1表 

 渓流調査   渓流 1    
  現地踏査  渓流 1   単第 3表 
  保全対象調査  渓流 1   単第 4表 

 砂防全体計画検討   渓流 1    
  概算土砂量の算定  渓流 1   単第 12 表 
  土石流・流木施設配置検討  渓流 1   単第 13 表 
 打合せ協議 （当初・中間 1回・完成）  式 1   単第 19 表 
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全体計画書作成業務（交付金対象項目） 
費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要 

砂防工事全体計画書作成業務       

 計画準備   式 1   単第 1表 

 資料収集・整理   式 1   単第 2表 

 渓流調査   渓流 1    
  崩壊地調査  渓流 1   単第 5表 

  渓流調査  渓流 1   単第 6～8表

  巨礫粒径調査  箇所 1   単第 9表 
  流木調査  箇所 1   単第 10 表 

  流末状況調査  渓流 1   単第 11 表 
 砂防全体計画検討   渓流 1    
  土砂量・流木量の算定  渓流 1   単第 14 表 
  砂防施設概略施設設計  施設 1   単第 15 表 
  全体計画書の作成  渓流 1   単第 16 表 
 照査及び報告書作成   式 1   単第 17 表 
 打合せ協議 （当初・中間 3回・完成）  式 1   単第 18 表 

 
５ 歩掛 
（１） 計画準備 

単 第 1 表 １ 式当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

主任技師 0.50 人    

技師Ａ 1.00 人    

技師Ｂ 1.00 人    

（２） 資料収集・整理 
単 第 2 表 １ 式当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師Ａ 0.50 人    

技師Ｂ 1.50 人    

技師Ｃ 1.00 人    

技術員 2.00 人    

（３） 渓流調査 

１）現地踏査 
単 第 3 表 １ 渓流当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師Ａ 1.50 人    

技師Ｂ 1.00 人    

２）保全対象調査 
単 第 4 表 １ 渓流当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師Ａ 0.15 人    

技師Ｂ 0.15 人    

技師Ｃ 0.40 人    

技術員 0.70 人    

３）崩壊地調査 
単 第 5 表 １ 渓流当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師Ａ 0.30 人    

技師Ｂ 0.60 人    

技師Ｃ 0.60 人    

技術員 1.60 人    
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４）渓流調査（流域面積～0.5km2 10 断面程度） 
単 第 6 表 １ 渓流当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

主任技師 0.20 人    

技師Ａ 0.30 人    

技師Ｂ 0.40 人    

技師Ｃ 0.70 人    

技術員 1.20 人    

５） 渓流調査（流域面積 0.5～1.0km2 15 断面程度） 
単 第 7 表 １ 渓流当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

主任技師 0.20 人    

技師Ａ 0.30 人    

技師Ｂ 0.55 人    

技師Ｃ 0.90 人    

技術員 1.55 人    

６） 渓流調査（流域面積 1.0～km2 20 断面程度） 
単 第 8 表 １ 渓流当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

主任技師 0.20 人    

技師Ａ 0.30 人    

技師Ｂ 0.70 人    

技師Ｃ 1.10 人    

技術員 1.90 人    

７） 巨礫粒径調査 
単 第 9 表 １ 箇所当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師Ａ 0.15 人    

技師Ｂ 0.30 人    

技師Ｃ 0.50 人    

技術員 0.60 人    

８） 流木調査 
単 第 10 表 １ 箇所当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師Ａ 0.15 人    

技師Ｂ 0.30 人    

技師Ｃ 0.50 人    

技術員 0.60 人    

９）流末状況調査 
単 第 11 表 １ 渓流当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師Ｂ 0.15 人    

技師Ｃ 0.40 人    

技術員 0.70 人    

（４） 砂防全体計画検討 

１）概算土砂量算定（土石流により流出する土石等の量の算定） 
単 第 12 表 100 箇所当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師Ｂ 0.60 人    

技師Ｃ 1.20 人    

技術員 2.40 人    

２） 土石流・流木施設配置検討（１渓流当たり） 

単 第 13 表 １ 渓流当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

主任技師 0.30 人    

技師Ａ 0.80 人    

技師Ｂ 1.00 人    

技師Ｃ 1.50 人    

技術員 1.70 人    
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３） 土砂量・流木量の算定（１渓流当たり） 

単 第 14 表 １ 渓流当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師Ａ 0.30 人    

技師Ｂ 0.50 人    

技師Ｃ 0.80 人    

技術員 0.50 人    

４） 砂防施設概略施設設計（１渓流当たり） 

単 第 15 表 １ 渓流当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

主任技師 0.30 人    

技師Ａ 0.80 人    

技師Ｂ 1.00 人    

技師Ｃ 1.50 人    

技術員 1.70 人    

５） 全体計画書の作成（１渓流当たり） 

単 第 16 表 １ 渓流当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師Ａ 0.15 人    

技師Ｂ 0.30 人    

技師Ｃ 0.60 人    

技術員 0.50 人    

（５） 照査及び報告書作成 
単 第 17 表 １ 式当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

技師Ａ 3.00 人    

技師Ｂ 4.00 人    

技師Ｃ 3.00 人    

技術員 6.00 人    

（６） 打合せ協議（当初・中間 3回・納品） 
単 第 18 表 １ 式当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

主任技師 1.00 人    

技師Ａ 2.50 人    

技師Ｂ 1.50 人    

（７） 打合せ協議（当初・中間 1回・納品） 
単 第 19 表 １ 式当たりの単価 

名称 数量 単位 単価 金額 摘要 

主任技師 1.00 人    

技師Ａ 1.50 人    

技師Ｂ 0.50 人    
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名        称 単位 数量 単   価 金   額 摘    要

道路改築等 1/500 ｋｍ 1  明第１表

  〃 1/1000→1/500 ｋｍ 1  明第２表

道路附属物(ＧＲ) ｋｍ 1  明第３表

道路附属物(ﾛｯｸﾈｯﾄ) ｋｍ 1  明第４表

道路附属物(標識) 箇所 1  明第５表

構造物設置 ｋｍ 1  明第６表

入力帳票(道路改築等) ｋｍ 1  単第１２表

入力帳票(防護柵単独設置) ｋｍ 1  単第１３表

協議打合せ 回 1  単第１４表

事前準備 ｋｍ 1  単第１５表

成果品作成 ｋｍ 1  単第１６表

平成２４年度道路台帳修正内訳表（総括）
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名称 単位 数量 金額 摘要 名称 単位 数量 金額 摘要

現地測量 ｋｍ 1  単第１表 現地測量 ｋｍ 1  単第２表

図面トレース ｋｍ 1  単第６表 図面トレース ｋｍ 1  単第７表

計 設計原図拡大 ｋｍ 1 4,000  単第８表

計

名称 単位 数量 金額 摘要

現地測量 ｋｍ 1  単第３表 名称 単位 数量 金額 摘要

台帳図面修正 ｋｍ 1  単第９表 現地測量 ｋｍ 1  単第４表

計 台帳図面修正 ｋｍ 1  単第10表

計

１箇所当たり

名称 単位 数量 金額 摘要

現地測量 ｋｍ 1  単第５表

台帳図面修正 ｋｍ 1  単第11表

図面トレース ｋｍ 1  単第７表

計

平成２４年度道路台帳修正単価表

明第５表　構造物設置

明第３表　道路附属物（ＧＲ、ロックネット）

明第４表　道路附属物（標識）

明第１表　道路改築等１／５００ 明第２表　道路改築等 1/1000 → 1/500
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名称 単位 数量 単価 金額 名称 単位 数量 単価 金額

測量技師 人 0.2 測量技師 人 0.2

測量技師補 人 0.6 測量技師補 人 0.6

測量助手 人 0.6 測量助手 人 0.6

雑  品 式 1 雑  品 式 1

計 計

名称 単位 数量 単価 金額 名称 単位 数量 単価 金額

測量技師補 人 0.1 測量技師 人 0.5

測量助手 人 0.1 測量技師補 人 1

雑  品 式 1 測量助手 人 1

計 雑  品 式 1

計

名称 単位 数量 単価 金額

測量技師 人 1 名称 単位 数量 単価 金額

測量技師補 人 1 測量技師補 人 5

測量助手 人 1 測量助手 人 1

雑  品 式 1 雑  品 式 1

計 計

名称 単位 数量 単価 金額 名称 単位 数量 単価 金額

測量技師補 人 1 測量技師補 人 0.1

測量助手 人 0.5 拡大図作成 枚 4 1,000 4,000

雑  品 式 1 雑  品 式 1

計 計

１㎞当たり

１㎞当たり １㎞当たり

１㎞当たり

平成２４年度道路台帳修正単価表

１㎞当たり

単第３表　現地測量(道路附属物 〔GR,ﾛｯｸﾈｯﾄ〕) 単第４表　現地測量（道路附属物　標識）

単第１表　現地測量（道路改築等 1/500） 単第２表　現地測量（道路改築等 1/1000→1/500）

１㎞当たり

単第５表　現地測量（構造物設置）

単第６表　図面トレース（道路改築等１／５００）

単第７表　図面トレース(道路改築等1/1000→1/500) 単第８表　設計原図拡大

１㎞当たり

１００箇所当たり
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名称 単位 数量 単価 金額 名称 単位 数量 単価 金額

測量技師補 人 0.1 測量技師 人 0.2

測量助手 人 0.1 測量技師補 人 3

雑  品 式 1 測量助手 人 2

計 雑  品 式 1

計

名称 単位 数量 単価 金額

測量技師補 人 0.5 名称 単位 数量 単価 金額

測量助手 人 0.25 測量技師 人 0.7

雑  品 式 1 測量技師補 人 0.4

計 測量助手 人 0.5

雑  品 式 1

計

名称 単位 数量 単価 金額

測量技師 人 0.3

測量技師補 人 0.1 名称 単位 数量 単価 金額

測量助手 人 0.2 測量技師 人 1

雑  品 式 1 測量技師補 人 1

計 計

名称 単位 数量 単価 金額 名称 単位 数量 単価 金額

測量技師 人 0.02 測量技師 人 0.007

測量技師補 人 0.02 測量技師補 人 0.007

測量助手 人 0.02 測量助手 人 0.007

雑  品 式 1 陽画感光紙 式 1 50

計 処理薬品 式 1 10

写真代 式 1 55

雑  品 式 1

計

１㎞当たり

単第１４表　協議打合せ

１㎞当たり

１㎞当たり

１回当たり

単第１６表　成果品作成単第１５表　事前準備

※協議打合せは着手時・納品時を見込んでいる。

１㎞当たり

１㎞当たり

単第１３表　入力帳票作成（防護柵単独設置）

単第９表　道路台帳図面修正(道路附属物(GR､ﾛｯｸﾈｯﾄ)) 単第１０表　台帳図面修正(道路附属物(標識))

単第１１表　道路台帳図面修正（構造物設置）

単第１２表　入力帳票作成（道路改築等）

１㎞当たり

１００箇所当たり

平成２４年度道路台帳修正単価表
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